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域の社会の

デ ジ タ ル

化、デジタ

ル・トラン

スフォーメ

ー シ ョ ン

（DX）促進

を支援する

ために、そ

の基盤とな

るICT・デジ

タル人材及

び産業の育

成、ICT・デ

ジタル関連

政 策 や 制

度、ICT環境

整備及び自

由で安全な

サイバー空

間の構築に

資する事業

を 実 施 す

る。 

・特に、サイ

バーセキュ

リティ分野

の支援につ

い て は 、

ASEAN及び

周辺地域を

中心とした

事業の面的

拡大を推進

する。 

・開発途上

地域の社会

課題解決に

お け る DX

の推進に取

り組み、デ

ジタル技術

○ ジェンダー主流化のための資料整備：機構内のジェンダー主流化の取組を強化するた

め、「ジェンダー平等と女性のエンパワメントの推進ガイダンスノート」、「ジェンダ

ー主流化のための分野別手引き」等の作成を行った。

○ 機構内外の関係者へのジェンダー研修の実施：ジェンダー視点に立った事業の形成実施

を推進するため、機構内向けに17回（延べ788人）、機構外部向けに10回（延べ626人）

の研修を実施した。

（2）SDGs達成に向けた貢献

ジェンダー平等はSDGsのゴール5「ジェンダー平等を実現しよう」として設定されている

だけでなく、SDGsの達成のために横断的に取組が必要とされており、機構においてもあら

ゆる分野でジェンダー平等と女性のエンパワメントのための取組を推進している。特に、ク

ラスター事業戦略を作成した「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」は、ゴール8「経済成長と

ディーセント・ワーク促進」、ゴール11「持続可能な都市と人間居住実現」、ゴール16「平和

と公平なガバナンス」にも貢献する。 

（3）事業上の課題及び対応方針

あらゆる分野でジェンダー平等の取組を進めるためには、課題や取組手法に関する機構内

外の関係者の理解向上が課題である。そのための対応として従来から実施している外部向

け・内部向け研修を継続・拡大するとともに、調査や実証事業を実施し好事例や取組手法の

取りまとめと発信を行っていく。  

No.3-5 デジタル化の促進（DX） 

クラスター事業戦略とDX主流化の推進：JICAグローバル・アジェンダ「デジタル化の促

進」において、クラスター事業戦略「サイバーセキュリティ」を策定し、同戦略に基づきイ

ンド太平洋地域を中心に計10件の事業を形成・実施した。また、DX主流化と外部共創を進め

るために機構内にDXLabを整備して98件の内部向け支援を実施するとともに、データ利活用

によって健康課題への対応と民間企業による健康関連サービスのイノベーション促進を同

時に目指す新たなアプローチの事業を開始した。 

（1）業務実績

◎ 世界初となる地デジ日本方式への完全移行（アナログ停波）を実現【①③④】：日本政

府は、官民連携で地上デジタル放送日本方式（ ISDB-T： Integrated Services Digital

Broadcasting- Terrestrial）の普及に長年取り組んできており、現在、日本を含む世界20か

国において日本方式が導入されている。機構は、アンゴラ、ボツワナ、モルディブ、ペ

ルーを通じて中南米諸国に対してISDB-Tの普及に係る協力を行っている。ボツワナでは

2017年より地上デジタル放送移行支援を行ってきており、2022年10月に日本以外で初め

てアナログ放送の停止を行い、地デジ日本方式への完全移行を実現した。地上デジタル

移行プロセスが成功裏に完了した点について、ボツワナ政府より機構を通じた日本政府

とのパートナーシップの賜物であると高い評価を受けた。 

重要であるが、単に価値共有やシス

テム構築の支援を行うだけでは十

分ではなく、その当初の狙い、目的

を果たせるよう、相手国政府の取組

のモニタリング、アドバイス等、継

続的に行うべきである。新開発協力

大綱で指摘されているように、この

事業は、開発協力における、要請主

義からオファー型支援として、相手

がその事業を理解し、心底納得して

できる支援である。 

・債務問題は、複合的危機の中で、

被援助国にとって喫緊の課題であ

る。借款事業の健全化への能力支

援、債務改善の支援をさらに強化す

べきである 
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の適用を通

じた開発事

業の効果及

び効率性の

向 上 を 図

る。 

・ こ の た

め、各課題

分野の DX

推進案件の

形成に取り

組む。 

◎ デジタル分野の担い手となる人材・産業育成【①③④】：日本政府が推進するDFFT（Data 

Free Flow with Trust：信頼性のある自由なデータ流通）にも資する、データ利活用の推進

に係る案件を複数立ち上げた。ヨルダンにおける技術協力プロジェクト「AIエコシステ

ム促進プロジェクト」では、これまで協力実績が少ないAI技術の分野での取組であった

が、日本の地方自治体の事例を参考に、ヨルダン「AI戦略」（2022年）が重視する公共

サービスにおけるAI技術の活用・普及推進のための体制構築の提案を行い、先方政府か

ら高い評価を得た。 

 

◎ 各国政府関係者のサイバーセキュリティ能力向上に貢献【①③】：日本政府は「サイバ

ーセキュリティ分野における開発途上国に対する能力構築支援に係る基本方針」（2021

年12月）において、国際的なサイバーセキュリティ上の弱点を減らし、日本を含む世界

全体へのリスクを低減する等の観点から、特にインド太平洋地域において、重要インフ

ラ防護等を通じたサイバーハイジーン確保、人材育成等に関する国際協力を進めること

としている。機構は、日ASEAN技術協力協定に基づく初めての技術協力プロジェクトと

なる「サイバーセキュリティとデジタルトラストサービスに関する日ASEAN能力向上

プログラム強化プロジェクト」に加え、主にカンボジア、マレーシア、バングラデシュ、

モンゴル等のインド太平洋地域を対象としたサイバーセキュリティ協力を大幅に拡大

（2021年度案件数4案件から2022年度案件数10案件）し、457名の政府関係者や国家

CSIRT（Computer Security Incident Response Team）、重要情報インフラ事業関係者等の

サイバーセキュリティ能力向上に貢献した。 

 

◎ データ利活用により国民の多様な幸せ（Gross National Happiness/Well-being）を実現【③

④】：2022年11月に実施合意したブータン「政府のデジタル技術及びデータ利活用能力

強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）は、全国民を対象とした保健医療データ

基盤の構築・統合を行い、そのデータの利活用によって非感染症疾患の予防等の健康課

題の解決等を図るだけでなく、健康関連サービスのイノベーションを促進し新たな経済

機会の創出を目指す、DXの新しいアプローチを模索する事業である。ブータン政府から

も、データ利活用により国民の多様な幸せ（Gross National Happiness/Well-being）を実現

し、同国のデジタル経済社会の未来像を描くことにつながる案件として大きな期待が示

されており、日本の産業界・アカデミアからも注目度が高い。 

 

◎ 遠隔技術を活用した支援により日本の従事者にも裨益【④⑤】：12か国を対象にした「新

型コロナウイルス感染症流行下における遠隔技術を活用した集中治療能力強化プロジ

ェクト」（技術協力プロジェクト）がほぼ完了した。相手国政府のみならず日本側の関

係者から多くの感謝が寄せられ、NHK BS番組でも専門的な診療助言によるICU患者回

復への貢献に加え、日本の医師が国内の臨床現場で活躍しながら遠隔で国際貢献に取り

組む機会を提供し、双方医療従事者の学びや交流につながった成果が取り上げられた。

また、遠隔助言サービスを提供した株式会社T-ICUは医師が起業した日本のスタートア

ップ企業であり、本協力の対象国で新規顧客の獲得に至るなど海外展開に繋がった。さ

らに、日本初のICU特化型医療コンテナの海外への設置も実施した。 

 

○ 2022年8月に総務省、世界銀行と共催でTICAD8サイドイベント「Boosting Digital 
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Transformation in Africa – data as a development enabler –」を開催し、世界各国より251名が

参加した。アフリカのデジタル関連省庁の高官や世界銀行とともに、日本政府が推進す

るDFFT（Data Free Flow with Trust：信頼性のある自由なデータ流通）の考え方を基に、

アフリカ諸国にとってデータ流通が経済成長や開発の観点から重要である点を強調し

た。データを活用した開発の具体的事例、課題を官民の登壇者から説明し、開発のため

のデータ活用推進の発信に貢献した。なお、本イベントの登壇者が、2022年9月に国際電

気通信連合（ITU）電気通信標準化局長に選出された。 

 

○ 上述の「新型コロナウイルス感染症流行下における遠隔技術を活用した集中治療能力強

化プロジェクト」の後続として、2021年度に実施した医療ICT調査における本邦スター

トアップとの実証結果を踏まえ、インドネシアで東部の離島・遠隔地を対象とした眼科・

産科領域の遠隔医療に係る技術協力を開始した。眼科領域の協力では日本で遠隔医療に

取り組むスタートアップ企業の技術を活用し、インドネシア離島の医療改善に資するこ

とが期待されている。 

 

○ DXLab：機構事業におけるDXを推進し、機構事業において当たり前にデジタル技術・情

報を活用するようになること、及び外部との共創を前提とした事業の在り方へと変革し

ていくためにDXLabを開始した。個別案件において、衛星データを含む地理空間情報や

デジタル技術・データ利活用を機構内で推進するため、2021年度から設置している専門

的な技術支援部隊に加え、JICAグローバル・アジェンダごとのクラスター（重点領域）

単位でのデジタル技術・データ利活用の構想策定、デジタルソリューションや技術を有

する民間企業（デジタルパートナー）と連携した具体的なデジタル技術活用の概念実証

（PoC：Proof of Concept）も迅速かつ柔軟に支援する体制を整えた。2022年度のSTI・DX

室に寄せられた照会件数は112件、そのうち支援実績は98件となり、着実に事業におけ

るデジタル利活用が増えている。 

 

（2）SDGs達成に向けた貢献 

JICA事業のDX主流化を通じ、SDGsの各領域・分野でデジタル化・DX による新たなアプ

ローチ・技術を活用し、従来以上の高い成果・付加価値を生み出す協力を推進した。 

同時にサイバーセキュリティの取組を拡大し、デジタル化に伴って発生する負の側面やリ

スクに対するセーフガードの対応に貢献した。 

 

（3）事業上の課題及び対応方針 

デジタル分野では日本の技術、知見を一方向で移転する協力は難しく、開発途上国におけ

るデジタル化の進展に応じて、機構の強みである現地との信頼関係・ネットワーク、現場の

理解力をいかし、国内外の知・技術を探索・獲得しながら相手国と共に課題解決に取り組む。

また、積極的な発信等を行い、開発途上国との協力経験が日本にも還元され、日本の知・技

術の強化に資するような取組の推進を行う。 

 

 

４．その他参考情報 
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特になし。 

 

 

 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.4 地球規模課題への取組を通じた持続可能で強じんな国際社会の構築 

業務に関連する政策・施

策 

開発協力大綱、パリ協定、仙台防災協力イニシアティブフェーズ 2、美しい星への行

動 2.0（ACE2.0）、環境インフラ海外展開基本戦略、TICAD7 横浜宣言 2019、TICAD8

チュニジア宣言、マリーン（MARINE）イニシアティブ、熊本水イニシアティブ、イ

ンフラシステム海外展開戦略 2025、昆明・モントリオール生物多様性枠組 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国際協力機構法第 13 条 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】 

【困難度：高】脱炭素社会やコベネフィット型等の気候変動対策・自然環境保全、新

型コロナの感染予防等に資する水・環境、我が国の途上国支援の柱である防災・災害

復興は、質・量・速度が同時に求められている。また、脱炭素社会の促進は、先進各

国から強いコミットメントが示されているだけでなく、途上国でも喫緊な対応が必要

な状況であることから、本項目は困難度を高とするのが妥当と考える。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和 5 年度政策評価、行政事業レビューシート番号は未定 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成 

目標 

基準値 

（目標値） 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度   2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

【指標4-1】気候変動対策に資する人

材の育成数 （SDGs Goal 1～9、11

～13（13.1～13.3、13.a～13.b）、 14、

15関連） 

10,000 人 2,000 人 3,772 人 人 人 人 人 

 

支出額（百万円）

**11 
18,120 

    

【指標 4-3】自然環境保全を担う

行政官等の育成数 （SDGs Goal 

14、15 関連） 

6,000 人 1,000 人12 1,361 人 人 人 人 人 

       

【指標 4-4】環境管理行政官の育

成数 （SDGs Goal 6（6.2、

6.3）、11.6、12（12.4、12.5）、

14.1 関連） 

10,000 人 2,000 人 4,326 人 人 人 人 人 

       

【指標 4-6】水供給に関する人材

の育成数及び水供給によって増

加した給水人口数***（SDGs 

Goal 6.1、6.4 関連） 

育成人

材数: 

3.5 万人 

7,000 人 14,837 人 人 人 人 人 

       

【指標 4-7】防災インフラ及び重

要インフラの所管組織（治水砂
5,000 人 1,000 人 3,698 人 人 人 人 人 

       

 
11 報告年度分の支出額は暫定値。 
12 各年度の目標値は、第5期中期計画期間後半に増加させ、中期目標期間全体の目標値6,000人を達成する予定。 
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防官庁、各インフラ官庁）を支

える行政官等（政策・計画立案

者等）の育成数 （SDGs Goal 

1.5、9.1、11.5、13.1 関連） 

【指標 4-8】事前防災投資事業実

現のための戦略・計画・政策等

の数 （SDGs Goal 1.5、9.1、

11.5、13.1 関連） 

20 件 3 件13 8 件 件 件 件 件 

       

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 3．（4）地球

規 模 課 題

へ の 取 組

を 通 じ た

持 続 可 能

で 強 じ ん

な 国 際 社

会の構築 

国 際 開

発 目 標 や

我 が 国 の

政 策 目 標

を踏まえ、

国 際 社 会

全 体 と し

て 気 候 変

動 を は じ

め と す る

地 球 規 模

課 題 に 対

応 し 持 続

可 能 か つ

強 じ ん な

2．（1）④ 地

球規模課題

への取組を

通じた持続

可能で強じ

んな国際社

会の構築 

ア 気候変

動 

開発途上

国政府が、

脱炭素社会

の推進等、

気候変動対

策に係る国

際枠組みで

あるパリ協

定を国全体

として着実

に実施する

とともに、

直面する開

発課題と気

1. (4) 地球

規模課題へ

の取組を通

じた持続可

能で強じん

な国際社会

の構築 

ア 気候変

動 

・日本政府

による2050

年 カ ー ボ

ン・ニュー

トラル宣言

及び国連気

候変動枠組

条 約

（UNFCCC: 

United 

Nations 

Framework 

Convention 

on Climate 

＜主な定量的指

標＞ 

（定量的指標及

び実績は上記

２．①参照） 

 

＜その他の指標

＞ 

【指標4-2】開発

途上国政府の気

候変動対策の対

応 能 力 が 向 上

し、気候変動対

策を加味した途

上国の開発計画

の 推 進 状 況 

（SDGs Goal 1～

9、11～13（13.1～

13.3 、 13.a ～

13.b）、 14、15関

連） 

【指標4-5】主体

的かつ持続可能

＜主要な業務実績＞ 

No.4-1 気候変動 

「JICAグローバル・アジェンダ（気候変動）」の推進、気候変動主流化、パリ協定の実施促

進を担う開発途上国の人材への能力強化、緑の気候基金（GCF：Green Climate Fund）との連

携、「コベネフィット型気候変動対策」の検討を行った。気候変動枠組条約（UNFCCC：United 

Nations Framework Convention on Climate Change）第27回締約国会議（COP27）では、国際社会に

よる「公正な移行」や「損失と損害（ロス＆ダメージ）」等の取組を確認するとともに、開発

途上国政府等と共にサイド イベント14件の実施・情報発信を行った。 

 

（1）業務実績 

◎ 気候変動対策案件を過去最大規模で実施し、CO2の削減に大きく貢献【③】：JICAグロ

ーバル・アジェンダ（気候変動）で掲げる「2025年までに気候変動対策の事業規模を毎年

1兆円」との目標について、2022年（暦年）は約1兆596億円（暫定値）を達成した。また、

「2030年までに温室効果ガス排出削減量を倍増（200万CO2換算トン/年）」との目標につ

いて、2022年（暦年）は約308万CO2換算トン/年（暫定値）の削減に貢献した。 

 

◎ GCFを活用した事業形成の推進【①②】： GCFと2件の受託事業に係る資金活動契約（資

金受託・事業実施に際し、機構の法的責任を定めた合意文書）を締結した。東ティモール

「重点流域における森林減少抑制及び気候変動に対する地域レジリエンス強化のための

住民主導型ランドスケープ管理プロジェクト」の資金活動契約は2022年5月に締結し、事

業を開始した。本プロジェクトは、機構にとって初のGCFからの受託事業となる。同国で、

機構は長年にわたり森林等の自然資源を持続的に保全・管理する自然資源管理モデルの

構築支援に取り組み、同国の高い評価を受けている中、本プロジェクトへの期待も高い。

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：評価指標の目標水準を大幅に

上回る成果を上げていることに加

え、以下 4．業務実績のとおり、「独

立行政法人の評価に関する指針」

（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決

定）及び「外務省所管独立行政法人

の業務実績の基準について」（平成

27 年 3 月外務省）に掲げられた S

評価の根拠となる質的な成果（法人

の自主的な取組による創意工夫、外

交政策上の観点等から設定された

重要又は困難度が高い目標の達成

等）を満たしており、当該事業年度

における中期計画の所期の目標を

上回る顕著な成果が得られている

と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

（1）前年度評価時指摘事項 

上記評価を踏まえ、引き続きそれ

ぞれの地球規模課題分野における

評定 Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 

（定量的実績） 

【指標4-1】気候変動対策に資する人

材の育成数、【指標 4-3】自然環境保

全を担う行政官等の育成数、【指標

4-4】環境管理行政官の育成数、【指

標 4-6】水供給に関する人材の育成

数及び水供給によって増加した給

水人口数、【指標 4-7】防災インフ

ラ及び重要インフラの所管組織

（治水砂防官庁、各インフラ官庁）

を支える行政官等（政策・計画立案

者等）の育成数、【指標 4-8】事前防

災投資事業実現のための戦略・計

画・政策等の数の６項目全てにつ

いて達成度が目標値の 120%以上

となっており、着実に目標を達成

している。 

 

（定性的実績） 

１．気候変動 

【指標 4-2】開発途上国政府の気

 
13 関連の事業計画を踏まえて各年度の目標値を設定し、中期目標期間全体で目標値20件を達成する予定。 

*項目 No.1～No.4 への支出額と項目 No.5 への支出額は重複するため、インプット情報は「日本の開発協力の重点

課題」での記載に集約し、本表では参考値として各項目の支出額を記載する。以下、項目 No.5 まで同様。 

**項目 No.1～No.4 に区分されない一部の支出額が項目 No.5 に含まれることから、No.1～4 の支出額合計と No.5

の支出額合計は合致しない。 
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社 会 を 構

築 す る た

め、特に以

下 の 課 題

に 対 し て

支 援 を 行

う 。 そ の

際、民間を

含 む 様 々

な 開 発 パ

ー ト ナ ー

と の 連 携

を 通 じ た

資金・技術

の活用、及

び 各 取 組

間 の 相 乗

効 果 の 最

大 化 を 重

視する。 

 

ア  気 候

変動 

脱 炭 素

社 会 の 実

現 に 向 け

た 取 組 や

持 続 可 能

で 強 じ ん

な 社 会 の

実 現 に 向

け、気候変

動 対 策 に

係 る 国 際

枠 組 み で

あ る パ リ

協 定 へ の

対 応 支 援

を含め、内

外 の 関 係

候変動対策

を両立させ

て推進でき

る能力の向

上を図るた

め、UNDP

及び緑の気

候 基 金

（ GCF: 

Green 

Climate 

Fund）等、

国内外の関

連機関との

連携を通じ

て 支 援 す

る。特に、脱

炭素社会の

実現に向け

た取組や持

続可能で強

じんな社会

の実現に向

けた支援を

重視する。

協力に当た

っては、「国

が決定する

貢献（NDC: 

Nationally 

Determine

d 

Contributi

on）」などの

パリ協定の

実 施 促 進

や、開発課

題 の 解 決

（ 開 発 便

益）を図る

Change、以

下

「 UNFCCC

」という。） 

第26回締約

国 会 議

（COP）で

の気候資金

のコミット

メントを踏

まえ、開発

途上国の脱

炭素社会へ

の移行及び

気候変動に

強じんな社

会の構築に

向けた協力

を一層推進

する。 

・同協力を

進めるにあ

たっては、

JICAグロー

バル・アジ

ェンダで掲

げるパリ協

定の実施促

進及びコベ

ネフィット

型気候変動

対策に沿っ

た協力を戦

略的に実施

する。 

・パリ協定

の下で開発

途上国に求

められる自

国が決定す

な水資源管理の

強化、並びに水

道事業体及び灌

漑排水管理団体

（水利組合）の

運営・経営の改

善 状 況 

（ SDGs Goal 

6.1、6.4、6.5 関

連） 

 

＜評価の視点＞ 

モルディブ「気候変動に強靭で安全な島づくりプロジェクト」の資金活動契約は2022年10

月に締結した。今後同国と補助契約を締結した上で、同契約が発効する予定である。本プ

ロジェクトは、同国において、気候変動の影響を考慮した海岸保全・防護対策を促進する

ための体制構築に取り組み、気候変動に対する国土の強じん化及び安全性向上を目指す

ものである。機構は、2004年のインド洋津波の復興支援も含め、長年、同国の気象災害や

気候変動のぜい弱性への対応を支援しており、本プロジェクトについても、同国政府から

ソフト面・ハード面を適切に組み合わせた海岸保全や養浜の推進に高い期待が寄せられ

ている。また、資金活動契約を2022年5月に締結した東ティモール「重点流域における森

林減少抑制及び気候変動に対する地域レジリエンス強化のための住民主導型ランドスケ

ープ管理プロジェクト」は、NDC14に事例として掲載されるなど、高く期待されている。 

 

◎ 機構の取組に関する発信【①②④】：UNFCCC COP27において、ジャパン・パビリオンで

のイベント、フランス開発庁（AFD：Agence Française de Développement）やエジプト政府

との共催イベントのほか、エジプト、タイ、マレーシア、大洋州パビリオンにおけるイベ

ント計14件に、気候変動関連プロジェクトのカウンターパート、専門家、機構職員が多数

登壇した。ジャパン・パビリオンでのイベントでは、機構がグローバル・アジェンダで掲

げるコベネフット型気候変動対策のコンセプトと実践例を紹介し、参加したインドネシ

ア、タイ等の途上国政府や世界銀行等から賛同を得た。大洋州パビリオンでのイベントで

は、機構が設立を支援した太平洋気候変動センター（Pacific Climate Change Centre： PCCC）

への称賛があったほか、AFDとの共催イベントで紹介した、機構の気候変動対策ツールで

あるClimate-FITに高い関心が寄せられ、後日、個別の研修の申し入れがあった。また、エ

ジプト国営テレビを含む 7 件の現地メディアに対応し、機構の対エジプト支援及び気候

変動の取組について発信した。 

 

◎ 気候変動対策の主流化【①③】：気候変動に関する情報開示の対応として、国際協力機構

環境社会配慮ガイドライン（2022年1月公布）に基づく温室効果ガス総排出量の推計・公

表方法を定め、脱炭素社会構築に向けた気候変動対策の国際社会の潮流を踏まえた取組

を推進した。また、機構のサステナビリティ推進体制整備に向けて、2021年度実施したシ

ナリオ分析結果に基づく助言等を行った。気候変動対策支援ツール（JICA Climate-FIT）

の改定版を策定し、機構が形成・実施する気候変動適応及び緩和につながる案件におい

て、気候リスクを評価しより適切な適応策を検討するとともに、より精緻に温室効果ガス

排出量削減の事業効果を把握するため、関連するセクターの方法論について運用を改善

した。 

 

○ 第8回アフリカ開発会議（TICAD8： the 8th Tokyo International Conference on African 

Development）にて、機構のグローバル・アジェンダ（気候変動） で掲げる2つのクラス

ターのひとつである「コベネフィット型気候変動対策」をテーマとしたサイドイベント

「開発課題や支援ニーズを重視したアフリカの気候変動対策への取り組み」を開催した。

アフリカ開発銀行（AfDB：African Development Bank）、エジプト政府、アメリカ合衆国

国際開発庁（USAID：United States Agency for International Development）と共催し、コベネ

実効的な取組を進め、持続可能で強

靭な国際社会の構築の推進に寄与

することを期待する。特に、国際社

会の関心が高まる気候変動分野に

関しては、GCF の活用に向けて、今

後もGCF事務局との調整等を通じ

て、経験・知見を蓄積していくこと

により、スピード感をもって途上国

のニーズに沿った質の高い案件の

形成及び実施に努められたい。ま

た、ウィズ／ポストコロナ下におけ

る各地球規模課題に関する途上国

のニーズに迅速かつ柔軟に対応、機

構の比較優位性を活かしたバイ・マ

ルチ連携を実現するよう留意あり

たい。 

 

（2）対応 

GCF の活用について、2 件の受託事

業に係る資金活動契約を締結した。

また、GCF事務局との調整等を通じ

て、GCF 事業推進の経験・知見を蓄

積するとともに、機構内用手引の改

訂や勉強会の開催により、スピード

感をもって途上国のニーズに沿う

べく、質の高い案件の形成及び実施

を推進しているまた、気候変動適応

策となる水資源管理、水供給分野の

協力を推進した。ウィズコロナ、ポ

ストコロナで引き続き重要な課題

となっている安全な水の供給や手

洗い啓発に対して、民間企業や国際

NGO とも連携して協力した。 

 

候変動対策の対応能力が向上し、

気候変動対策を加味した途上国の

開発計画の推進状況 

年度計画の取組を着実に実施し

たことに加え、以下の特筆すべき

実績が認められた。 

・JICA グローバル・アジェンダ

（気候変動）で掲げる目標に

ついて、2022 年（暦年）は気

候変動対策案件の過去最大規

模となる約 1 兆 596 億円（暫

定値）を達成した。また、

「2030 年までに温室効果ガ

ス排出削減量を倍増（200 万

CO2 換算トン/年）する」（＊

基準値は 2016-19 年の平均）

との目標についても、約 308

万 CO2 換算トン/年（暫定値）

の削減に貢献した。 

・GCF を活用した事業形成の

推進として、東ティモールに

おける森林減少抑制及び気候

変動に対する地域レジリエン

ス強化プロジェクトや、モル

ディブ「気候変動に強靭で安

全な島づくりプロジェクト」

を進め、それぞれの国におい

て評価された。 

・UNFCCC COP27 において、

ジャパン・パビリオンでのイ

ベント、AFD やエジプト政府

との共催イベントのほか、エ

ジプト、タイ、マレーシア、

大洋州パビリオンにおけるイ

ベント計 14 件にて、機構の

気候変動の取組について対外

発信した。 

・国際協力機構環境社会配慮ガ

イドラインに基づく温室効果

ガス総排出量の推計・公表方

 
14 Nationally Determined Contributions。温室効果ガスの削減に関してパリ協定の下で開発途上国に求められる自国が決定する貢献。 
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機 関 と の

連 携 を 通

じ て 支 援

を行う。ま

た、機構が

実 施 す る

各 事 業 の

案件形成・

立 案 の 段

階で「緩和

策」「適応

策」を検討

す る こ と

に よ る 気

候 変 動 対

策 主 流 化

の 促 進 の

支 援 を 行

う 。 そ の

際、技術革

新 に 向 け

た取組、民

間の資金・

技 術 の 活

用 及 び 地

方 自 治 体

等 他 機 関

と の 連 携

を 重 視 す

る。 

 

イ  自 然

環境保全 

森 林 を

は じ め と

す る 自 然

環 境 の 保

全 と 人 間

活 動 の 調

和を図り、

自 然 環 境

の 減 少 と

と同時に、

気候変動対

策（気候便

益）にも資

するコベネ

フ ィ ッ ト

（共便益）

も 訴 求 す

る、コベネ

フィット・

アプローチ

を積極的に

推し進め、

気候変動対

策の質・量

の両面での

拡 充 を 図

る。その際、

技術革新に

向 け た 取

組、民間の

資金動員・

技 術 の 活

用、地方自

治体等他機

関との連携

を 重 視 す

る。また、各

事業の案件

形成・立案

の 段 階 で

「緩和策」

「適応策」

を検討する

ことで気候

変動の主流

化を推進す

る と と も

に、各国の

気候変動対

策を促進す

る。 

る 貢 献

（ NDC ：

Nationally 

Determined 

Contribution

）の策定や

改定、国家

温室効果ガ

スインベン

トリの作成

や更新、長

期低排出発

展戦略の策

定等、各種

取組の遂行

に必要な能

力強化及び

事業の形成

を 支 援 す

る。 

・気候変動

対策のため

の方針や事

業の計画立

案段階での

助言等を通

じ、他の分

野の事業計

画で気候変

動の分析に

基づき、気

候変動の緩

和策や適応

策の組み込

み、課題解

決と気候変

動の双方の

ベネフィッ

トの創出を

図る。 

・ UNFCCC

の下に設置

フィット型気候変動対策について、エネルギー、森林保全、農業分野をハイライトして発

信した。機構の、アフリカ諸国の脱炭素社会への移行や気候変動に強じんな社会づくりに

対する取組やアプローチへの大きな賛同が示された。 

 

（2）SDGs達成に向けた貢献 

「コベネフィット型気候変動対策」について、科学的かつ学術的な研究と分析を行うため、

有識者と共に「調査・研究」チームを結成した。従来の考え方をさらに発展させ、カーボン・

ニュートラル実現と持続可能な発展に寄与し、相互のシナジー発現をするとともに、統合的、

俯瞰的、包摂的なアプローチを目指すと再定義し、開発課題（SDGs）と機構の気候変動対策

とのシナジー・トレードオフの分析を進めている。 

 

（3）事業上の課題及び対応方針 

GCFの活用を進めるに当たり、引き続きGCFの各種基準・制度・事業承諾プロセス等を踏ま

えた機構内のマニュアルの更新、案件の採択に向けたファンディング・プロポーザルの質の

向上及びGCF事務局との調整等を通じて、機構に経験・知見を蓄積していくことで、迅速な事

業形成・実施に努める。 

 

No.4-2 自然環境保全 

リオ3条約、SDGs（No.14、No.15）及び日本政府の掲げる目標の達成に貢献すべく、JICAグ

ローバル・アジェンダで掲げる協力方針（陸域では熱帯林をはじめとする森林や湿地等の減

少・劣化を防ぎ、回復を促す。海域（沿岸域）ではマングローブ林やサンゴ礁、海草藻場とい

った海洋生物の生息・生育の場を守る）に合致する案件を約40か国で実施・形成した。また、

UNFCCC及び国連生物多様性条約（CBD：Convention on Biological Diversity）の締約国会議

（COP：Conference of Parties）におけるサイドイベント等を通じ、当該案件についての発信を

行った。 

 

（1）業務実績 

◎ アフリカの森林事業で多額の外部資金を動員【①②④】：機構が2019年4月より中部アフ

リカ森林イニシアティブ（CAFI：Central Africa Forest Initiative）からの初の受託事業とし

て実施しているコンゴ民主共和国の「CAFIクウィル州REDD＋（Reducing Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries）統合プログラム」に関し、資

金拠出元による中間評価が実施され、コロナ禍にもかかわらず250か所の村でアグロフォ

レストリー等活動を推進し、コミュニティの主体的な活動を引き出している点等が高く

評価された。これにより、一定の成果が確認されることを条件に事業の途中段階で拠出さ

れる条件付き資金（受託契約額約400万ドル中の約83万ドル）の拠出が決定されるととも

に、当初契約していた受託資金額と同規模の増額が行われる予定となった。 

 

◎ JJ-FASTの取組が高く評価【①②④】：UNFCCC COP-27において、宇宙航空研究開発機

構（JAXA）、ケニア環境森林省及びケニア森林公社と共同で「衛星観測は森林のモニタ

リングと管理をどのように向上させることができるか？」と題したサイドイベントを主

催した。同イベントのパネルディスカッションではケニア、モザンビーク、インドネシア

の3か国の関係者から、機構とJAXAの連携事業である熱帯林早期警戒システム（JJ-FAST：

法を定め、脱炭素社会構築に

向けた気候変動対策の国際社

会の潮流を踏まえた取組を推

進した。その他、気候リスク

を評価しより適切な適応策を

検討するとともに、より精緻

に温室効果ガス排出量削減の

事業効果を把握するため、関

連するセクターの方法論につ

いて運用を改善するなど、気

候変動対策の主流化を踏まえ

た取組を行った。 

 

２．自然環境保全 

マングローブ林やサンゴ礁、海

草藻場といった海洋生物の生息・

生育の場を守るなどの、日本政府

の掲げる目標の達成に貢献するよ

うな案件を約 40 か国で実施・形

成するなど年度計画の取組を着実

に実施したことに加え、以下の特

筆すべき実績が認められた。 

・中部アフリカ森林イニシアテ

ィブ（CAFI）からの初の受託

事業として実施しているコン

ゴ民主共和国の「CAFI クウ

ィル州 REDD＋統合プログ

ラム」に関し、コロナ禍にも

かかわらず 250カ所の村で活

動を推進するなど、その取組

が高く評価された。これによ

り、条件付き資金（受託契約

額約 400 万ドル中の約 83 万

ドル）の拠出が決定され、ア

フリカの森林事業で多額の外

部資金を動員することができ

た。 

・UNFCCC COP-27 のサイド

イベントにおいて、ケニア環

境森林省より、機構と JAXA

の連携事業である熱帯林早期

警戒システム（JJ-FAST）の



68 

劣 化 を 防

ぐことで、

自 然 環 境

か ら 様 々

な 恵 み を

享 受 し 続

け ら れ る

社 会 の 構

築 に 向 け

た 支 援 を

行う。その

際、気候変

動 対 策 や

生 物 多 様

性 保 全 へ

の 貢 献 拡

大に向け、

国 内 外 の

関 係 機 関

と の 連 携

を 重 視 す

る。 

 

ウ  環 境

管理 

開 発 途

上 地 域 で

工 業 化 や

都 市 化 が

急 速 に 進

行する中、

廃 棄 物 管

理 の 改 善

及 び 循 環

型 社 会 の

推進、水質

汚 濁 や 大

気 汚 染 の

未 然 防 止

と 対 処 能

力 の 向 上

等 を 通 じ

 

イ 自然環

境保全 

自然環境

保全と人間

活動との調

和を図り、

自然環境の

減少と劣化

を 防 ぐ た

め、気候変

動枠組条約

や生物多様

性条約にお

ける合意目

標（ポスト

2020 生 物

多様性枠組

等）の実現

への貢献に

向けて、熱

帯林、乾燥・

半乾燥林等

の陸域にお

ける森林、

湖沼・湿原

及 び 海 域

（特に沿岸

域）におけ

るマングロ

ーブ林、サ

ンゴ礁等の

生態系の保

全とこれに

資する区域

の管理、自

然資源の持

続可能な利

用の推進を

支援し、気

候 変 動 対

策、生物多

された資金

メカニズム

である「緑

の 気 候 基

金」（GCF: 

Green 

Climate 

Fund、以下

「GCF」と

いう。）の活

用に向け、

事業の形成

及び実施監

理に取り組

む。 

・COP27 や

TICAD8 に

おいてサイ

ドイベント

を開催し、

機構の気候

変動対策分

野の協力方

針や支援実

績、成果と

教訓等を発

信する。 

 

イ 自然環

境保全 

・ UNFCCC 

COP26 や国

連生物多様

性 条 約

COP15 のポ

スト愛知目

標 も 踏 ま

え、気候変

動対策や生

物多様性保

全への貢献

を念頭に、

JICA-JAXA Forest Early Warning System in the Tropics）を活用して各国で構築した森林モニ

タリングシステムについての紹介がなされた。また、同イベントの開会挨拶では、ケニア

環境森林省事務次官の代理として、同省水源庁のCEOから、JJ-FASTの実施及びケニアの

森林セクターに対する日本の37年にわたる支援についての謝意が示された。 

 

○ TICAD8において「サヘル・アフリカの角、砂漠化対処による気候変動レジリエンスプロ

グラム（AI-CD）」、「アフリカの森から世界を変えるナレッジプログラム」の2件のサイ

ドイベントを主催した。前者では、TICADⅥからTICAD8まで6年間の活動において蓄積し

たAI-CDの砂漠対処に関連する知見・経験や関係機関のネットワーク構築に係る成果等が

共有され、セネガル環境持続開発大臣やケニア環境省主席次官等からAI-CDを通じた日本

の支援に対する謝意が示された。また後者では、日本がこれまで協力した100を超えるア

フリカにおける同分野の案件から得られたナレッジを整理したポータルサイトに関する

発表を行った。共催機関、参加機関である、FAO、国際熱帯木材機関（ITTO：International 

Tropical Timber Organization）、国際自然保護連合（IUCN：International Union for Conservation 

of Nature and Natural Resources）及びコンゴ民主共和国政府・ケニア政府と共に、持続的自

然資源管理の取組加速のため、蓄積されたナレッジの活用が重要性である点を議論し、機

構の取組事例の発信も実施した。 

 

○ 国連生物多様性条約（CBD：Convention on Biological Diversity）第15回締約国会議（COP15）

において「マングローブ生態系の保全と回復による気候変動とその他の社会的課題に対

する自然に根ざした解決策」に係るサイドイベントを主催し、機構、インドネシア環境林

業省、世界銀行、ドイツ復興金融公庫（KfW）等による講演とパネルディスカッションを

通じ、①マングローブ生態系の多面的便益（高い炭素貯留能力による気候変動緩和効果を

含む）、②回復・保全等の更なる取組の必要性、③地域住民、NGO、政府、ドナー機関、

民間セクターを含む関係者間の効果的なパートナーシップ構築の必要性等が共有され

た。また、登壇した関係者からマングローブの回復と保全に対するこれまでの機構の取り

組みへの謝意が示された。 

 

（2）SDGs達成に向けた貢献 

ゴール13（気候変動）については、フィリピン及びインドネシアでの地球規模課題対応国際

科学技術協力（ SATREPS ： Science and Technology Research Partnership for Sustainable 

Development）「コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン生態系とその多面的サービ

スの包括的評価と保全戦略プロジェクト」、ベトナム、ラオス、カメルーン等でのREDD+に係

る協力を継続するとともに、新たにインドネシアで「気候変動LULUCF（土地利用、土地利用

変化及び林業）セクター緩和プロジェクト」を開始した。泥炭地管理に関しては基礎情報収集

調査及びこれに付随する「泥炭地保全協力」国内支援委員会を継続し、泥炭地保全協力の適切

かつ効率的な推進を図った。また、適応策としての側面に焦点を当てた「生態系を活用した防

災・減災（Eco-DRR）」、干ばつレジリエンス強化への協力も西バルカン諸国やサブサハラ諸国

を対象に継続した。 

ゴール14（海洋）については、保護区の管理とその周辺の地域住民生活圏における持続的資

源管理の促進を念頭に、上述したフィリピン及びインドネシアのSATREPSで、マングローブ

等の沿岸域生態系やサンゴ礁生態系に着目した事業を継続し、パラオで陸域と海域のつなが

実施及びケニアの森林セクタ

ーに対する日本の 37 年にわ

たる支援についての謝意が示

された。 

 

３．環境管理 

【指標 4-5】主体的かつ持続可能

な水資源管理の強化、並びに水道

事業体及び灌漑排水管理団体（水

利組合）の運営・経営の改善状況 

年度計画の取組を着実に実施し

たことに加え、以下の特筆すべき

実績が認められた。 

・2022年度の成長戦略として

掲げる「新しい資本主義のグ

ランドデザイン及び実行計

画」及び具体的な施策をまと

めた「フォローアップ」に

JICAクリーン・シティ・イニ

シアティブを通じた途上国支

援の推進が言及され、政策の

実現に貢献した。 

・ウクライナの破壊廃棄物処理

に向け、宮城県東松島市、環

境省、日本災害対策システム

ズ（廃棄物処理事業者による

団体）等の参加を得て、4 回

にわたりセミナーを開催し、

自治体、中央省庁、民間の連

携による包括的な取組を紹介

し、東日本大震災の経験を共

有した。 

・SATREPS「チェルノブイリ災

害後の環境管理支援技術の確

立」では、福島大学でウクラ

イナ人研修員の受入を行った

ほか、ポーランドにて国際会

議を開催するなど、科学技術

協力を通じたウクライナ支援

の取組を行った。 

・新型コロナウイルス感染拡大

の影響で急増した感染性廃棄
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て 開 発 途

上 国 の

人 々 の 健

康を保護、

生 活 環 境

を保全し、

持 続 可 能

な 社 会 を

構 築 す る

た め の 支

援を行う。

その際、我

が 国 の 自

治 体 や 民

間 企 業 の

技術・知見

を活用し、

政策･法制

度 整 備 か

ら 実 施 体

制 に 至 る

ま で 包 括

的 な 能 力

強 化 を 重

視する。 

 

エ  水 資

源・水供給 

人 口 増

加 、 都 市

化、気候変

動、感染症

拡 大 等 の

影 響 に よ

り 水 の 需

給 は ま す

ま す ひ っ

迫する中、

水 資 源 を

適 切 に 管

理し、全て

の 人 々 が

様性保全に

貢献する。

協力に当た

っては、政

策・計画策

定、モニタ

リング・評

価のための

科学的情報

基 盤 の 整

備、外部資

金の活用・

連携による

事業のスケ

ールアップ

やプラット

フォーム等

を通じた産

学官民の連

携に取り組

む。 

 

ウ 環境管

理 

開発途上

地域の環境

管理を担当

する行政組

織及び運営

事業体の能

力強化を中

心とした、

廃棄物管理

の改善及び

循環型社会

の推進、水

質汚濁・大

気汚染の未

然防止と対

処能力の向

上等の推進

を 支 援 す

自然環境保

全と人間活

動との調和

の実現に向

けた事業を

実施する。 

・スケール

及びインパ

クトの確保

の 観 点 か

ら、「森から

世界を変え

るプラット

フォーム」

等を通じた

民間企業を

含む多様な

ステークホ

ルダーとの

連 携 及 び

GCF、「中部

アフリカ森

林イニシア

テ ィ ブ

（ CAFI: 

Central 

African 

Forest 

Initiative）」

等 外 部 資

金・寄付金

の活用を促

進する。 

・ UNFCCC 

COP27 、国

際連合砂漠

化対処条約

（UNCCD）

COP15 、国

連生物多様

性 条 約

（ CBD ）

りに配慮した沿岸域生態系管理に係る能力強化を目指した新規プロジェクトを開始した。ま

た、沿岸域で重油流出事故が発生したモーリシャスでは、基礎情報収集調査・基本計画策定調

査の結果を受け、「沿岸生態系の統合的管理システム構築プロジェクト」（技術協力プロジェ

クト）を開始した。2022年12月のCBD COP15では、マングローブ保全に係る国際的な取組を

促すためのサイドイベントを主催した。 

ゴール15（森林・生物多様性）については、持続的森林管理、砂漠化対処、生物多様性保全

（保護区の管理とその周辺の地域住民生活圏における持続的資源管理の促進）の改善に資す

る事業を継続することを通じて貢献した。具体的には、カンボジア、マラウイ、ペルー等での

持続的森林管理、国内の様々な森林分野の関係者の情報・活動基盤としての「森から世界を変

えるプラットフォーム」の運営、サヘル・アフリカの角砂漠化対処による気候変動レジリエン

ス強化イニシアティブ（AI-CD）を通じた対象15か国への砂漠化対処、並びにパラオ、ホンジ

ュラス等での生物多様性保全事業を継続した。 

 

（3）事業上の課題及び対応方針 

民間企業との連携も視野に入れた外部資金へのアクセスの強化のため、セミナーやイベン

トで外部へ情報発信するとともに、GCFとの連携事業の検討やCAFIからの外部資金の導入等

の連携案件の実施に継続的に取り組み、事業効果の更なるスケールアップを図る。 

また、UNFCCC COP27の結果や2022年12月のCBD COP15で「昆明・モントリオール生物多

様性枠組」が設定されたことも踏まえ、国際潮流に即し、オールジャパンでの貢献を加速させ

るべく、事業の案件形成と実施及び政府・民間・大学等様々な利害関係者との一層のネットワ

ーク強化に取り組む。 

 

No.4-3 環境管理 

2021 年度に立ち上げた JICA クリーン・シティ・イニシアティブ（JCCI：JICA Clean City 

Initiative）の下、政府施策への貢献や国際セミナーの開催などに取り組むとともに、更なる事

業の促進を図った。これら事業は、循環型社会の促進や海洋プラスチック問題、安全な衛生施

設の普及など開発課題の解決とともに SDGs にも大きく貢献する。また、新型コロナウイル

ス、気候変動対策、ウクライナ危機等の世界情勢に応じて迅速、柔軟な事業形成及び実施を行

った。UNFCCC COP27、CBD COP15 及びアジア・太平洋水サミット等国際的なイベント等で

機構の事業の発信を行った。 

 

（1）業務実績 

◎ JICAクリーン・シティ・イニシアティブを通じた政策への貢献・連携の推進【①③④】： 

• 日本政府が2022年度の成長戦略として掲げる「新しい資本主義のグランドデザイン及び実

行計画」及び具体的な施策をまとめた「フォローアップ」にJCCIを通じた途上国支援の推

進が言及された。成長戦略で機構の活動が言及されたのは初。 

• 第二回JCCI国際セミナーを2023年2月に開催し、63か国から約500名が参加し、6社による

企業ピッチも行われた。また、同セミナーはJICAグローバル・アジェンダのプラットフォ

ーム機能を有しており、関係者と共にJICAグローバル・アジェンダやクラスター事業戦略

の取組を促進すべく議論を行った。 

• JCCIとJICA海外協力隊の連携促進や国内外のネットワーク拡充を目指し「きれいな街推進

隊」を立ち上げ、アジア・大洋州、アフリカ、中南米から廃棄物管理や環境教育分野の隊

物の対応として、適切な管理

を支援するべく、パレスチナ、

ホンジュラスで新規無償資金

協力事業を形成した。 

 

４．水資源・水供給 

ウクライナに対する緊急支援の

開始、南スーダンの復興に貢献す

る首都の浄水場の稼働開始など年

度計画の取組を着実に実施したこ

とに加え、以下に特筆すべき実績

が認められた。 

・ウクライナに対する緊急支援

として、可搬式浄水装置等の

緊急に必要な機材の調達や、

復旧・復興に向けた計画策定

等の支援を開始した。 

・機構が実施する事業・運営権

対応型無償資金協力として、

カンボジアでは 2 件目となる

「プンプレック上水道拡張計

画」を通じて、インフラシス

テムの海外展開、及び水道事

業体の経営改善を見据えた民

間資金の動員に貢献した。 

・治安悪化による数度の中断を

乗り越えて南スーダンの首都

で浄水施設が完工し、キール

大統領が「人々の生活に真の

効果のある偉大な開発協力で

あり、日本政府と国民に対し、

改めて心より感謝する」と述

べるなど、高く評価された。 

・カンボジアにおいて、水道法

が公布され、長年の協力を通

じて築いてきた信頼関係が評

価されたものであり、フン・

セン首相も閣僚評議会の場に

おいて、感謝を述べるなど、

高く評価された。 

・DX の推進の取組として、ウ

ガンダにおいて、JICA 海外
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飲 料 水 等

と し て 持

続 的 に 利

用 で き る

社 会 の 構

築 に 向 け

た 支 援 を

行う。その

際、統合水

資 源 管 理

の 実 現 及

び 水 道 事

業 体 の 育

成 を 重 視

する。 

 

オ 防災・

災害復興 

気 候 変 動

等 の 影 響

に よ る 災

害 の 激 甚

化・頻発化

が進む中、

仙 台 防 災

枠 組 を 踏

ま え て 、

「 災 害 リ

ス ク の よ

り 少 な い

社会」の実

現 に 向 け

た 支 援 を

行 う 。 ま

た、大規模

災 害 が 発

生 し た 際

の 迅 速 な

緊 急 支 援

及び復旧、

「 よ り 良

い 復 興 」

る。協力に

当 た っ て

は、日本の

強みである

「きれいな

街」の実現

を目指し廃

棄物管理、

下 水 道 整

備、大気汚

染対策等を

総合的に支

援 す る

「 JICA ク

リーン・シ

ティ・イニ

シ ア テ ィ

ブ」を通じ

て、我が国

の地方自治

体や大学、

民間企業が

有 す る 技

術・知見を

いかせるよ

うな連携強

化に努め、

科学的根拠

に基づく計

画・政策立

案とその実

施、イノベ

ーションの

活用、開発

パートナー

との連携に

よるスケー

ルアップ、

政策・法制

度整備から

実施体制に

至るまで包

COP15 、

TICAD8 等

においてサ

イドイベン

ト を 企 画

し、これま

での日本に

よる協力で

開発途上国

と共創して

きた知見や

経験等を発

信・共有す

る。 

 

ウ 環境管

理 

・「JICAク

リーン・シ

ティ・イニ

シアティブ

（ JCCI ：

JICA Clean 

City 

Initiative、以

下「JCCI」と

いう。）」を

推進し、自

治体の持つ

ノウハウや

民間企業の

技術、外部

資 金 の 導

入、大学の

学術的な知

識等様々な

パートナー

との連携で

コレクティ

ブ・インパ

クトの発現

を目指す。

員22名が参加した。今後、任地での活動に係る技術的な助言や各種ツールの提供、隊員間

のみならず専門家や現地リソースとのネットワーク構築支援等を予定している。 

 

◎ ウクライナの破壊廃棄物処理に向け東日本大震災の経験を共有【①③】：ウクライナにお

いてロシアの侵略により大量の破壊廃棄物（瓦礫等）が発生している状況を受け、東日本

大震災での災害廃棄物管理の経験を共有するセミナーを4回にわたり開催。「廃棄物管理

能力向上支援」の専門家に加え、宮城県東松島市、環境省、日本災害対策システムズ（廃

棄物処理事業者による団体）等の参加を得て自治体、中央省庁、民間の連携による包括的

な取組を紹介し、ウクライナ側参加者と活発な意見交換が行われた。 

 

◎ 科学技術協力を通じたウクライナ支援【①②③】： SATREPS「チェルノブイリ災害後の

環境管理支援技術の確立」では、ロシアによるウクライナへの侵略によりウクライナ国内

での研究活動継続が困難となったことを受け、福島大学でウクライナ人研修員の受入を

行ったほか、共同研究の拠点をポーランドに変更して活動を継続した。これらの取組を通

じて協力を推進したほか、ロシア軍による機材の破壊・破損に対応した機材供与等を機動

的に実施した。 

 

◎ 新型コロナウイルスで発生した感染性廃棄物への対応支援【③】：新型コロナウイルス感

染拡大の影響で急増した感染性廃棄物の適切な管理を支援するべく、パレスチナ、ホンジ

ュラスで新規無償資金協力事業を迅速に形成し、贈与契約（G/A：Grant Agreement）締結

に至った。また技術協力プロジェクトを実施している各国において、医療従事者、廃棄物

管理事業者らに対する安全衛生向上やインフォーマルセクターへの啓発に係る活動等を

機動的に実施した。 

 

◎ 「福岡方式」の推進により地球温暖化対策に貢献【①③】：最終処分場の衛生埋立技術で

ある「福岡方式」に関する本邦研修を実施した。福岡方式は、メタン抑制にも寄与し得る

日本発の技術として UNFCCC COP27 でも発信されており、廃棄物管理の改善のみならず

気候変動対策としても開発途上国の課題解決に貢献する。 

 

○ 2022 年 7 月に「アフリカのきれいな街プラットフォーム（ACCP：African Clean Cities 

Platform）」第 3 回全体会合を TICAD8 パートナーイベントとしてオンラインで開催した。

チュニジア・チュニス市がホストとなり、2017 年の ACCP 設立以降の成果を確認すると

ともに、廃棄物管理の更なる改善に向けた議論を深め、5 日間で延べ 560 人の参加を得

た。ACCP 加盟数は当初 24 か国（27 都市）から 45 か国（164 都市）に拡大した。 

 

○ ベトナムやバングラデシュ、大洋州、パレスチナ、コソボを含む様々な国では、環境管理

分野における複数の事業を通して、国や地方の政策決定者や行政官、住民といった異なる

階層への働きかけを行い、きれいな街づくりを促進するための多層的なアプローチを展

開した。 

 

 

（2）SDGs達成に向けた貢献 

協力隊経験者が考案し、スタ

ートアップ企業を起業し従量

制料金徴収用の機器を、50 村

落の手押しポンプ施設に取り

付けた。その結果、デジタル

技術の活用により運転・維持

管理状況を大幅に改善した。 

 

５．防災・災害復興 

年度計画の取組を着実に実施し

たことに加え、以下の特筆すべき

実績が認められた。 

・パキスタンで発生した洪水へ

の対応として、「2022 年洪水

を踏まえた効率的な堤防管理

のための能力向上プロジェク

ト」を迅速に形成し、今後の

災害リスク削減に資する支援

展開に貢献した。 

・トルコ南東部で発生した地震

災害に対しては、国際緊急援

助隊・救助チームの迅速な派

遣（第二陣含め計 74 名）、救

助チームに続き医療チームを

派遣し、延べ 181 名の医療関

係者が現地にて約 2000 名を

診療したほか、トルコ・シリ

ア向けに合わせて 3 度にわた

る物資供与を実施した。加え

て、国際緊急援助隊専門家チ

ームに機構の防災グループ職

員が参加し、防災分野におけ

るこれまでの知見・経験を踏

まえ災害後の復旧・復興支援

の方向性を含む短中長期的な

課題にかかる専門家チーム提

言書の作成に貢献した。 

・トンガの火山災害後の支援の

中で、日本の知見・経験を活

用し、トンガ政府と共にトン

ガの復旧・復興の方向性を示

すBBBビジョン（Build Back 
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（ Build 

Back 

Better）の

考 え 方 を

踏 ま え た

国・社会全

体 の 災 害

リ ス ク 削

減 を 行 う

こ と に よ

り、自然災

害 に 強 い

国・社会の

再 構 築 の

支 援 を 行

う 。 そ の

際、防災イ

ン フ ラ 等

の 構 造 物

対 策 所 管

組 織 の 能

力 強 化 を

重 視 し つ

つ、土地利

用 規 制 な

ど 防 災 ガ

バ ナ ン ス

強 化 も 含

め た 包 括

的 な 防 災

推 進 体 制

の 拡 充 を

重視する。 

括的な能力

強化に留意

する。 

エ  水 資

源・水供給 

水資源を

適切に管理

し、全ての

人々が飲料

水等として

持続的に利

用できる社

会を構築す

るため、統

合水資源管

理の実現及

び水道事業

体、灌漑排

水水管理団

体（水利組

合）の育成

等を支援す

る。協力に

当 た っ て

は、地域の

水問題の解

決に責任を

持つ水資源

管理主体と

合意形成を

図るための

協議体（マ

ルチステー

ク ホ ル ダ

ー・パート

ナ ー シ ッ

プ）を増や

すこと、及

び自立的に

資金を調達

して水道サ

ービスの拡

また、廃棄

物、水質汚

濁、大気と

いった個別

の汚染対策

の み な ら

ず、政策レ

ベルで都市

環境の包括

的な改善を

促すべく意

思決定層へ

の働きかけ

を強化する

とともに、

住民参加等

の取組も講

じ、多層的

なアプロー

チ を 試 み

る。 

・ TICAD8

に 向 け た

JCCIの取組

として、「ア

フリカのき

れいな街プ

ラットフォ

ー ム

（ ACCP ：

African 

Clean Cities 

Platform、以

下「ACCP」

という。）」

を推進し、

廃棄物管理

支援事業の

形成・実施

とともに、

民間や他ド

ナー等の外

• ゴール6（水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保）：2022年4月に熊本市で開催さ

れたアジア・太平洋水サミットの分科会「水と衛生/汚水管理」において、「持続可能な発

展に資する汚水処理施設の整備・運営維持管理とステークホルダーとの連携」をテーマに

基調講演を行った。また、アジア開発銀行研究所（ADBI：Asian Development Bank Institute）

やビル＆メリンダ・ゲイツ財団とともに、都市における包括的な衛生（CWIS）に関して

途上国政府行政官向けのセミナーや講義を行った。インドネシアやベトナム、インドで

は、下水道施設整備事業を実施している。ベトナムでは、下水道事業者約20名を日本に招

へいし、能力強化研修を行った。インドでは、下水道施設から出る汚泥処理の促進を行う

ためのガイドライン策定を支援している。 

• ゴール11（持続可能な都市及び人間居住）：タイやモンゴルでは、PM2.5等の大気汚染メ

カニズムを解明し、汚染緩和を促進する事業を実施している。大洋州やバングラデシュ、

スリランカ、モザンビーク、スーダンでは、都市の廃棄物管理改善のために、中央政府や

自治体職員の能力強化を支援した。 

• ゴール12（持続可能な生産消費形態）：マレーシアでは電子機器廃棄物（E-waste）リサイ

クル促進のための制度構築支援を行い、ベトナムでは建築廃棄物のリサイクル促進を支

援している。また、ベトナムでは、クアンニン省ハロン湾で、環境保全を行いながら経済

成長を実現するグリーン成長についての取組を支援している。 

• ゴール14（海洋・海洋資源の保全）：タイでは海洋プラスチックごみの発生源と拡散に関

する研究を実施し、海洋プラスチックごみ抑制のための政策提言を支援している。 

 

（3）事業上の課題及び対応方針 

JCCIの目標である、2030年までに50か国、5億人への裨益を目指し、廃棄物管理や環境質改

善に係るクラスター戦略の策定とともに、各国においてこれら戦略を基に、国内外の様々な

パートナーと連携した案件形成を行い、成果拡大を行う。 

ウクライナ危機では、大量の災害廃棄物発生に対する迅速な対応を行う必要がある。機材

供与やオンラインツールも活用した研修等、様々な手法での支援を行う。 

 

No.4-4 水資源・水供給 

安全な水と衛生の向上は人間の生存や経済活動に不可欠であり、人間の安全保障や質の高

い成長に資する重要な分野である。2022年度は、熊本市で開催された「第4回アジア・太平洋

水サミット」やTICAD8を通じて日本政府の政策に貢献するとともに、ウクライナに対する緊

急支援の開始、新型コロナ対策も踏まえた手洗いの促進、南スーダンの復興に貢献する首都の

浄水場の稼働開始など、人々に届く協力を推進した。また、事業・運営権対応型無償資金協力

によるインフラシステム海外展開への貢献、カンボジアにおける水道法の公布、デジタル技術

を活用した水料金回収の改善など、新たな工夫に基づく協力の成果も発現した。 

 

（1）業務実績 

◎ 「第4回アジア・太平洋水サミット」・TICAD8を通じ日本政府の政策へ貢献【①③】：

クラスター事業戦略「水道事業体成長支援」を策定し、公表した。同戦略の内容は熊本市

で開催された「第4回アジア・太平洋水サミット」（2022年4月）で日本政府が発表した「熊

本水イニシアティブ」に、「水道事業体の運営効率化と基盤強化を図り、成長軌道に乗せ

るための経営改善等を図る」として反映された。同サミットには30か国から首脳や閣僚を

Better Vision）を作成した。 

・仙台防災枠組みに基づく防災

支援として、地震・津波・洪

水・海岸浸食・噴火等、多種

多様な災害が頻発するインド

ネシアにおいて、仙台防災枠

組で提唱された Build Back 

Better（防災の主流化、事前

防災投資等）を実現するため

の政策制度改善を支援した。 

 

（結論） 

以上により、定量指標６つ全て

が 120%を越える結果を得ている

こと、年度計画において予定され

ていた取組を着実に実施している

ほか特筆すべき定性的な成果が多

数見られること、それら成果には

質的に顕著な成果が多く認められ

ることから中期計画における所期

の目標を上回る顕著な成果が得ら

れていると認め、「S」評価とする。 

具体的には、過去最大規模の気

候変動対策案件実施により CO2

削減へ大きく貢献したことは評価

できる。水資源・水供給の分野に

おいては、ウクライナの破壊廃棄

物処理に向けた東日本大震災の経

験の共有、数度の中断を乗り越え

た南スーダン首都における浄水施

設の完工など、困難度の高い業務

を着実に実施した取組は評価でき

る。また、カンボジアにおいて長

年作成に協力してきた水道法が公

布され先方政府からの評価を得る

など、外交上においても、顕著な

成果が見られた。加えて、環境管

理分野において、「新しい資本主義

のグランドデザイン及び実行計

画」の具体的な施策をまとめた「フ

ォローアップ」に途上国支援の推

進が言及され、政策の実現に貢献
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張と改善を

進めること

が で き る

「成長する

水 道 事 業

体」を増や

すこと等に

取り組む。 

 

オ 防災・

災害復興 

「災害リス

クのより少

ない社会」

の実現に貢

献 す る た

め、構造物

対策所管組

織及び包括

的な防災推

進体制の確

立 を 支 援

し、開発途

上国におけ

る事前防災

投資の拡充

を 支 援 す

る。また、開

発途上国が

防災への事

前投資を進

めていくた

めのモデル

となる事業

の実現や、

我が国の技

術・制度や

知見も活用

した人材育

成推進等を

通じ、開発

途上国で追

部資金の導

入を促し、

効果的なス

ケールアッ

プを図るべ

く、加盟国・

都市による

主体的な取

組成果や知

見の発信を

促進する。 

 

エ  水 資

源・水供給 

・水資源を

適切に管理

し、全ての

人々が飲料

水等として

持続的に利

用できる社

会を構築す

るため、統

合水資源管

理の実現及

び水道事業

体、灌漑排

水水管理団

体（水利組

合）の育成

等に向けた

事業を実施

する。 

・ 特 に 、

SDGs の 達

成 に 向 け

て、自立的

に資金調達

を行い水道

サービスの

拡張や改善

ができる水

含む約3,900人が対面参加し、「熊本水イニシアティブが、アジア・太平洋地域内外のコミ

ットメントの輪を広げていくことを期待する」との議長サマリーがまとめられた。機構理

事長がハイレベルステートメントを発表し、グローバル・アジェンダに基づく機構の協力

方針を説明した。分科会「水供給」を国際連合人間居住計画（UN-Habitat：United Nations 

Human Settlements Programme）、Water Integrity Networkと共催し、クラスター事業戦略「水

道事業体成長支援」とそれに基づくサモアにおける好事例を発信した。統合セッション

「ガバナンス」に機構理事が登壇し、クラスター事業戦略「地域の水問題を解決する実践

的統合水資源管理」に基づく取組の実績や方針を発信した。また、TICAD8において日本

政府から発表された「日本の取組」に、クラスター事業戦略を踏まえた「30都市で上下水

道整備・管理能力強化を支援」が反映された。さらに、2023年3月に開催された国連水会

議の成果として各組織のコミットメントをまとめた「Water Action Agenda」に、上記の2

つのクラスター事業戦略が登録された。 

 

◎ ウクライナへの迅速な支援を実施【①②③】：ウクライナに対する緊急支援として、令和

4年度補正予算（第2号）による無償資金協力「緊急復旧計画」のG/A締結、及び「緊急復

旧・復興プロジェクト」の契約締結を迅速に行い、可搬式浄水装置等の緊急に必要な機材

の調達や、復旧・復興に向けた計画策定等の支援を開始した。また、可搬式浄水装置と発

電機の緊急供与について横浜市と協働し、ロシアによる侵略の影響による施設の損傷や

停電により水道が停止したオデーサ市やミコライウ市での給水に貢献した。 

 

◎ 事業・運営権対応型無償資金協力を通じてインフラシステムの海外展開に貢献【①③⑤】：

機構が実施する事業・運営権対応型無償資金協力として2件目となるカンボジア「プンプ

レック上水道拡張計画」のG/Aを、両国首脳の立ち合いの下で締結した。首都プノンペン

の中心部に位置する重要な基幹浄水場の能力を30％（45,000m3/日）拡張する事業であり、

内戦終結後30年にわたる協力を通じて構築された信頼関係に基づいて、日本企業が、限ら

れた敷地内において既存の浄水場の稼働を継続しつつ拡張部分を建設するという高度な

工事を担うとともに、事業権に基づいて10年間の運営・維持管理を行う。「インフラシス

テム海外展開戦略2025」が定める「売り切りから継続的関与への多様化の促進」に貢献す

るとともに、クラスター事業戦略「水道事業体成長支援」が目指す水道事業体の経営改善

を踏まえた民間資金の動員にも貢献する。 

 

◎ 数度の中断を乗り越えて南スーダンの首都で浄水施設が完工【③④】：治安悪化による国

外退避などの困難を乗り越え、南スーダンの首都ジュバで無償資金協力「ジュバ市水供給

改善計画」が完成した。水道の供給能力が7,200m3／日から17,200m3／日へと2.4倍になり、

完成以前の10倍以上となる推定約40万人が裨益する。技術協力プロジェクト「ジュバ市き

れいな水供給プロジェクト」を並行して開始し、水道サービスの改善に取り組んでおり、

東京オリンピックを契機に交流が生まれた両国の陸上選手の協力による、安全な水の利

用を促進するための市民向けの啓発活動も行った。2023年3月に開かれた完工式典では、

キール大統領が「本事業は、人々の生活に真の効果のある偉大な開発協力であり、昨年の

フリーダムブリッジに続く素晴らしい贈り物を届けてくれた日本政府と国民に対し、改

めて心より感謝する」と述べ、本事業の意義を強調した。 

 

した。さらに、コンゴ民主共和国

の森林事業において 250村での活

動推進や、ウガンダにおいてJICA

海外協力隊の活動を通じ 50 村落

への従量制料金徴収用の機器取付

けなど、隊員の活動活用など機構

の自主的な取組による工夫によ

り、草の根レベルでの事業展開の

推進につながった。 

これらの成果は、「地球規模課題

への取組を通じた持続可能で強靭

な国際社会の構築」に寄与すると

とともに、SDGs 達成に向けた貢献

等を通じ、開発協力大綱に掲げる

「複雑化・深刻化する地球規模課

題への国際的取組の主導」に貢献

するものであり、政府の取組に大

きく貢献する等、所期の目標を大

きく上回る顕著な成果が得られ

た。 

 

 ＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞ 

引き続き SDGs やパリ協定等

の国際的枠組み等の我が国がイニ

シアティブを取る重要政策達成へ

の貢献を念頭に置きつつ、地球規

模課題の解決に貢献する事業の形

成・実施を期待する。 

特に、GCF の活用に向けて、今

後も GCF 事務局との調整等を通

じて、迅速な事業形成・実施に努

めることを期待する。また、民間

企業との連携も視野に入れた外部

資金へのアクセスの強化のため、

GCFとの連携事業の検討やCAFI

からの外部資金の導入等の連携案

件に継続的に取り組み、事業効果

の更なるスケールアップを図るこ

とを期待する。 

また、「昆明・モントリオール生

物多様性枠組」が設定されたこと
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求すべき防

災の在り方

や理念を普

及・浸透さ

せる。これ

により災害

リスク軽減

のための事

前防災投資

を自己予算

で自立発展

的に拡充・

維持し運用

していける

能力強化を

支援する。

さらに、大

規模災害が

発 生 し た

際、緊急援

助からシー

ムレスに支

援し、「より

良い復興」

（ Build 

Back 

Better）の

考え方も踏

まえ、国・社

会全体の災

害リスク削

減を復興過

程で行い、

自然災害に

よ り 強 い

国・社会の

構築を支援

する。協力

に当たって

は、衛星情

報等を活用

した将来予

道事業体を

増 や す た

め、水道事

業のサービ

ス改善や経

営改善に係

る支援を実

施する。事

例や教訓を

ナレッジと

して幅広い

関係者と共

有する取組

を行う。 

・地域の水

問題の解決

に責任を持

つ水資源管

理主体と合

意形成を図

るための協

議体を増や

すため、開

発途上国向

けに水資源

管理に関す

る日本の開

発経験をま

とめたテキ

ストを活用

するととも

に、新規案

件の形成を

推進する。 

 

オ 防災・

災害復興 

・日本の優

れた防災技

術及び構造

物対策の事

前防災投資

◎ 長年作成に協力してきた水道法が公布【②③④】：カンボジアにおいて、機構が起草に協

力した水道法が2023年3月に公布された。水道に関する基本法の策定に協力した事例はこ

れが初である。機構は、カンボジア政府からの強い要望に基づき、2014年から厚生労働省、

日本水道協会、北九州市上下水道局の支援を得て、日本の水道法を紹介するセミナーの開

催や内容に係る助言等、法案作成に協力を続けてきた。その結果、日本における水道事業

の認可制度を参考にしたライセンス制度に関する規定や技術基準に関する規定、水道の

拡張を資金面から促進するための水道整備資金に関する規定など、質と量の両面から水

道整備を推進するために必要な条文が盛り込まれた。水道に関する基本法の制定という

行政の根幹部分に関して、カンボジア政府が機構に支援を依頼したのは、長年の協力を通

じて築いてきた信頼関係が評価されたものであり、フン・セン首相も閣僚評議会の場にお

いて、「カンボジアの発展のために常に寄り添ってくれた日本政府と人々に深く感謝す

る」と述べた。 

 

◎ 「JICA健康と命のための手洗い運動」の更なる展開により感染症予防に貢献【②③④】：

「JICA 世界保健医療イニシアティブ」の 3 本柱（予防・警戒・治療）のうちの「予防」

に対応して、2020年9月に開始した「JICA健康と命のための手洗い運動」を継続し、25 か

国で41 件の活動を行った。開始以来の累計では63か国で300件以上の活動を実施し、推定

3億人以上に衛生啓発のメッセージを発信した。インドでは株式会社サンリオとの協働に

より、ハローキティが登場する手洗い啓発動画の作成やイベントを行い、子どもたちに対

する啓発を行った。啓発動画は約840万回も再生されており、子どもたちが歌とダンスで

正しい手洗いの方法を学んだ。ウィズコロナ、ポストコロナに向けて、ニジェールでの母

子保健プロジェクトに手洗い啓発を含めるなど、様々な分野の協力の中に手洗いの実践

や啓発を含める「主流化」を推進した。また、感染症予防に貢献するため、国際NGOの

WaterAidとの協働により、ネパール、タンザニア、マダガスカルの75か所の学校、45か所

の保健施設において、手洗い設備やトイレの整備を完了し、衛生啓発活動を実施した。引

渡式に出席したマダガスカルの教育大臣からは、学校の施設が整備されることは教育に

も高い効果があり、さらには地域の人々にも衛生的な行動が普及することが期待される

として、本事業が高く評価された。 

 

◎ デジタル技術の活用により運転・維持管理状況を大幅に改善【③】：デジタル・トランス

フォーメーション（DX：Digital Transformation）の推進に取り組み、ウガンダでは、JICA

海外協力隊経験者が考案し、スタートアップ企業を起業して普及に努めているプリペイ

ド式の従量制料金徴収用の機器を、50村落の手押しポンプ施設に取り付けた。その結果、

水料金の集金額が約2倍に増加し、ICTを用いた遠隔監視により故障を迅速に把握して修

理することができるため、故障が起きてから修復されるまでの期間が導入前の1週間～1

か月以上から、平均1.7日へと大幅に短縮された。住民の自主的な維持管理に、民間企業

のデジタル技術を活用した料金徴収と修理のサービスを付加した、新たな維持管理モデ

ルを実証した。パレスチナでは、スマートメーター機能を持つプリペイドメーターを6,200

台導入した。住民に対する丁寧な説明と同意取り付けを行った上で、貧困層に配慮した施

策も導入したことで、住民からは使用水量と支払金額が分かるようになり、自分たちで管

理しながら水を使うことができることや、利便性の高いショッピングセンターなどで必

要な時に随時チャージできることなどに対して高い評価が得られた。これにより、対象地

を踏まえ、廃棄物管理や環境質改

善などを含む分野において、国際

潮流に即し、オールジャパンでの

貢献を加速させるべく、事業の案

件形成と実施及び政府・民間・大

学等様々な利害関係者との一層の

ネットワーク強化に取り組むこと

を期待する。 

国連水会議では、SDGs達成に向

けた水分野での取組の大幅な拡充

が必要とされ、日本政府が発表し

た「熊本水イニシアティブ」には、

「今後 5 年間で約5千億円の支援

を実施し、2030 年のSDGs 目標達

成、2050 年カーボン・ニュートラ

ルの実現に向け、アジア太平洋地

域をはじめとする世界の水関連の

取組を加速化する」と書かれてお

り、TICAD8でも「30都市で上下水

道整備・管理能力強化を支援」と

いう日本の取組が発表され、これ

らの国際公約等の達成を目指し協

力を推進することを期待する。そ

の際には、自立的に資金調達を行

って水道サービスの改善や拡張が

行えるような「成長する水道事業

体」の創出を目指し、保健医療、

栄養、都市開発等の関連する分野

とも協調して成果を拡大し、加え

て、ウクライナの帰還避難民支援

等の人道的なニーズや復旧・復興

ニーズにも機動的に対応すること

を期待する。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの

意見聴取等） 

「気候変動対策の一環として、

円借款や海外投融資、無償資金協

力等により、2022 年において、約

308 万 CO2 換算トンもの温室効果

ガスの削減に貢献」とある。機構

は、2021年より「サステナビリテ
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測等複合的

なリスクの

可視化等デ

ジタル技術

の活用や、

分野横断的

な取組の推

進に留意す

る。 

による災害

リスク削減

等の経験に

基づき、日

本 政 府 の

「仙台防災

協力イニシ

アティブフ

ェーズ2」も

念頭に、「仙

台防災枠組

2015-2030」

の人的及び

経済的被害

の削減のタ

ーゲットの

達成に貢献

する。この

ために、大

都市を中心

とする資本

集積地域へ

の防災投資

の実現、災

害リスクの

理解及びリ

スク管理の

ための防災

推進体の体

制確立、「よ

り 良 い 復

興」（BBB: 

Build Back 

Better、以下

「BBB」と

いう。）を推

進する事業

を形成・実

施する。ま

た、その成

果を国連の

主催する世

域の料金徴収率が49％から81％へと1.7倍に増加し、水道事業体の経営の改善に貢献した。 

 

○ 「サブサハラ・アフリカ上水道事業体幹部フォーラム」をヨハネスブルグで開催し、11か

国から17の水道事業体の幹部が参加して、優良事例の共有と改善に向けたアクションプ

ランの策定を行った。集まった幹部からは、「他の事業体の事例や知見を学び、ネットワ

ーキングを行うとても良い機会・内容だった」、「優良事例の紹介があった水道事業体を

是非訪問して学びたい」などと評価する声が上がった。また、クラスター事業戦略「水道

事業体成長支援」に基づく協力の有効性を立証し、広く開発パートナーに対して発信する

ため、サモア、ヨルダン、パレスチナ、タジキスタンの事例を取り上げ、水道サービス、

顧客意識、水道事業経営の関係性、料金徴収率向上に関する英文論文をそれぞれ発表し

た。さらに、「JICA日本研究講座設立支援事業（JICAチェア）」等で使用することを想定

した約20分の講義動画「日本はなぜ飲料水へのユニバーサルアクセスを達成できたの

か？－日本のインフラ整備：上水道を例に－」を、日本の水道政策の第一人者である東京

大学教授を講師に迎えて完成させ、ウェブサイトにて公開した。 

 

○ クラスター事業戦略「地域の水問題を解決する実践的統合水資源管理」を推進するため、

キューバにおいて複数の分野や組織の協働により地下水や灌漑用水の管理を改善するた

めの新たなプロジェクトを開始した。また、2021年度末に取りまとめたテキスト「日本の

水資源管理の経験」をウェブサイトで公開し、開発途上国の実務者や国内の国際協力関係

者等に広く共有した。 

 

（2）SDGs達成に向けた貢献 

• SDGsゴール6ターゲット6.1の安全な水供給に資する案件として、57件以上の資金協力に

よる施設整備を実施中である。また、SDGsのモニタリングに定められているアクセス、

利用可能時間、水質等の給水サービスを改善するため、水道事業のサービス改善や経営改

善に係る支援として、27件以上の技術協力を実施中である。これらを通じて、SDGsの達

成に向けて、自立的に資金調達を行い水道サービスの拡張や改善ができる水道事業体を増

やすための協力アプローチに基づき、水道事業のサービス改善、経営改善に係る支援を実

施した。また、SDGsの原則である「誰も取り残さない」を実現するため、村落給水及び衛

生分野に係る支援として、5件以上の技術協力を実施中である。ケニアでは給水施設の修

復と拡張を支援したことに対して、コミュニティから感謝状が届くなど、SDGsの理念に

沿った人々に届く支援を行っている。 

• SDGsゴール6ターゲット6.4の水利用の効率化に資する無収水対策に重点的に取り組み、

18件以上の技術協力プロジェクトを実施中である。日本の水道事業体は平均10％という世

界的に見ても低い無収水率を維持しており、そのノウハウを活用した協力を展開してい

る。 

• SDGsゴール6ターゲット6.5の統合水資源管理の推進に資する案件として、インドネシア

における地盤沈下対策、スーダンにおける地下水等の水資源管理、ボリビアにおける河川

流域管理、キューバにおける地下水等の水資源管理のプロジェクトを実施した。特に、現

地で実際に問題となっている事象を取り上げ、ステークホルダーの合意形成の支援を通じ

た、ローカルコンテキストに則した問題解決を目指す取組を推進した。 

 

ィ・レポート」を公表することも

含めて先進的な取組を進めている

が、脱炭素・カーボン・ニュート

ラル対応に関しては、このような

実績として機構が脱炭素に貢献し

ている具体的な数値を明示し、よ

り積極的に世界にも発信されては

どうか。 
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界防災会合

等において

発信する。 

・防災イン

フラ等の構

造物対策所

管組織が、

自己予算で

自立発展的

に災害リス

ク削減のた

めの事前防

災投資を拡

充し、それ

らインフラ

を維持・運

用していく

能力を強化

する。また、

総合的な防

災施策の計

画・実施能

力を備えた

包括的な防

災推進体制

の確立に向

けた支援を

行う。 

・また、緊

急支援をシ

ームレスな

復興支援に

つなげ、災

害復興過程

を通じ、根

本的な災害

リスクの削

減策を実現

す る こ と

で、単なる

復旧ではな

く BBB の

（3）事業上の課題及び対応方針 

2023年3月に開催された国連水会議では、SDGs達成に向けた水分野での取組を大幅に拡充

する必要があることがうたわれた。また、日本政府が発表した「熊本水イニシアティブ」に

は、「今後 5 年間で約5千億円の支援を実施し、2030 年のSDGs 目標達成、2050 年カーボン・

ニュートラルの実現に向け、アジア太平洋地域をはじめとする世界の水関連の取組を加速化

する」と書かれており、TICAD8でも「30都市で上下水道整備・管理能力強化を支援」という

日本の取組が発表された。これらの国際公約の達成を目指し、JICAグローバル・アジェンダ

に基づく協力を推進する。 

その際には、地域の水問題を解決する実践的統合水資源管理の推進、及び自立的に資金調

達を行って水道サービスの改善や拡張が行えるような「成長する水道事業体」の創出を目指

し、保健医療、栄養、都市開発等の関連する分野とも協調して成果を拡大する。また、ウクラ

イナの帰還避難民支援等の人道的なニーズや復旧・復興ニーズにも機動的に対応する。 

 

No.4-5 防災・災害復興 

防災・復興グローバル・アジェンダに基づいて、仙台防災枠組2015-2030のターゲットであ

る人的被害及び経済損失の削減に寄与する開発協力を推進した。国連が主催する世界防災会

合、アジア・大洋州地域防災閣僚級会議等国際会議において、効果的な災害リスク削減に資す

る構造物対策を中心とした事前防災投資の方針・成果を広く発信した。また、トンガ火山噴火・

津波、パキスタン洪水、トルコ地震後の対応にあたっては、より良い復興（Build Back Better）

のコンセプトを踏まえ、より強じんな社会を構築するための復興支援策を検討した。また、有

識者・学術研究機関との連携を積極的に行い、相乗効果を追求すること、国際防災協力におけ

るプラットフォーム機能を発揮した。 

 

（1）業務実績 

◎ パキスタンで発生した洪水に迅速に対応【②③④】：2022年8月以降のパキスタン洪水対

応については、派遣中の個別専門家「洪水管理アドバイザー」に加えて、当機構パキスタ

ン事務所が災害直後のPDNA（災害後ニーズ確認調査）に参加した。その中で、今後の災

害リスク削減に資する支援展開に焦点を当てた大きな方向性を2022年11月にパキスタン

政府に提示し、合意を得た。これを受け、新スキーム・災害対応技術協力の第1号案件と

して「2022年洪水を踏まえた効率的な堤防管理のための能力向上プロジェクト」（技術協

力プロジェクト）の討議議事録（R/D：Record of Discussions）を2023年2月に署名した。同

プロジェクトの一環で、2023年3月に日本の学術関係者や政府の支援も得て調査団を派遣

し、パキスタン政府と共催で「Pre-Monsoon洪水セミナー」を開催し、パキスタン政府高

官から同セミナーが高く評価された。加えて、2022年11月に行われたG20特別セッション

でパキスタンにおける支援の考え方について発表したが、会議の主催者であるインドネ

シア公共事業住宅省の大臣から、多くの発表者の中で唯一機構の名前に言及しつつ、機構

によるインドネシアの防災・災害復興分野への協力に高い評価が示された。また、国連水

会議のパキスタン洪水に焦点を当てたサイドイベントに機構も登壇した（2023年3月）。 

 

◎ トルコ南東部で発生した地震への迅速な対応【②③】：2023年2月6日にトルコ南東部で発

生した地震災害に対しては、発災から約12時間後に国際緊急援助隊・救助チームの第一陣

が出発、発災から約41時間後に厳寒の現地で活動を開始するなど、過去に例がないスピー
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理念に基づ

き、強じん

な国・地域

づくりが継

続できるよ

うな支援を

行う。 

ドで派遣した（第二陣含め計74名）。救助チームに続き医療チームを派遣し、延べ181名

の医療関係者が現地にて約2000名を診療したほか、トルコ・シリア向けを合わせて3度に

わたる物資供与を実施した。加えて、3月6日から派遣された国際緊急援助隊専門家チーム

に機構の防災グループ職員が参加し、防災分野におけるこれまでの知見・経験から災害後

の復旧・復興支援の道筋をつけた。また、日本の有識者との連携を促進し、同専門家チー

ムの成果のより広い活用を図るべく、外務省、国交省だけでなく、日本建築学会、土木学

会等に対しても帰国報告を行った。なお、同国での防災関連プロジェクト実施時のカウン

ターパートの長（緊急事態管理庁：AFAD総裁）が、現在は副大統領として災害対応を指

揮しており、災害の復旧活動においては、課題別研修「消防・防災」に参加した研修員（ジ

ョージア）が救助活動に従事するなど過去の機構事業関係者が活躍している。 

 

◎ 日本の知見・経験を活用し、トンガの復旧・復興ビジョンを作成【②】：2022年1月に発

生したトンガの火山災害後の支援の中で、トンガの復旧・復興の方向性を示すBBBビジョ

ン（Build Back Better Vision）をトンガ政府と共に作成した。2022年8月にトンガ政府との

共催のセミナー（オンライン配信）で同ビジョンがトンガ政府から発表された。ビジョン

の作成に際しては、国内の火山・津波・地震に関する日本国内最先端の学識・有識者を招

へいし、今後の復旧・復興を検討するために必要な火山噴火及び津波災害のメカニズムの

解明を行うなど、日本の経験・知見を活用した。 

 

◎ 仙台防災枠組みに基づく防災支援（インドネシア）【①③】：地震・津波・洪水・海岸浸

食・噴火等、多種多様な災害が頻発するインドネシアにおいて、仙台防災枠組で提唱され

たBuild Back Better（防災の主流化、事前防災投資等）を実現するための政策制度改善を

支援するプログラムローン（DREAM）第三期に係るL/Aを調印した。また、頻発するジャ

カルタ市内の洪水対策を行うべく協力準備調査を立ち上げた。 

 

○ 2022年5月の世界防災会合及び2022年9月のアジア・大洋州地域の防災閣僚級会議におい

て、内閣府とサイドイベントを開催し、協力対象国政府及び国内関係機関と連携して、事

前防災投資の重要性を発信・強調した。他にも水と災害に関するハイレベル・パネル会合

を含む19件の国際会議での発信を行った。 

 

○ 開発途上地域における「仙台防災枠組」の達成に向け、2019年6月に発表された政府の仙

台防災協力イニシアティブ（フェーズ2）も念頭に、JICAグローバル・アジェンダ（防災・

復興）に基づき、気候変動適応やSDGs達成の基礎ともなる根本的な災害リスク削減に直

結する防災・復興事業の形成・実施を強化した。 

 

○ JICAグローバル・アジェンダ（防災・復興）に基づき、「仙台防災枠組」のターゲット年

である2030年を見据え、また、増大する気候変動の影響も踏まえて、事前防災投資につな

げることを目指した技術協力プロジェクトとして、インドネシア「防災事前投資に向けた

洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト」、イラン「災害強靭性を高めるため

のテヘラン市及び地方防災計画策定能力向上プロジェクト」等、5案件を開始した。上記

のほか、各国の事前防災投資推進のための支援を行った（計10か国）。 
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○ 防災推進体制の確立のための支援：中央防災機関・気象関連機関等を実施機関とする技術

協力プロジェクトをメキシコ等4か国で開始したほか、インドネシアやパキスタン等4か

国でR/Dに署名した。上記の他、各国の中央防災機関、気象関係機関、研究機関等の能力

向上と人材育成を推進した（計25か国）。 

 

（2）SDGs達成に向けた貢献 

防災に関連するターゲット1.5（人々の強じん性（レジリエンス）を構築し、気候変動、経

済、社会、環境的ショックや災害に暴露やぜい弱性を軽減）、ターゲット9.1（信頼でき、持続

可能かつ強じん（レジリエント）なインフラを開発）、ターゲット11.5（災害による死者や被

災者数を大幅に削減し、直接的経済損失を大幅に減らす）、ターゲット13.1（気候関連災害や

自然災害に対する強じん性（レジリエンス）及び適応の能力を強化）に貢献する案件の形成と

実施を各国で行った。 

 

 

（3）事業上の課題及び対応方針 

これまで「仙台防災枠組 2015-2030」のうち、2020 年を目標としているターゲット e：「国

家・地方の防災戦略（地方防災計画）を有する国家数を大幅に増やす」に向けた支援に力を入

れてきており、2023 年に国連防災機関（UNDRR：United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction）が公表した同ターゲットの進捗レポートにおいて、機構の取組が取り上げられた。

今後は、JICA グローバル・アジェンダ（防災・復興）に基づき、同ターゲット a～d（死者数、

被災者数、経済的損失、重要インフラの損害の削減）に必要で、優先行動の一つとして挙げら

れている、災害リスク削減に向けた根本的な事前防災投資の実施支援に、より重点的に取り組

む必要がある。2023 年度は、防災投資の促進に資する事業の実施を継続・強化していく。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.5 地域の重点取組 

業務に関連する政策・施

策 

開発協力大綱、自由で開かれたインド太平洋（FOIP）、TICAD7 横浜宣言 2019、

TICAD8 チュニス宣言、グローバルヘルス戦略、アジア健康構想、アフリカ健康構想、

対 ASEAN 海外投融資イニシアティブ、PALM8、PALM9 の公約、対中南米外交・三

つの指導理念（juntos）、日・中南米連結性強化構想 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国際協力機構法第 13 条 

当該項目の重要度、困難

度* 

【重要度：高】 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和 5 年度政策評価、行政事業レビューシート番号は未定 

注１） 重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

* 重要度の設定理由は項目 No.1 から No.5 で同様のため、他項目では理由の記載を省略する。 

２．主要な経年データ 

 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）** 

指標等 達成 

目標 

基準値 

（目標値） 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度   2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

【指標5-2】JICA国別分析ペーパー

及び事業計画作業用ペーパーの新規

策定・改定数 

700 件 146 件15 151 件 件 件 件 件 

 予算額（千円） 37,586/ 

26,412 

    

         決算額（千円） 6,059/ 

5,552 

    

         経常費用（千円） 18,247/ 

12,112 

    

         経常利益（千円） 10,359/ 

8,214 

    

         行政コスト（千円） 52,470/ 

33,342 

    

         従事人員数 18,330/ 

9,435 

    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 各年度の目標値は、JICA国別分析ペーパーの新規策定・改定予定を踏まえて設定しており、中期目標期間全体で目標値700件を達成する予定。 

**項目 No.1～No.4 に区分されない一部の支出額が項目 No.5 に含まれることから、No.1～4 の支出額合計と No.5

の支出額合計は合致しない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 3．（5）地

域の重点

取組 

各国・地

域の情勢

や特性に

応じた重

点化を図

り、刻々と

変化する

情勢に柔

軟かつ機

動的に対

応して開

発協力事

業を実施

すること

により、効

果的かつ

戦略的に

開発途上

地域の開

発の支援

を行う。ま

た、各国と

の中長期

的な関係

強化に向

け、親日

派・知日派

のリーダ

ーとして

の活躍が

期待され

る人材を

育成する。

その際、地

2．（1）⑤ 地

域の重点取

組 

各国・地

域の状況や

優先的な開

発課題を分

析し、我が

国政府の政

策・コミッ

トメントや

国別開発協

力方針等を

踏まえ、事

業を形成・

実施する。 

 

ア 東南ア

ジア・大洋

州地域 

東南アジ

アは高い経

済成長を遂

げている一

方で、域内

及び各国内

の格差の問

題も存在す

る。かかる

地域の特性

を踏まえ、

インド太平

洋に関する

ASEAN ア

ウトルック

（AOIP）の

重点分野へ

1. (5) 地域

の重点取組 

ア 東南ア

ジア・大洋

州地域 

・東南アジ

アについて

は、FOIP及

び「インド

太平洋に関

す る

ASEAN ア

ウトルック

協力のため

の 共 同 声

明」を踏ま

え、地域の

平和、安定

及び繁栄に

貢献するこ

と を 目 的

に、ASEAN

の自主性、

自立性、一

体性（統合

の深化）を

高める支援

を 強 化 す

る。 

・ 特 に 、

ASEAN の

一体性と持

続的成長の

鍵である経

済統合の推

進、陸・海洋

の経済回廊

＜主な定量的指

標＞ 

（定量的指標及

び実績はじょう

き２．.①参照） 

 

＜その他の指標

＞ 

【指標 5-1】地域

の特性、地政学的

な位置づけ、及び

我が国の地域別

公約・政策等を踏

まえた開発協力

の促進状況 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

自由で開かれたインド太平洋（FOIP：Free and Open Indo-Pacific）等、日本政府の戦略・方針

を踏まえ、各国・地域の情勢や特性に応じて協力方針の重点化を図るとともに、第 8 回及び第

9 回太平洋・島サミット（PALM8 及び PALM9）、第 7 回及び第 8 回アフリカ開発会議（TICAD7

及び TICAD8）等各地域での日本政府の政策、国際公約、国別開発協力方針等に沿った事業を

展開し、開発途上地域の開発を効果的かつ戦略的に支援した。また、2022 年度計画時点では

不透明で予見されなかった事態に対しても大規模かつ迅速に対応を行った。特に、ロシアによ

る侵略を受けたウクライナにおける復旧・復興支援や周辺国に対する本格的な支援を実施す

べく、組織体制を工夫しながら総力を挙げて取り組み、日本政府による国際公約の実現に貢献

したほか、トルコ南東部で発生した地震に対する緊急支援等に迅速に取り組んだ。さらに、

2021 年度に引き続き「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款」の供与等を通じ、

各国の喫緊のニーズに応える形で日本政府の政策実現に貢献した。これら取組の結果、有償資

金協力（円借款 L/A 承諾額、海外投融資承諾件数・承諾額）について過去最大の実績を達成し

た。また、無償資金協力の G/A 締結額（承諾額）16は 1,192 億円となったほか、外務省から無

償資金協力事業の実施監理業務が機構に移管された 2008 年以降で最大の支払実行額（1,086 億

円）となった。 

 

No.5-1 東南アジア・大洋州地域 

東南アジア地域については、主要な外交政策である自由で開かれたインド太平洋（FOIP：

Free and Open Indo-Pacific）及び「インド太平洋に関する ASEAN アウトルック協力のための共

同声明」を踏まえ、ASEAN の自主性、自立性、一体性（統合の深化）を高める協力に主眼を

置き事業を実施した。具体的には、ASEAN の一体性と持続的成長の鍵である経済統合の推進、

陸の東西・南部経済回廊及び海洋の経済回廊に係る連結性強化、自由で開かれた海洋秩序の維

持・強化のための海洋インフラ整備や海上法執行能力の強化、ミンダナオ等の地域が抱えるぜ

い弱性への対応、成長の歪みを克服する質の高い成長、脱炭素化に向けた気候変動対策、将来

の国を支えるリーダー層や行政官の人材育成に取り組んだ。また、引き続き新型コロナウイル

ス対策や経済社会の回復支援を行うとともに、国境を越えた往来の再開・円滑化を受け、国を

往来する研修や機構関係者・有識者の現地派遣なども拡充した。 

大洋州地域については、FOIP 及び 2021 年 7 月の第 9 回太平洋・島サミット（PALM9：the 

9th Pacific Islands Leaders Meeting）で表明された日本の支援方針を踏まえ、海洋インフラ、海

上安全、海上法執行能力、漁業資源管理や海洋環境の保全等、新型コロナの影響を踏まえた保

健医療分野への対応、気候変動対策、自然災害等のぜい弱性の克服や緩和への対応、自立的か

つ持続可能な発展に向けたインフラ整備、貿易・投資や観光分野の支援、人材育成・人的交流

の支援に取り組んだ。 

 

（1）業務実績 

① 東南アジア 

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：評価指標の目標水準を上回る成

果を上げていることに加え、以下 4．業

務実績のとおり、「独立行政法人の評価

に関する指針」（平成 26 年 9 月 2 日総

務大臣決定）及び「外務省所管独立行

政法人の業務実績の基準について」（平

成 27 年 3 月外務省）に掲げられた S

評価の根拠となる質的な成果（法人の

自主的な取組による創意工夫、目標設

定時に想定した以上の政策実現に関す

る寄与等）を満たす実績が極めて多数

あることから、当該事業年度における

中期計画の所期の目標を上回る顕著な

成果が得られていると認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

 前年度評価時指摘事項は特になし。 

 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

（定量的実績） 

【指標5-2】JICA国別分析ペーパ

ー及び事業計画作業用ペーパー

の新規策定・改定数について達成

度が目標値の 100%以上となって

おり、着実に目標を達成してい

る。 

 

（定性的実績） 

自由で開かれたインド太平

洋（FOIP）等、日本政府の戦略・

方針を踏まえ、各地域での日本

政府の政策、国際公約、国別開

発協力方針等に沿った事業を

展開し、開発途上地域の開発を

効果的かつ戦略的に支援した。

ウクライナにおける復旧・復興

支援や周辺国に対する本格的

な支援など、日本政府による国

際公約の実現に貢献したほか、

トルコ南東部で発生した地震

に対する緊急支援等に迅速に

取り組んだ。さらに、「新型コロ

ナウイルス感染症危機対応緊

急支援借款」の供与等を通じ、

各国の喫緊のニーズに応える

形で日本政府の政策実現に貢

献した。これら取組の結果、有

償資金協力が過去最大の実績

を達成した。また、無償資金協

力が 2009 年以降で最大の支払

実行額となるなど、年度計画の

取組を着実に実施したことに

 
16 G/Aが締結された案件の供与限度額。 
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域統合や

地域連結

性の向上

に向けた

動きや広

域開発等

の地域に

共通する

課題、ぜい

弱国支援・

格差是正・

中所得国

のわなと

いった課

題への対

応や、一定

程度発展

した国の

更なる持

続的成長、

防災・感染

症・環境・

気候変動

等グロー

バルな課

題への対

応を重視

する。 

 

ア  東南

アジア・大

洋州地域 

東 南 ア

ジア地域

について

は、インド

太平洋に

関 す る

ASEAN

アウトル

ッ ク

（AOIP）

の協力を念

頭に、イン

フラ開発に

対する膨大

なニーズに

も対応し、

ハード・ソ

フトのイン

フラ整備を

含む連結性

の強化、域

内及び各国

内の格差是

正、海上保

安分野を含

む 海 洋 協

力、経済・社

会強じん化

を支援する

とともに、

生産性向上

や技術革新

を促す人材

育成、平和

構築を含む

平和で安全

な社会実現

に向けた支

援、デジタ

ル分野の支

援（基盤整

備、サイバ

ーセキュリ

ティの強化

等）を実施

する。また、

保健医療、

防災、気候

変動等の地

域の共通課

題に取り組

む。協力に

に係る連結

性強化、域

内及び各国

内の格差是

正、海洋イ

ンフラ整備

や海上法執

行能力の強

化、成長の

歪みを克服

する質の高

い成長、脱

炭素化に向

けた気候変

動対策、将

来の国を支

えるリーダ

ー層や行政

官の人材育

成、地域が

抱えるぜい

弱性への対

応、保健医

療分野を中

心とした新

型コロナ対

策、ASEAN

共同体との

技術協力協

定に基づく

技術協力の

推進等を重

点領域とし

て 支 援 す

る。 

・2021年10

月 の 日 ・

ASEAN 首

脳会議にて

日本政府が

発表した支

援方針を踏

◎ ミンダナオ地域への長年の協力を称える決議が採択【①③④】： 2023年1月、フィリピン・

バンサモロ暫定自治政府（BTA）議会において、機構によるミンダナオ地域への平和構築

に関わる長年の協力を称える決議が採択された。また、外国人として初めてバンサモロ議

会で機構理事長が演説を実施した。機構理事長から、BTAによる包摂的かつ強じん性を備

えた行政サービス実現への期待を表明し、また、第5期中期計画の重点領域である「普遍

的価値の共有、平和で安全な社会の実現」に資する「バンサモロ自治政府能力向上プロジ

ェクト」他を通じたBTA及びバンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域（BARMM）域

内の行政機能強化の支援継続を表明した。 

 

◎ フィリピン、インドネシアに対し過去最大規模の円借款を実施【①③】：2022年度のフィ

リピンへの円借款新規供与（借款契約（L/A：Loan Agreement）調印ベース）は合計3件、

総額4,070億 1,700万円（新型コロナ借款1件、鉄道関連事業2件）となり、インド高速鉄道

を除いた場合、2022年度の単年度承諾額規模では世界最大規模、対フィリピン向け円借款

承諾額としても史上最高額となった。このうち鉄道支援（2件合計約3,770億円）は、フィ

リピン政権が重視するインフラ整備政策に合致するもので、マニラ首都圏の交通ネット

ワーク強化や交通渋滞の緩和を図り、同首都圏の経済圏の拡大や気候変動の緩和への貢

献が期待される。また、2022年度のインドネシア向け円借款新規供与（L/A調印ベース）

も合計6件、総額2,738億6,200万円（新型コロナ対策財政支援1件（後述）、運輸分野（都

市鉄道・道路・港湾）3件（後述）、防災1件、電力1件）となり、同国向け円借款供与額

としては過去最大となった。 

 

◎ 署名式等に大統領が参加し、日本/機構のプレゼンス向上に貢献【①③④】：フィリピン

「マニラ首都圏地下鉄事業（フェーズ1）」は、2022年2月に第二期のL/Aに調印し、2022

年度は、同事業における建設契約パッケージに関わる署名式2回、全断面トンネル掘進機

（Tunnel Boring Machine: TBM）下降式（2022年6月）、着工式（2022年10月）が実施され

た。うち署名式1回以外すべてにフィリピン大統領が臨席し、フィリピン国内での機構の

事業のプレゼンスの向上、事業の推進に貢献した。特に2022年11月に、内閣総理大臣補佐

官、機構役員などの本邦関係者出席のもと、大統領府で開催された契約パッケージ署名式

典において、マルコス大統領は機構による約50年に及ぶ開発支援への謝意を示し、「フィ

リピンのインフラはJICAなしには今日の姿はない」と継続的な協力と成果が称えられた。 

 

◎ 円借款・技術協力によりFOIPにおける経済的繁栄の追求（連結性）に寄与【①③】：イ

ンドネシア・ジャカルタ首都圏の新規国際港として建設中のパティンバン港第二期のL/A

に調印し、新規技術協力プロジェクトを立ち上げた。また、パティンバン港へのアクセス

有料道路を官民連携（PPP：Public-Private Partnership）により支援する円借款のL/Aに調印

した。これにより、ジャカルタ首都圏と海外の貿易・物流の円滑化に貢献し、FOIPにおけ

る経済的繁栄の追求（連結性）へも寄与することが期待される。また、ジャカルタ首都圏

の交通円滑化に向け、同国初の地下鉄である「MRT南北線フェーズ２（第二期）」のL/A

に調印したほか、都市高速鉄道（MRT：Mass Rapid Transit）の運行体制強化に向けた技術

支援も立ち上げた。併せて、MRT沿線も含む公共交通中心の都市開発（TOD：Transit 

Oriented Development）を推進する技術協力プロジェクトも実施している。また、同MRT

運営会社は、機構が支援するベトナム・ホーチミン市都市鉄道向けの研修（第三国研修）

加え、以下の特筆すべき実績が

認められた。 

１－１．東南アジア地域  

年度計画の取組を着実に実

施したことに加え、以下の特筆

すべき実績が認められた。 

・フィリピン、インドネシア

に対し過去最大規模の円

借款を実施した。特に、フ

ィリピンでは、政権が重視

するインフラ整備政策に

合致するもので、マニラ首

都圏の交通渋滞緩和を図

り、同首都圏の経済圏の拡

大や気候変動の緩和への

貢献が期待されている。マ

ルコス大統領から、「フィ

リピンのインフラは JICA

なしには今日の姿はない」

と継続的な協力と成果が

称えられた。 

・インドネシアにおいて、円

借款・技術協力によりジャ

カルタ首都圏と海外の貿

易・物流の円滑化に貢献し

ており、FOIP における経

済的繁栄の追求（連結性）

への寄与が期待されてい

る。 

・インドネシア政府が掲げ

る 2060 年のゼロエミッシ

ョン達成に向け、プサンガ

ン水力発電事業の推進や、

国営電力会社とエネルギ

ーの脱炭素化に向けた包

括的な協力に関する協力

覚書の締結などを行った。

日 本 政 府 が 推 進 す る

JETP や AZEC 構想にも

寄与するものである。 

・カンボジアの物流拠点で

あるシハヌークビル港に
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の重点分

野への協

力を念頭

に、ハー

ド・ソフト

両面での

ASEAN

連結性の

強化、域内

及び各国

内の格差

是正、海洋

協力、経

済・社会強

じん化を

中心に、

ASEAN

全体とし

ての包括

的かつ持

続的な発

展に向け

た支援を

行う。大洋

州地域に

ついては、

小島しょ

国ならで

はのぜい

弱性を踏

まえ、保健

医療・経済

回復支援、

海洋協力、

気候変動

対策、防

災、強じん

かつ持続

可能な成

長基盤の

強化等、開

発ニーズ

当 た っ て

は、我が国

政府の政策

や 日 ・

ASEAN 首

脳会議にお

ける我が国

政府のコミ

ットメント

への貢献や

地域機関と

の連携に留

意 し 、

ASEAN 全

体としての

包括的かつ

持続的な発

展に貢献す

る。 

大洋州に

ついては、

狭小性・隔

絶性・遠隔

性といった

島しょ国特

有の課題や

ぜい弱性の

克服に貢献

し、太平洋・

島サミット

（ PALM: 

Pacific 

Islands 

Leaders 

Meeting ）

での我が国

政府のコミ

ットメント

達成にも貢

献 す る た

め、保健医

療体制の脆

まえ、新型

コロナ対策

支援、気候

変動、保健、

防災、DX、

質の高いイ

ン フ ラ 投

資、サプラ

イチェーン

強じん化と

いった幅広

い分野で協

力を強化す

る。 

・ミャンマ

ーについて

は、現地情

勢や人道状

況等を踏ま

え、日本政

府の方針の

下、適切な

対 応 を 行

う。 

・大洋州地

域について

は、新型コ

ロナの影響

を踏まえた

保健医療分

野への対応

を強化し、

また、FOIP

を踏まえた

海洋インフ

ラ、海上安

全、海上法

執行能力に

加え、漁業

資源管理や

海洋環境の

保全等を支

にも協力した。 

 

◎ 日本・インドネシア両政府が推進するゼロエミッションに貢献【①②③】：インドネシア

政府が掲げる2060年のゼロエミッション達成に向け、プサンガン水力発電事業第二期の

L/Aに調印した。また、インドネシアが議長国であった2022年G20サイドイベントとして

開催された国際フォーラム（Energy Transition Day）において、国営電力会社とエネルギー

の脱炭素化に向けた包括的な協力に関する協力覚書（MOC：Memorandum of Cooperation）

を締結した。これらは、日本政府が推進する「公正なエネルギー移行パートナーシップ

（JETP）」や「アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC：Asia Zero Emission Community）

構想」にも寄与するものである。 

 

◎ 機構が長年支援してきたカンボジア地雷対策センターにおいてウクライナに対する研修

を実施【①②】：カンボジアで、機構が25年にわたり地雷処理能力強化に係る技術協力・

無償資金協力を行ってきたカンボジア地雷対策センター（CMAC：Cambodian Mine Action 

Centre）の全面協力を得て、ウクライナ非常事態庁の地雷対策要員8名に対して、日本製地

雷探知機の初期取扱研修等を実施した。CMACの研修施設や実際の地雷原において、

CMACの地雷対策要員や日本の教授が講師となり、地雷探知機の取扱いやCMAC が有す

る地雷対策手法である探知犬、地雷除去機などについて研修を行った。機構とカンボジア

政府及びCMACの長年にわたる信頼関係のもと、ウクライナに対する人道的地雷・不発弾

対策分野における最初の具体的な活動となった。 

 

◎ コンテナターミナルの拡張支援によりFOIP実現に貢献【①③④】： 2022年8月、日本側

は外務大臣、カンボジア側は首相陪席のもと、円借款「シハヌークビル港新コンテナター

ミナル拡張事業（第一期）」（供与限度額413億8,800万円。一案件としてはカンボジア向

け円借款で過去最大規模）のL/Aに調印した。本案件は、カンボジアの物流拠点であり、

海の連結性向上の要であるシハヌークビル港において、急増する貨物需要に対応するた

め、新コンテナターミナルの拡張を支援するもので、FOIP実現に貢献する事業である。

2022年はカンボジアがASEAN議長国である中、2022年3月の首脳会談において、カンボジ

ア首相からこれまでの同港整備に係る日本の支援へ謝意が表明され、カンボジア政府も

一体となり同港を地域の中核港とするため日本と連携していきたい旨発言があるなど、

要人面談の際に本案件に累次言及された。 

 

◎ 東ティモール初の円借款事業が完工【①③④】：東ティモールの首都ディリで、2022年8

月、東ティモール初の円借款事業である「国道１号線整備事業」が完了し、開通式が開催

された。国道１号線の整備は、同国の「戦略開発計画 （2011-2030）」において国家最優

先事業に位置付けられていたものであり、式典には、東ティモール側からは経済調整担当

大臣、財務大臣、公共事業大臣らが出席し、公共事業大臣より「国道1号線が東ティモー

ルの発展に寄与することを期待する。20年にわたる日本の協力に感謝する」との謝意が述

べられ、先方政府からの高い評価を得た。 

 

◎ タイTICAと双方向の新たな国際協力の形を実践【②⑤】：タイの技術協力を所管するタ

イ外務省国際協力局（TICA）との連携覚書の5年間の延長に合意した。また、uzuタイと

おいて、新コンテナターミ

ナルの拡張を支援するこ

とにより、急増する貨物需

要に対応し、海の連結性を

向上することで FOIP 実

現に貢献した。 

・東ティモール初の円借款

事業である「国道１号線整

備事業」が完了した。同国

の「戦略開発計画 （2011-

2030）」において国家最優

先事業に位置付けられて

おり、公共事業大臣より謝

意が述べられ、先方政府か

らの高い評価を得た。 

・円借款等による新型コロ

ナウイルス等への対応の

支援として、インドネシア

では、ADB、KfW、韓国輸

出入銀行との協調融資、タ

イでは要請から迅速に円

借款、フィリピンでは、緊

急支援借款（フェーズ2）の

L/A調印を行った。フィリ

ピンでの調印式の場では、

財務大臣より、機構の継続

的な協力に対して感謝の

意が示された。 

１－２．大洋州地域 

年度計画の取組を着実に実

施したことに加え、以下の特筆

すべき実績が認められた。 

・大洋州における機構初の

官民連携大型インフラ事

業（パラオ国際空港ターミ

ナル）が完工し、コロナ禍

で直面する数々の困難に

対応しながらオールジャ

パンでパラオの観光産業

発展の後押しをした。 

 

２．東・中央アジア及びコーカ
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に即した

支援を行

う。 

 

イ 東・中

央アジア

及びコー

カサス地

域 

地 域 共

通及び各

国の重点

課題の解

決に向け、

格差是正

と域内外

の連結性

の強化を

中心に、ガ

バナンス

強化及び

市場経済

化に資す

る支援を

行う。 

 

ウ  南ア

ジア地域 

地 域 の

安定と潜

在力の発

現を可能

とする強

じんな社

会の構築

に向け、イ

ンフラの

整備や貿

易・投資環

境の整備、

社会開発

への投資

弱性、経済

回復、海洋

汚染や海上

安全保障、

水産資源の

持続可能な

利用、自然

災害へのぜ

い弱性や気

候変動への

対応、質の

高いインフ

ラ支援を通

じた連結性

の強化、貿

易・投資、観

光、ICT 活

用の促進、

民間投資促

進、財政の

強じん化等

の取組を支

援する。 

 

イ 東・中

央アジア及

びコーカサ

ス地域 

東・中央

アジア及び

コーカサス

は大半が内

陸 に 位 置

し、市場経

済に移行し

た旧社会主

義 国 が 多

く、長期的

な安定と持

続可能な発

展が求めら

れている。

援する。気

候 変 動 対

策、自然災

害等のぜい

弱性の克服

や緩和への

対応、自立

的かつ持続

可能な発展

に向けたイ

ン フ ラ 整

備、貿易・投

資や観光分

野の支援、

「 SDGs グ

ローバルリ

ーダー」コ

ースを含む

人材育成・

人的交流の

支援に取り

組む。 

・2021年7月

の第 9 回太

平洋・島サ

ミ ッ ト

（ PALM: 

Pacific 

Islands 

Leaders 

Meeting、以

下「PALM」

という。）で

表明された

我が国の支

援方針を踏

まえ、「新型

コロナウイ

ルスへの対

応と回復」、

「法の支配

に基づく持

日本の新たな国際協力の形として、TICAが派遣するFriends From Thailand（FFT。タイ版

のボランティア事業）の本邦派遣の受入支援を開始した（日本での受入は初）。パイロッ

トプログラムとして、約3か月間、北海道釧路市と熊本県人吉球磨地域にそれぞれ観光分

野のボランティア1名が派遣され、受入自治体における観光資源の発掘・PR等のインバウ

ンド観光客受入の回復・増加に向けた活動を推進した。釧路市のボランティアは「Cool釧

路市観光大使」に任命された。 

 

◎ 円借款等により新型コロナウイルス等への対応を支援【②③】： 

・ インドネシアで、アジア開発銀行（ADB：Asian Development Bank）、ドイツ復興金融公庫

（KfW）、韓国輸出入銀行との協調融資により、新型コロナウイルス感染症危機対応緊急

支援に係るL/Aに調印したほか、遠隔医療技術協力プロジェクトにおいて医療機材・ICT機

材の供与、プレハブICUの建設を実施した。また、新型コロナウイルス及びその他感染症

ワクチン管理能力強化プロジェクトにおいて、検査体制強化のため、260,000ユニットの

VTM（ウイルス輸送液）を供与した。 

・ タイで、要請から5か月半で「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款」（円借

款）のL/Aに調印した。また、無償資金協力「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支

援計画」（5億円）の贈与契約（G/A：Grant Agreement）を締結した。 

・ 2022年4月、フィリピン向け円借款「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款（フ

ェーズ2）」のL/Aに、在フィリピン特命全権大使出席のもと、機構理事長・フィリピン財

務大臣（当時）が調印した。感染症対策を徹底することで、新型コロナウイルス感染症の

拡大後では初めてとなる機構麹町本部での調印式開催及び要人訪問対応となった。調印式

の場では、財務大臣より、機構はフィリピン政府と国民にとって最も信頼できるパートナ

ーであるとして、機構の継続的な協力に対して感謝の意が示された。 

 

○ ベトナム「衛星情報の活用による災害・気候変動対策事業（II）」（円借款）のL/Aに調印

した。ハノイ市ホアラック地区で、地球観測衛星の開発・利用に必要な関連施設を調達・

整備し、それら施設で衛星観測データを利用することができる人材の育成を支援する。衛

星の打上げ及び利活用を通じて、気候変動に伴う災害激甚化等を事前に考慮した各種計

画立案や災害対応体制の強化を図り、減災に寄与する。衛星の打上げは2024年を目指して

いる。 

 

○ ベトナム「ホーチミン市都市鉄道建設事業（1号線）」（円借款）で、都市鉄道としては

ホーチミンで初、地下区間を含む都市鉄道としてはベトナムで初となる鉄道の建設を支

援している。コロナ禍でも、建設を継続し、また車輛を日本から輸送するなど、困難な環

境下でも事業を継続した。2022年12月には、高架区間で試験走行を実施し、在越日本大使、

ホーチミン市人民委員長、機構ベトナム事務所長等が式典に参加した。2023 年は日越国

交樹立 50 周年の記念すべき年であり、その先駆けとなるイベントとして、現地メディア

でも大々的に報道された。実際に試運転で車輛が走る映像は、都市鉄道開業への期待を高

め、市民に対して大きなインパクトを与えた。2023年中の完工を目指している。 

 

○ 2023年の台風ヨランダ10周年を見据え、プロジェクトヒストリー「屋根もない、家もない、

でも、希望を胸に。フィリピン巨大台風ヨランダからの復興」を元に、若年層向けに漫画

サス地域 

年度計画の取組を着実に実

施したことに加え、以下の特筆

すべき実績が認められた。 

・ウズベキスタン初の民間

事業者による大規模風力

発電を支援した。中央アジ

ア・コーカサス地域におけ

る民間事業者による投資

の呼び水として、モデルケ

ースとなることが期待さ

れている。 

・ウズベキスタンにおいて、

養蚕の技術協力プロジェ

クトの専門家、関連する中

小企業・SDGs ビジネス支

援事業案件の提案企業、自

治体（高崎市）が連携し、

シルク産業の取組を幅広

く展開した。加えて、高崎

市との共催によるイベン

トなどにより、外国人材受

入れを支援した。 

・キルギスの村落部におけ

る収入創出を目的として、

一村一品プロジェクトを

実施した。キルギス政府よ

り高く評価され、国家プロ

ジェクトとして位置づけ、

同国政府の政策に取り入

れられた。 

・カザフスタン国際開発庁

（KazAid）の能力強化や、

タジキスタンのビジネス

インキュベーションプロ

ジェクトと連携したタジ

キスタン及びトルクメニ

スタン向け支援を実施す

るなど、新興国の援助機関

等の能力強化を支援した。 

 

３．南アジア地域 
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等、成長を

通じた持

続可能な

発展の基

盤を構築

するため

の支援を

行う。 

 

エ  中南

米・カリブ

地域   

安 定 的

で強じん

な社会・経

済開発、貿

易・投資等

を通じた

経済発展

を一層促

進してい

くための

環境整備、

防災や気

候変動対

策を含む

地球規模

課題等へ

の対応の

ための支

援を行う。 

 

オ  アフ

リカ地域 

各 種 社

会開発課

題の解決、

平和と安

定の確立・

定着に寄

与すると

ともに、新

かかる地域

の特性を踏

まえ、ガバ

ナンスの強

化、産業の

多角化、イ

ン フ ラ 整

備、人材育

成等を支援

する。協力

に当たって

は、域内外

の連結性向

上、市場経

済 化 の 促

進、格差の

是正に留意

し、保健医

療システム

の強化にも

取り組む。 

 

ウ 南アジ

ア地域 

南アジア

地域は、若

年層が多い

人口構成や

莫大な消費

を背景とし

て、今後、世

界の経済成

長の中心と

なる潜在力

を有してい

る。また、ア

ジ ア と 中

東・アフリ

カをつなぐ

地政学的な

要 衝 で あ

り、隣接地

続可能な海

洋」、「気候

変 動 ・ 防

災」、「持続

可能で強じ

んな経済発

展の基盤強

化」、「人的

交流・人材

育成」に資

する事業の

形成及び進

捗を図る。 

・PALM9首

脳宣言・共

同行動計画

を踏まえ、

限られたリ

ソースの中

で効果的な

支援を実施

していくた

めにも、ア

メリカ、オ

ーストラリ

ア、ニュー

ジーランド

等のパート

ナーとより

緊密な意思

疎通、連携

強 化 を 図

る。 

 

イ 東・中

央アジア及

びコーカサ

ス地域 

・ガバナン

スの強化、

産業の多角

化、インフ

を作成した（2023年3月完成）。本漫画により、より多くの若者に機構の事業や世界の抱

える課題を知ってもらうことが期待される。 

 

○ ミャンマーで、国民生活に不可欠なサービスを提供する民間ビジネスを促進することを

目的に、民間企業と直接連携する形で、スタートアップ企業の新規事業立ち上げを支援す

るプログラムを実施し、対象5社に対して専門家によるアドバイスを行った。また、現地

人材紹介会社等との連携の下、訪日を希望する外国人材に対する正確な情報発信を目的

に、技能実習・特定技能制度や日本に関する情報提供（ポスター・動画等を用いた情報提

供）を行った。 

 

○ 港湾分野での東南アジア・大洋州地域と日本のネットワークを強化し、各国の港湾分野で

の開発戦略・計画の策定や港湾のグリーン化に協力するため、東南アジア・大洋州地域18

か国から港湾関連省庁・公社の幹部等26名を日本に招へいし、日本の政府・民間関係者と

の面談、港湾運営管理に関するセミナーの実施、日本の港湾の視察等を実施した。 

 

○ メコン地域の連結性をハード／ソフト両面から強化するため、経済産業省、日本貿易振興

機構（JETRO：Japan External Trade Organization）、各国商工会、ADB、ASEAN事務局、

日系物流企業等と議論し、新たな協力を検討した。これら議論の成果は、経済産業省が推

進する日・ASEAN経済共創ビジョン策定等にもインプットを行った。 

 

○ JICAの新たな官民連携のモデルを構築すべく、2022年10月に外部コンサルタントを傭上

し、海外拠点及び課題部向け説明会を随時開催しながら、民間連携のプラットフォーム作

りを開始した。タイ周辺諸国経済開発協力機構 （NEDA）主催の周辺諸国行政官向けPPP

セミナー等での講義や、国際金融公社（IFC）、シンガポール政府、ハーバード大学との

連携による途上国行政官向け研修を通じ、PPPに関する能力強化に取り組んだ。また、ADB

の 官民連携部（Office of Public–Private Partnership ：OPPP）やIFCとの意見交換を開始し、

PPP分野での具体的な連携検討を進めた。 

 

○ 東南アジア地域では、長期研修「SDGsグローバルリーダー・コース」で、2022年度に50

名の研修員を受け入れた。研修員は、在学中に政府関係機関のみならず、民間企業等でも

インターンシップを実施しており、研修員及び受入れ機関の双方の学びに繋がった。 

 

○ ベトナムでは、コロナ禍で一時中断していた次世代リーダー育成のための「戦略的幹部研

修プロジェクト」を再開し、本邦における研修に5名が参加し、2022年12月に成功裏に研

修を修了した。過去に戦略的幹部研修プロジェクトに参加した研修員の一部は副首相等

の政府高官に就任するなど、将来、リーダーを担う若手人材育成に貢献しており、親日派

人材との関係強化にも寄与している。 

 

○ インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、東ティモールの大学

等で、現地への日本人講師派遣又はオンライン講義にてJICAチェア（JICA日本研究講座

設立支援事業）を実施した。日本人講師と学生・参加者の間で非常に活発な意見交換、交

流が行われた。 

年度計画の取組を着実に実

施したことに加え、以下の特筆

すべき実績が認められた。 

・インドにおいて、円借款 8

件約 2,500 億円の新規案

件形成、及び高速鉄道の第

3 期・4 期計 4,000 億円の

借款を承諾した。幅広い分

野で案件を実施し、多様な

インドの社会課題の解決

や経済発展に貢献し、更に

は日印特別戦略的グロー

バル・パートナーシップを

締結している両国間の関

係強化に寄与した。 

・11 年ぶりの対ブータン円

借款供与である「新型コロ

ナウイルス感染症危機対

応緊急支援借款」におい

て、コロナ禍による社会経

済課題に対応するため、迅

速な貸付実行（承諾から約

1 か月）するなど、先方財

務大臣から深い感謝の意

が表された。 

・アフガニスタン向けとし

て、支援実施に制約が多い

中にあっても、国際機関等

を通じた無償資金協力と

して、保健、食料、教育、

国内避難民・帰還民支援の

分野など、困窮するアフガ

ニスタンの人々に寄り添

い人間の安全保障に資す

る支援を推進した。 

・パキスタン洪水被害に対

する緊急支援と「より良い

復興」（BBB）のための支

援を迅速に実施した結果、

先方首相からも首脳会談

の場で謝辞があった。 

・対ネパールの「インパクト
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型コロナ

ウイルス

感染症拡

大等によ

る社会経

済的ダメ

ージを克

服するべ

くアフリ

カの自立

的な成長

のための

支援を行

う。その

際、これま

で の

TICAD プ

ロセスの

成果を礎

に、イノベ

ーション

を活用し

つつ、対象

国だけで

なくアフ

リカ大陸

全体に効

果が波及

するよう

取り組む。 

 

カ 中東・

欧州地域 

多様な宗

派・部族に

属 す る

人々に配

慮しつつ

全 て の

人々を包

摂する質

の高い成

域を含む世

界全体の安

定と発展に

大きな役割

を担ってい

る。一方で、

同地域はサ

ブサハラ地

域に次ぐ貧

困人口を有

し格差も大

きく、自然

災害や感染

症等にもぜ

い 弱 で あ

り、さらに、

経済社会に

混乱を抱え

る 国 も あ

る。かかる

地域の特性

を踏まえ、

強じんな社

会の構築に

向けた持続

可能な発展

の基盤の構

築 の た め

に、インフ

ラ整備、貿

易・投資環

境整備、平

和と安定へ

の取組、基

礎生活分野

の改善、デ

ジ タ ル 分

野、気候変

動や防災等

の地球規模

課題への対

応等を支援

ラ整備、若

手行政官や

技術分野の

幹部人材・

高度産業人

材等を中心

とした人材

育成、保健

医療システ

ムの強化を

重点領域と

して支援に

取り組む。  

・特に、モン

ゴルでは、

市場経済安

定化とガバ

ナ ン ス 強

化、保健医

療システム

強化等に向

けた取組を

継続すると

ともに、持

続的な経済

成長に資す

る産業の多

角化を図る

ため、ICT、

観光、農牧

業、気候変

動対策分野

の開発を支

援する。ま

た、深刻化

するウラン

バートル市

の交通渋滞

の解消に資

する円借款

事業の形成

に 取 り 組

 

② 大洋州 

◎ 大洋州における機構初の官民連携大型インフラ事業が完工【①②】：パラオでは、大洋州

における機構初の官民連携大型インフラ事業である「パラオ国際空港ターミナル拡張・運

営事業」（海外投融資）が完工し、2022年5月にターミナル供用式典が開催された。パラ

オ側は大統領以下主要閣僚が出席したほか、日本側は外務大臣が出席した。2021年7月の

PALM9の首脳宣言・共同行動計画で示された重点分野のひとつである「持続可能で強じ

んな経済発展の基盤強化」に資するものであり、スポンサーとして参画する双日株式会社

の空港事業に関する豊富な知見・ネットワーク、日本空港ビルデング株式会社（JATCO）

の空港運営ノウハウ、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）による支援が生

かされ、空港拡張・改修工事のコントラクターである大成建設株式会社が建設を担当し、

コロナ禍で直面する数々の困難に対応しながらオールジャパンでパラオの観光産業発展

の後押しをしている。 

 

○ 国の小ささから協力規模が限定される大洋州地域においては、限られたリソースの中で

効果的な支援が重要となるが、2022年6月に米国を中心とする日・オーストラリア・ニュー

ジーランド・英国の5か国がPartners in the Blue Pacific（PBP）の設立を発表したことを受

け、PALM9首脳宣言・共同行動計画も踏まえつつ、これらの国をはじめとする開発パー

トナーとの連携協議を推進した。具体的には、コロナ禍ではオンライン出席にとどまって

いた大洋州ドナー協調に係る会合に対面で参加したことに加え、在京大使館関係者も含

め、米国、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、韓国を中心とする関係者とも

個別の会合を開催し、大洋州における効果的・効率的な事業展開に関する協議を年間を通

じて30回以上行った。 

 

○ PALM9で重点分野の一つとされた「持続可能で強じんな経済発展の基盤強化」に資する

「財政基盤強化」のため、パプアニューギニアとソロモンに対し「公共投資管理アドバイ

ザー」、トンガに対し「債務管理アドバイザー」の派遣を開始し、また、パプアニューギ

ニアにおいて開発計画アドバイザーの派遣、フィジーにおいて「世界税関機構（WCO：

World Customs Organization）連携 税関能力強化」研修を継続した。 

 

○ 長期研修「SDGsグローバルリーダー・コース」では、2022年度に大洋州地域から36名の

研修員を受け入れた。そのうち学部生は2021年度の倍となる4名を受け入れた。研修員は、

在学中に政府関係機関のみならず民間企業等でもインターンシップを実施し、研修員及

び受入れ機関の双方の学びに繋がった。 

 

○ パプアニューギニア、南太平洋（フィジー、サモア）で、現地への日本人講師派遣又はオ

ンライン講義にてJICAチェア（JICA日本研究講座設立支援事業）を実施した。日本人講師

と学生・参加者の間で非常に活発な意見交換、交流が行われた。 

 

○ その他、各国・各分野でASEAN域内格差是正、パラオ「海上オペレーションセンター強

化」（個別専門家）等海上法執行能力の強化に貢献した。また、フードバリューチェーン、

サイバーセキュリティ等の分野でASEAN共同体との技術協力の案件形成・実施を行った。 

投資推進事業」（海外投融

資）は、産業振興・雇用創

出や再生可能エネルギー

の推進を図り、基幹産業の

育成及び気候変動の緩和

に貢献するものである。ま

た、6 年ぶりのネパール向

けプロジェクト借款「都市

送配電事業」により、産業

振興に必要不可欠な電力

供給の安定化を土台など、

海外投融資を通じた基幹

産業の育成に貢献した。 

・スリランカ経済危機に対

し、国民を守るための迅速

な緊急支援（メイズ（トウ

モロコシ、鶏等の主要飼

料）の種子や、枯渇する医

薬・医療品を緊急的に調

達）を実施した。 

・バングラデシュで初めて

の都市高速鉄道が部分開

業し、交通渋滞、大気汚染

緩和に対する貢献が期待

されている。また、同国初

の国際水準の経済特区

BSEZ が開業し、今後多く

の本邦企業の投資が期待

されている。 

・クロスボーダー道路網整

備事業のカルナ橋が開橋・

供用を開始した。バングラ

デシュとインドを繋ぐ経

済回廊におけるクロスボ

ーダー道路交通の飛躍的

改善が期待されており、南

アジア連結性向上に貢献

した。 

 

４．中南米・カリブ地域 

年度計画の取組を着実に実

施したことに加え、以下の特筆
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長への支

援、紛争・

難民問題、

パンデミ

ックへの

対応も含

む中東・欧

州地域の

経済・社会

の安定化

に資する

支援を行

う。その

際 、

TICAD 、

「平和と

繁栄の回

廊」構想、

「西バル

カンイニ

シアティ

ブ」や、南

南協力の

推進とい

った地域

的な戦略・

イニシア

ティブへ

の貢献を

重視する。 

する。協力

に当たって

は、これま

で培ってき

た南アジア

諸国との信

頼関係をベ

ースに、域

内の内陸国

のニーズや

地域全体及

び他地域と

のハード・

ソフト両面

における連

結性強化、

安全の確保

に 留 意 す

る。また、各

国での取組

への理解・

支持促進の

ため、国内

外での積極

的な情報発

信強化等を

重視する。 

 

エ  中 南

米・カリブ

地域   

中南米・

カ リ ブ で

は、多くの

国が一定の

経済発展を

達成しつつ

あり、民間

連携や科学

技術支援の

潜在的な実

現可能性を

む。  

・中央アジ

ア・コーカ

サス地域で

は、新型コ

ロナの影響

を踏まえた

保健システ

ムの強化、

域内及び他

地域との連

結性強化、

国内の格差

の是正及び

質の高いイ

ンフラに配

慮した協力

を推進し、

発電所、農

業金融、保

健、財政支

援等の円借

款事業の形

成及び着実

な実施を継

続するとと

もに、電力、

農業、ビジ

ネス振興、

保健医療等

で無償資金

協力や技術

協力事業の

形成に取り

組む。 

・中国につ

い て は 、

2022 年 3 月

を も っ て

ODAが終了

したところ

であり、今

 

（2）事業上の課題及び対応方針 

東南アジアでは、2023 年は日・ASEAN 友好 50 周年であり、同年内に日・ASEAN 特別首脳

会議も予定されていることから、関連する協力の実現や東南アジア向け協力に関わる対外発

信に努める。なお、新型コロナウイルスに係る各国の水際対策が緩和され、専門家等の派遣を

促進する環境が整ってきた一方、世界的な物価高騰や急速な円安により、特に実施中の円借款

及び無償資金協力の事業費が増大傾向にあることが課題である。また、インフレや通貨安を抑

えるため金融を引き締める国が増え、経済成長が鈍化するリスクが高くなっている。このた

め、各国の旺盛な開発ニーズに柔軟に応えるとともに、マクロ経済やそれに付随する社会経済

状況を注視し、コロナ禍からの回復や経済安定化への支援を含めた協力を引き続き実施する。

太平洋島しょ国は、狭小性、隔絶性、遠隔性といった、島しょ国特有の課題・ぜい弱性を抱え、

広大な排他的経済水域（EEZ）の管理・モニタリング、水産資源管理、気候変動による海面上

昇や自然災害に強いインフラの整備、保健医療体制の強化、強じんで安定的な成長に必要な財

政基盤の強化や産業の多角化などへの対応が喫緊の課題となっている。特に、新型コロナウイ

ルスの世界的流行以降、太平洋島しょ国地域は厳格な水際対策等を通じて、感染の拡大を最小

限に抑えてきたが、観光業をはじめとする主産業への影響は大きく、経済的に深刻なダメージ

を受けている。 PALM9 にて 5 つの重点分野が協力の指針として示されているほか、太平洋島

しょ国地域は日本の安全保障にとって地政学的に重要な地域であり、FOIP の実現に資する協

力が重要となっている。これら方針を踏まえ、他の開発パートナー等とも連携しつつ、島しょ

国特有の開発課題に対する協力の推進に努めていく。 

 

No.5-2 東・中央アジア及びコーカサス地域 

ポストコロナ及びウクライナ戦争の影響を踏まえつつ、日本政府の「中央アジア+日本」対

話第 9 回外相会合（2022 年 12 月）で打ち出された「人への投資」と「成長の質」を重視し、

モンゴル・南コーカサスを含めた内陸アジア諸国との広域連携強化に資する支援に取り組ん

だ。 

 

（1）業務実績 

◎ ウズベキスタン初の民間事業者による大規模風力発電を支援【①③】：民間事業者による

大規模風力発電設備（500MWdp）を建設・運営することを支援すべく「ザラフシャン風

力発電事業」（海外投融資）にてプロジェクトファイナンスによる融資契約を締結した

（2022年9月）。ウズベキスタン政府の進めるパリ協定の順守及び2026年までに電源構成

に占める再生可能エネルギーの比率を25％に引き上げることを目標とした再生可能エネ

ルギーの普及に貢献が期待される。本事業はウズベキスタンでは初の民間事業者による

大規模風力発電整備であり、PPP活用によるインフラ整備を推進するウズベキスタン政府

の政策の先鞭をつけるものである。ウズベキスタンを含む中央アジア・コーカサス地域に

おける後続類似案件に対する民間事業者による投資の呼び水として、モデルケースとな

ることが期待される。 

 

◎ 自治体と連携し、外国人材受入を支援【①②⑤】：ウズベキスタン政府は移民労働の機会

拡大や保護を目的として様々な施策を講じており、機構が2021年度に実施した基礎情報

収集・確認調査に引き続き、日本国内の自治体、農業分野（畜産）の企業によるウズベキ

すべき実績が認められた。 

・ホンジュラスでは長年に

わたる治安対策への協力

に対し、国家警察より勲章

を受章するなど、同国の地

域警察活動強化への支援

を通じて行ってきた貢献

が評価された。 

・JICA チェアの連続講義に

ついて、2021 年度の 7 か

国 7 校から、11 か国 13 校

に増加した。中南米地域

は、日系社会の存在を背景

として日本に対しての知

的関心度が高く、日・中南

米連結性強化構想「知恵の

連結性強化」に貢献した。 

 

５．アフリカ地域 

年度計画の取組を着実に実

施したことに加え、以下の特筆

すべき実績が認められた。 

・TICAD8 への日本の貢献

と し て 発 表 さ れ た

「TICAD8 日本の取組」

では、全 70 項目のうち、

42 項目を機構に関連する

項目が占めた。 

・TICAD7 への日本の貢献

と し て 発 表 さ れ た

「TICAD7 日本の取組」

では、全 48 項目（小項目）

のうち、機構が関与するは

39項目に上ったが、いずれ

の項目もコロナ禍の最中

には目標達成に困難が伴

ったものの、概ね公約達成

に貢献した。主要な実績と

しては、医療・保健分野や

産業多角化と雇用創出分

野の人材育成、質の高い教

育の提供等が挙げられる。
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有 す る 一

方、貧困層

や格差、自

然災害等の

課題を抱え

ている国も

少 な く な

い。また、同

地域では米

国及びマル

チドナーも

活発に支援

を進めてい

る。かかる

地域の特性

を踏まえ、

安定的で強

じ ん な 社

会・経済開

発、貿易・投

資等を通じ

た経済発展

を一層促進

する環境を

整備するた

め、ガバナ

ンス、教育、

保健、バリ

ューチェー

ン構築に資

する公的・

民間セクタ

ー強化、イ

ンフラ整備

を 支 援 す

る。また、防

災や気候変

動といった

地球規模課

題等への対

応を支援す

る。協力に

後は「日中

両国が対等

なパートナ

ーとして、

共に肩を並

べて地域や

国際社会に

貢献する時

代になった

との認識の

もと、対中

ODAを終了

させるとと

もに、開発

分野におけ

る対話や人

材交流など

の新たな次

元の日中協

力を推進す

る」（開発協

力白書2020

年版）とい

う日本政府

の考えを踏

まえて、機

構としての

役割を果た

していく。 

 

ウ 南アジ

ア地域 

・コロナ禍

からの誰一

人取り残さ

ない「強じ

んな社会シ

ステムの構

築」に向け、

「人間の安

全保障」及

び「質の高

スタン向けセミナーを実施した。更なる外国人材の受入に貢献する取組の強化を目的と

し、ウズベキスタン労働雇用関係省（Ministry of Labour and Employment Relation）傘下の

対外労働移民庁（Agency of External Labour Migration）との間で、外国人材受入支援分野

や就労等を通じた産業人材育成に係るMOCを2022年12月に締結した。シルクロードで知

られるウズベキスタンにおいて、養蚕の技術協力プロジェクトの専門家、関連する中小企

業・SDGsビジネス支援事業案件の提案企業（以下、SDGs案件企業という。）、自治体（高

崎市、SDGs案件の代表企業の所在地）及び機構ウズベキスタン事務所、JICA東京が連携

しつつ、専門家・SDGs案件企業によるウズベキスタンシルク産業の発展に向けた共同セ

ミナーの開催など、群馬×ウズベキスタン×シルク産業によるシルクでつながる取組を幅

広く展開した。加えて、高崎市との共催による「外国人材雇用入門セミナー」を開催し連

携基盤を強化した。 

 

◎ 内陸アジア3か国にまたがる日本センター間の協力枠組みを構築、外国人材受入にも貢献

【②⑤】：キルギス日本センターとカザフスタン日本センターが合同して「第3回カザフ

スタン・キルギス共和国合同オンライン留学フェア」を2022年10月に実施した。その後、

留学フェアや日本の経済産業省の高度人材政策とも紐づけて、キルギス、カザフスタン、

モンゴルの3つの日本センターの連携枠組みにより、初めての「内陸アジア遊牧文化圏日

本センター合同事業 日本留学後の高度人材就職セミナー」を2022年11月に実施した。

2023年1月にはキルギス日本センターによる「キルギス建設・建築ビジネス及び工学系高

度人材オンラインセミナー」を日本の国土交通省の後援も受けて実施した。内陸アジア3

か国にまたがる日本センター間の協力枠組みを日本側省庁も巻き込んで構築した。 

 

◎ 機構の協力成果が国家政策として閣議承認【②④⑤】：キルギスでは人口の6割が農村部

に暮らし、主な収入源を農業生産と海外からの送金に依存している。農業生産だけでは不

十分な収入を補うために、都市部や海外へ出稼ぎに出る男性が多く、残された女性も農業

以外の就業機会がないという現状を受け、村落部における収入創出を目的として、2007年

に一村一品プロジェクトを開始した。同プロジェクトはキルギス政府の下、現地のNPO法

人「OVOP＋１」をパートナーに据え、地域にあるリソースの発掘、それらを活用した商

品開発、海外も含めた販路開拓を行ってきた。その結果、「OVOP＋１」は無印良品を展

開する株式会社良品計画をはじめとした日本企業への販売、観光客や富裕層をターゲッ

トとした国内での販売を拡大し、2022年度には村落部に暮らす女性を中心に、約3300人

（2021年度までは約2,000人）の人々を生産活動に取り込むことに成功した。現在では、

「OVOP+１」は原材料の調達から販売までのサプライチェーンを管理・運営し、コロナ

禍の影響を受けつつも着実に業績を伸ばしている。また、国内各地及び近隣国に対する知

見の共有も積極的に行っている。今般、これらの成果がキルギス政府より高く評価され、

機構が支援してきた一村一品プロジェクトを国家プロジェクトとして位置づけ、キルギ

ス政府自身の政策に取り入れることが2022年6月のキルギス政府の閣僚会議で決定され

た。また、日本人専門家へ首相から感謝状が贈られ、当該専門家はキルギス政府により独

自に経済商業大臣のアドバイザーに任命された。 

 

◎ 新興国の援助機関の能力強化を支援【②④】：2022年10月にカザフスタン国際開発庁

（KazAid）との間で第1回定例会議をオンラインで開催。また、2022年12月にKazAidの理

AfDB との民間セクター開

発のための協力では、当初

目標額の達成は困難とな

ったが、コロナ禍による社

会経済ダメージを克服す

る緊急財政支援を柔軟に

形成し、一定水準の実績達

成に貢献した。 

・TICAD8 では、ウィズコロ

ナ・ポストコロナや複合的

危機下でのアフリカにお

ける日本の協力の役割、意

義を示した広報活動を展

開し、多数の報道により日

本のプレゼンス向上に貢

献した。 

・ウクライナ危機の影響に

よる食料安全保障への脅

威に対応した食料増産支

援を通じて、CARD による

2億人分のコメ増産の達成

目標に協力したほか、

AfDB との協調融資の形

成、緊急支援（ナイジェリ

ア、コートジボワール、タ

ンザニアの 3 か国におけ

る気候変動等に耐性のあ

る種子や肥料の購入に係

る財政支援等）の形成によ

り、4,600 万人分の食料生

産に向けた道筋をつけた。 

・新型コロナウイルス及び

今後の感染症流行を見据

えた域内協力を推進し、感

染症対策に資する大陸横

断的な域内協力体制の構

築を推進した。具体的に

は、ケニア中央医学研究所

に対し東アフリカ域内の

感染症対策拠点強化を目

指した技術協力を開始し

た。その他、ガーナ「野口
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当 た っ て

は、国際開

発 金 融 機

関、民間企

業等との連

携、またDX

の活用、新

産業の担い

手との連携

を重視して

協力に取り

組む。 

 

オ アフリ

カ地域 

アフリカ

は、人口規

模の観点か

ら将来的に

一大市場を

形成するこ

とが期待さ

れ、継続し

た産業開発

への協力が

重要となっ

ている。一

方で、政治

情勢の不安

定化、資源

価 格 の 下

落、暴力的

過激主義の

拡大といっ

たリスクは

依然として

高く、これ

ら課題への

対応が同時

に求められ

ている。こ

うした中、

い成長」を

両 輪 と し

て、インフ

ラ整備、貿

易・投資環

境整備、平

和と安定へ

の取組、基

礎生活分野

の改善、デ

ジ タ ル 分

野、気候変

動や防災等

の地球規模

課題への対

応等に係る

協 力 を 行

う。 

・協力にあ

たっては、

質の高いイ

ン フ ラ 協

力、FOIP、

「日印特別

戦略的グロ

ーバル・パ

ートナーシ

ップ」、「日

バングラデ

シュ包括的

パートナー

シップ」等

の日本政府

が推進する

政策を踏ま

え、他ドナ

ー・国際機

関とも連携

しつつ、多

様な課題に

対して技術

協力・有償

事長及び幹部2名を招へいし、機構本部及び本邦関係省庁において研修を実施するととも

に、同庁の能力強化及び周辺国への支援に向けた連携に係るMOCを締結した。同12月開

催された「『中央アジア+日本』対話」第9回外相会議における日本・カザフスタン外相会

合において、MOCの締結により両国の協力関係が一層強化されることが期待される旨、

評価された。加えて、2023年2月中旬には短期専門家を派遣し、同国政府関係者のODAの

意義についての理解を深めるとともに今後の協力活動についてアクションプランを作成

した。それを踏まえ、KazAidと連携した周辺国に対する協力として、カザフスタン日本セ

ンター（KJC）のリソースを活用し、タジキスタンのビジネスインキュベーションプロジ

ェクトと連携したビジネスマネジメント（カイゼン）に係るセミナーをオンラインセミナ

ー形式でタジキスタン、トルクメニスタンを対象に実施した。また、2022年11月にはタジ

キスタンにおいて対面で実施した。 

 

○ モンゴルのデジタル技術導入推進のため、ICT・デジタル産業及びスタートアップ産業振

興基礎調査の形成やサイバーセキュリティ人材育成案件を着実に実施した。 

 

○ 人材育成奨学計画（JDS：Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship）

に参加し、日本で経済・財政分野を学んだ留学生が、帰国後、モンゴルで日本の指導教官

との合同セミナーを開催したほか、執筆論文の書籍発刊等も行い、留学で得た知見が幅広

くモンゴル国内外へ共有された。保健医療分野では、拠点病院となるモンゴル日本病院の

人材育成を行う技術協力を開始した。観光分野では、持続可能な観光政策に係る専門家の

派遣を開始した。気候変動対策分野では、気象災害であるゾド対策（気候変動適応策）の

事業化に向けた基礎情報収集・確認調査を実施した。加えて、ウランバートル市の交通渋

滞の解消に資する円借款事業について、供与の再開に必要となる財政・マクロ経済情報を

日本政府へ提供した。 

 

○ 対中国ODAのアセットを活用し、中国全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会と日

本政府・機構との間で、法整備分野における日中間の交流を目的とした意見交換会を実施

した。また、本邦企業が中国へビジネス展開する際のニーズの掘り起こしと、中国側企業・

研究機関との連携へ向けたマッチング支援を実施した。 

 

○ モンゴルに対しては、日モ外交50周年及び日本と中央アジア・コーカサス諸国の外交30周

年を契機とした要人往来、機構モンゴル事務所設立25周年・JICA海外協力隊派遣30周年の

周年行事、JICA地球ひろばでの特別展示や写真展開催を通じて信頼関係の強化を図った。 

 

○ モンゴルにおいてJICAチェア特別講義を実施したほか、ジョージア、タジキスタン、カザ

フスタンでもJICAチェアを開講し、戦後日本の発展モデルに係る連続講座を通じ日本の

開発経験の共有を通じた人材育成に貢献した。 

 

（2）事業上の課題及び対応方針 

東・中央アジア及びコーカサス地域は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により対外債

務問題・財政赤字等の課題を抱えるとともに、ウクライナ情勢激化により食料やエネルギー

供給など同地域の社会経済面で大きな影響を受けている。マクロ経済状況や社会状況等に注

記念医学研究所」、コンゴ

民主共和国国立生物医学

研究所（INRB）において広

域セミナーを実施した。 

・アフリカ大陸自由貿易圏

（AfCFTA）との連携強化

を目的に、貿易円滑化や回

廊開発、域内産業バリュー

チェーンの構築等におけ

る AfCFTA 事務局との連

携を強化し、貿易環境の改

善に寄与した。 

・アフリカ連合開発庁―ア

フリカ開発のための新パ

ートナーシップ（AUDA-

NEPAD）との連携を通じ

て、連結性の強化や「カイ

ゼン」アプローチ及び栄養

分野における取組をアフ

リカ全域に展開した。 

 

６．中東・欧州地域 

中期計画の取組を着実に実

施したことに加え、以下の特筆

すべき実績が認められた。 

・ロシアによるウクライ

ナへの侵略により発生し

た危機に以下のとおり迅

速かつ機動的に対応した。 

- ウクライナ政府に

対し、世界銀行との

協調融資による財

政支援を実施し、国

家運営に必要不可

欠な支出のため合

計780億円の迅速な

資金協力を行った。 

- ウクライナ越冬支

援として、深刻なエ

ネルギー不足に緊

急的に対応すべく、

発電機を中心に日
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これまでの

アフリカ開

発 会 議

（ Tokyo 

Internatio

nal 

Conferenc

e on 

African 

Developme

nt 、 以 下

「TICAD」

という。）で

培われたア

セットを基

礎として、

かかる地域

の特性を踏

まえ、保健

医療体制の

強化、ディ

ーセントワ

ー ク の 実

現、アフリ

カのきれい

な街プラッ

トフォーム

等を通じた

地球規模課

題への対応

等の社会開

発課題への

取組を推進

するほか、

地域経済統

合に向けた

取 組 を 含

め、官民一

体となって

強じんなア

フリカ経済

の構築・自

資 金 協 力

（円借款、

海 外 投 融

資）・無償資

金協力等の

スキームを

柔軟・有機

的に組み合

わせて案件

形成・実施

を 推 進 す

る。 

・ ま た 、

「 SDGs グ

ローバルリ

ーダー」コ

ースや人材

育成奨学計

画 (JDS) と

いったJICA

開発大学院

連携等を通

じた人材育

成及びネッ

トワーキン

グを継続・

強化する。 

・2022年は

日本・南西

アジア交流

年であるこ

と を 踏 ま

え、各国で

の取組への

理解・支持

促 進 の た

め、国内外

で一層積極

的な情報発

信強化を行

う。 

・アフガニ

視しつつ、民間主導の経済活動の活性化、産業の多角化、域内外の連結性強化、人材育成等の

取組を通じ効果的な開発事業の実施に努める。 

 

No.5-3 南アジア地域 

南アジア地域は、若年層が多い人口構成や莫大な消費を背景として、今後、世界の経済成長

の中心となる潜在力を有している。また、アジアと中東・アフリカをつなぐ地政学的な要衝で

あり、隣接地域を含む世界全体の安定と発展に大きな役割を担っている。一方で、同地域はサ

ブサハラ地域に次ぐ貧困人口を有し格差も大きく、自然災害や感染症等にもぜい弱であり、さ

らに、経済社会に混乱を抱える国もある。 

かかる状況のなか、「強じんな社会の構築」に向けた持続可能な発展の基盤の構築のために、

「人間の安全保障」及び「質の高い成長」を両輪として、質の高いインフラ協力、FOIP、「日

印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」、「日バングラデシュ包括的パートナーシップ」

等の日本政府が推進する政策を踏まえ、インフラ整備、貿易・投資環境整備、平和と安定への

取組、基礎生活分野の改善、デジタル分野、気候変動や防災等の地球規模課題への対応等を重

点領域として支援を行った。また、日本・南西アジア交流年として、国内外で積極的な情報発

信強化を行い、各国における機構の取組への理解・支持促進に取り組んだ。 

 

（1）業務実績 

◎ インド円借款8件、約2,500億円の新規案件形成、高速鉄道、第3期・4期計4,000億円の借款

を承諾【①②③】：インドにおいては、円借款8件、約2,500億円の新規案件の形成を進め、

うち5件、1,675億円の借款を承諾、1件121億円の借款を事前通報した。中でも「パトナメ

トロ建設事業」は、地方中核都市での初めてのメトロ事業であり、地方部でも深刻化する

大気汚染や交通渋滞の緩和、更にはCO2の削減による気候変動対策にも貢献するものであ

る。また「ムンバイ湾横断道路建設事業」は、世界有数の人口過密都市ムンバイ市と、大

規模な都市開発が進行するナビムンバイ地域を海上道路により接続するもの。同国で初め

て採用される重防食塗装の鋼床版箱桁等、日本の高い技術やノウハウが質の高いインフラ

整備に貢献しており、加えて地域連結性の向上によりムンバイ都市圏全体での広域的な経

済発展に資するものとなっている。さらに、日本とインドの最重要案件である「ムンバイ・

アーメダバード間高速鉄道建設事業」は、総延長508kmのうち、グジャラート州全工区に

おいて土木工事に着工し、マハラシュトラ州全工区についても入札を開始した。旺盛な資

金需要を受けて第3期・4期計4,000億円の借款を承諾し、1,800億円超のディスバースを行

った。その他、「ミゾラム州立高度専門がん研究センター設立事業」や「北東州道路連結

性改善事業（フェーズ７）」は日印首脳会談でも累次に亘って開発の重要性が確認され、

日印アクトイーストフォーラム（Japan-India Act East Forum）にて重点的に議論が行われ

てきた案件であり、外交的意義が大きい。これらを含め、高速鉄道、道路やメトロなどの

大規模インフラ事業から、農業、森林、医療といった幅広い分野で案件を形成することに

より、多様なインドの社会課題の解決や経済発展への貢献し、更には日印特別戦略的グロ

ーバル・パートナーシップを締結している両国間の関係強化に寄与している。 

 

◎ 11年ぶりの対ブータン円借款供与【③④】：南アジアにおいて比較的小規模であるが日本

との親交の深い国であるブータン向けの財政支援として、円借款「新型コロナウイルス感

染症危機対応緊急支援借款」のL/Aを2022年5月に調印した。新型コロナウイルス感染症拡

本国内で緊急調達

し、ウクライナに合

計 262 台を輸送し

た。ブチャ市にもデ

ィーゼル発電機3機

と暖房機6機を輸送

するなど、迅速かつ

機動的に対応した。 

- 無償資金協力案件

として、①復旧・復

興に向けた基盤整

備、②避難民の帰還

に資する生活再建

及び③基幹産業で

ある農業の回復に

必要な資機材等の

整備を行うため、

G/Aの締結をオンラ

インで実施した。 

・ウクライナ難民が多く流

入・滞在しているモルドバ

に対して、保健分野におい

て、災害医療管理体制強

化、無償資金協力による医

療機材供与案件の形成や、

緊急医療体制構築に対す

る協力形成、医療機材維持

管理能力強化専門家派遣

等を実施した。 

・トルコ南東部を震源とす

る地震への対応として、地

震発生当日に派遣した国

際緊急援助隊・救助チーム

（74 名）に引き続き、医療

チーム（計 3 チーム、延べ

181 名）を派遣したほか、

自衛隊部隊の派遣及び 3

度の物資供与（トルコ向け

2 回、シリア向け 1 回）を

実施した。 

・TICAD8 において、日本の

アフリカ支援策「TICAD8 
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立的な成長

を 支 援 す

る。協力に

当 た っ て

は、安定し

た社会を実

現するため

の前提条件

となる、平

和と安定・

安 全 の 確

保、及び公

正で包摂的

なガバナン

スの強化を

重視する。

また、DXを

積極的に活

用するとと

もに、アフ

リ カ 連 合

（ AU: 

African 

Union）が、

アフリカの

統合と開発

の長期的な

ビジョンと

して定めた

「アジェン

ダ 2063」等

の、アフリ

カ自身の大

陸横断的な

開発戦略・

計画への貢

献に取り組

む。なお、こ

うした方向

性 に つ い

て、TICAD

等の機会を

スタンにつ

いては、情

勢を踏まえ

つつ、人道

的な見地を

踏まえた支

援や人材育

成などの協

力を検討す

る。 

エ  中 南

米・カリブ

地域 

・新型コロ

ナの拡大に

より大きな

経済的・社

会的影響を

受けている

地域である

ことに留意

し、経済発

展を一層促

進していく

ためのイン

フラ整備、

防災・気候

変動対策、

都市環境問

題や格差是

正支援等を

重点領域と

して協力を

行う。 

・特に、ウィ

ズコロナ、

ポストコロ

ナの社会・

経済の復興

と発展のた

めの保健医

療、教育、観

大により影響を受けた社会経済の課題に対し、ブータンにおける経済社会の強じん性・環

境の持続可能性に資する政策強化に貢献するものである。ブータンが直面していたコロ

ナ禍による社会経済課題に対応するため、迅速な貸付実行（承諾から約1か月）を実施し、

先方財務大臣から深い感謝の意が表されるとともに高く評価された。 

 

◎ アフガニスタン支援、パキスタンでの周辺国支援を通じ、人道支援、難民への協力を継続

【①②③】：支援実施に制約が多い中にあっても、国際機関等を通じ、アフガニスタン向

け無償資金協力として、保健、食料、教育、国内避難民・帰還民支援の分野で6件86.44億

円（当初想定比157%）のG/Aを締結するとともに、2022年6月に東部地域で発生した地震

に対して緊急援助を行い、困窮するアフガニスタンの人々に寄り添い人間の安全保障に

資する支援を推進した。加えて、インクルーシブ教育及び特別支援教育、母子栄養、農村

部生計向上に係る基礎情報収集・確認調査を実施し、緊急性の高い分野における将来の案

件発掘も追求した。また、パキスタン国内でアフガニスタン難民が最も多く居住するハイ

バル・パフトゥンハー州を対象に「アフガニスタン難民及びホストコミュニティの職業訓

練を通じた生計向上に係る情報収集・確認調査」及び「ハイバル・パフトゥンハー州母子

保健医療サービス機能強化に係る基礎情報収集・確認調査」を開始した。アフガニスタン

難民が長期居住する地域を対象に、アフガニスタン難民とホストコミュニティ住民双方

の生計向上に資する支援策を検討しつつ、農業指導と職業訓練等の状況を確認する予定

である。 

 

◎ パキスタン洪水被害に対する復興支援へ貢献【①②③④】：2022年 6月中旬以降の集中

的・断続的な豪雨により、大規模な洪水が発生した。気候変動枠組条約（UNFCCC：United 

Nations Framework Convention on Climate Change）第27回締約国会議（COP27）等において、

パキスタンに対する支援の重要性が注目される中、機構が実施可能なスキームを総動員

し、他ドナーと協調しながら、洪水被害に対する緊急支援と「より良い復興」（BBB：Build 

Back Better）のための支援を迅速に実施した結果、先方首相からも首脳会談の場で謝辞が

あった 。具体的には、国際緊急援助による物資供与を通じ、テントとプラスチックシー

トを引き渡したほか、個別専門家「河川管理アドバイザー」が、国際機関、世界銀行等が

中心となってパキスタン政府と共に実施した災害後ニーズ確認調査（PDNA：Post Disaster 

Needs Assessment）に参画し、ニーズ確認の段階から各ドナーと連携して対応した。新サ

ブスキーム災害対応技術協力の第一号案件「2022年洪水を踏まえた効果的な堤防管理の

ための能力向上プロジェクト」を形成するとともに、円借款「パンジャブ州送電網拡充事

業（第一期）」を通じた支援の実施、「河川管理強化計画」及び「ハイバル・パフトゥン

ハー州洪水被害に係る母子保健機材復旧計画」（いずれも無償資金協力）の協力準備調査

を準備したほか、基礎調査「シンド州洪水被害に対する教育施設復旧に係る情報収集・確

認調査」を開始した。「バロチスタン州農業普及サービス能力向上プロジェクト」（技術

協力プロジェクト）を通じ、被災農家2,500世帯に対し小麦種子を配布した。「パンジャブ

州母子保健強化プロジェクト」及び「プライマリヘルスケアにおける母子保健の継続ケア

強化プロジェクト」（いずれも技術協力プロジェクト）を通じ、蚊帳9,000張、経口補水塩

及び浄水タブレット約42,000世帯分を配布し、母子の重症化リスクが高い感染症予防に貢

献した。「シンド州におけるインフォーマルセクターの女性家内労働者の生計向上および

生活改善支援プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を通じ、蚊帳1,700張等を配布し

日本の取組」に大きく貢献

した。多くの首脳から機構

の協力に対する謝意が示

されたほか、国内外で多く

の報道がなされた。 

・チュニジアに対する円借

款を通じ、失業率・貧困率

が上昇している同国にお

いて、最も影響を被る貧

困・ぜい弱層の生活改善に

貢献することが期待され

ている。 

・エジプトの気候変動対策

に対する支援として、「コ

ムオンボ太陽光発電事業

（500MW）」（海外投融資）

に署名し、官民による低炭

素化社会実現への貢献を

表明した。 

・エジプトにおいて、UHC

達成の推進の取組として、

世界銀行・AFD と連携し

て開発政策借款（440 億

円）を供与した。実施中の

技術協力プロジェクト案

件との相乗効果を図りつ

つ、UHC 達成への貢献が

期待されている。 

 

（結論） 

以上により、年度計画におい

て予定されていた取組を着実

に実施し、特筆すべき定性的な

成果が多数見られ一方、定量指

標１項目の達成率が 103.4％と

120％以上には至っていない。

また、困難度が「高」とされて

いなかったが、今次評価に当た

り、ウクライナ危機やトルコ南

東部で発生した地震等の状況

を踏まえ、目標・計画の達成及

び進捗状況の把握の結果、本項
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捉えて国際

社会やアフ

リカに対し

て積極的に

発信してい

く。 

 

カ 中東・

欧州地域 

中東ではア

ラブの春か

ら 10 年が

経 過 し た

が、依然と

して多くの

国で政情不

安定などの

混乱が継続

している。

シリア難民

の流入・固

定化は周辺

国への大き

な社会・財

政負担とな

っており、

国際社会に

よる緊急人

道支援に加

え、受入コ

ミュニティ

へ の 支 援

や、問題の

背景にある

貧困や失業

等の構造的

な課題への

取組と中長

期的な対応

が求められ

ている。ま

た、バルカ

光、農業・水

産業、スタ

ートアップ

事業の支援

を行うとと

もに、地球

規模課題に

対しては水

素や地熱に

よるクリー

ンエネルギ

ー支援、気

候変動及び

防災分野で

の支援を行

う。 

・また、中米

の移民問題

に 関 し 貧

困、治安、災

害等の共通

課題への取

組を後押し

する事業の

形成を進め

る。 

・米州開発

銀行や世界

銀行、中米

統 合 機 構

（ SICA: 

Sistema de la 

Integracion 

Centroameri

cana）、カリ

ブ 共 同 体

（ CARICO

M: 

Caribbean 

Community

）、米国等の

域内開発パ

た。 

 

◎ 対ネパールの海外投融資案件「インパクト投資推進事業」調印、6年ぶりのプロジェクト

円借款供与【③】：「インパクト投資推進事業」（海外投融資）は、ヘルスケアやIT、デ

ジタル分野等の産業及び再生可能エネルギー事業への資金提供により、産業振興・雇用創

出や再生可能エネルギーの推進を図り、基幹産業の育成及び気候変動の緩和に寄与する

ものである。また、2022年9月に、6年ぶりのネパール向けプロジェクト借款である「都市

送配電事業」のL/Aに調印した。主要都市部であるポカラ市及びカトマンズ首都圏を候補

に、送配電網整備等を実施することにより、同地域の電力供給の安定化・効率化を図り、

ネパールの経済発展及び住民の生活環境向上に寄与する。ネパールは2015年に発生した

震災からの復興を遂げ、2026年には後発開発途上国（LDC）を卒業する見込みである一方、

海外への出稼ぎ労働者が多く、国内の雇用機会の創出が課題であり、産業育成が急務であ

る。円借款による産業振興に必要不可欠な電力供給の安定化を土台としつつ、海外投融資

を通じた基幹産業の育成を図っていく。加えて、2022年12月から開始した「海外就労者キ

ャリア開発・起業家支援プロジェクト」により、日本からの帰国人材に対するキャリア開

発・起業に資する情報やメンタリングサービスを提供するプログラムを構築、運営し、同

国の産業振興に資する人材育成を進めている。 

 

◎ スリランカ経済危機に対し、国民を守るための迅速な緊急支援の実施と債務対応の継続

【①②③④】：2022年5月以降深刻な状況が続いている経済危機下において、外貨不足等

によりスリランカ国内の農業への影響も甚大となったため、年間約800トン必要とされる

メイズ（トウモロコシ、鶏等の主要飼料）の種子につき、2023年の不足量の約3割強に相

当する144トンを緊急調達した。種子の配布は2022年10月から始まる作付期に間に合わせ

る必要があり、同分野で経験のあるUNDP及び農業省と連携して、短期間での調達及び配

布を実行した。多くのメイズ農家及び鶏産農家が廃業に追い込まれる中、農家の事業継続

及び鶏肉・鶏卵の価格暴騰の抑止に資するものとして多くのメディアでも取り上げられ

た。併せて、緊急支援として、スリランカ国内で枯渇する医薬・医療品も緊急的に調達し

た。糖尿病や透析治療中の方や各種免疫系疾患などの基礎疾患を有する方が新型コロナ

ウイルスに感染し重症化した際の対応能力の強化に尽力した。危機下にあるスリランカ

が真に必要とする支援を行ったことに対し、保健省大臣から謝意とともに高く評価され

た。債務問題に関しては、実施中の円借款事業への影響を懸念する本邦受注企業に対する

説明会を2022年6月に合計13回開催したほか、工事が実施困難な状況が長引く中で、契約

上の取扱いに係る協議など受注企業とスリランカ政府実施機関との間の対話、調整に対

する側面支援を行った。また、二国間債権国間の債務再編協議についても、その動向につ

いて情報収集するとともに、債務再編後に必要となる支援像について日本政府と協議を

行ってきている。 

 

◎ バングラデシュ初の都市高速鉄道が部分開業【①③④⑤】：「ダッカ都市交通整備事業」

（円借款）において、バングラデシュで初めての都市高速鉄道となる高架鉄道の建設を支

援し、2022年12月に部分開業した。交通渋滞、大気汚染緩和に対する貢献が期待される。

本事業においては鉄道システムや車両をはじめ、多くの日本企業が参画しており、「イン

フラシステム輸出戦略」「国土交通省インフラシステム海外行動展開計画」に基づく、日

目について今回は困難度が高

いものであったと認められる

ところ、評定を一段階引き上げ

て「A」評定とする。 

具体的には、ウクライナにお

ける復旧・復興支援や周辺国に

対する本格的な支援における

組織体制を工夫しながらの取

組は、外交上においても大きな

貢献と言える。トルコ南東部で

発生した地震に対する緊急支

援等にも迅速に取り組んだ。さ

らに、各国の喫緊のニーズに応

える形で日本政府の政策実現

に貢献したことで、有償資金協

力は過去最大の実績を達成し

たほか、無償資金協力の締結額

（承諾額）や支払実行額（1,086

億円）も過去最大となるなど、

顕著な成果を得ることができ

た。 

上記の取組を通じ、各地域に

おける外交政策の推進に大き

く貢献するととともに、地域横

断的事項である FOIP の実現へ

向けた取組を具体化させるな

ど、開発途上地域の開発を効果

的かつ戦略的に支援し、日本政

府による国際公約や我が国の

重要政策の達成に大きく貢献

した。 

 

 ＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

各地域の地政学的な特性を

踏まえつつ、引き続き、FOIPの

実現や SDGｓの達成といった政

府の重要政策、また、PALM9の

フォローアップや TICAD8 等我

が国が重視する各フォーラム

におけるコミットメントの達

成を通じた国際場裡における
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ン諸国をは

じめとする

欧州でも地

域安定のた

め平和の定

着、経済振

興が必要と

さ れ て い

る。かかる

地域の特性

を踏まえ、

全ての人々

を包摂する

質の高い成

長に資する

ため、社会

的・地域的

な 格 差 是

正、国の発

展を支える

人 材 の 育

成、インフ

ラ整備、投

資 環 境 整

備、持続的

な 環 境 保

全、紛争・難

民問題への

取組等を支

援する。そ

の際、我が

国政府の地

域 的 な 戦

略・イニシ

アティブへ

の貢献、パ

ンデミック

への対応に

も 留 意 す

る。 

ートナーと

の連携枠組

をいかした

事業展開、

DX の 活 用

及び新産業

の担い手等

民間企業と

の 協 働 、

JICA日本研

究講座設立

支 援 事 業

（JICAチェ

ア）やJICA

留学生事業

を活用した

中南米地域

協力の核と

なる人材育

成等を推進

する。 

 

オ アフリ

カ地域 

・2022年に

実施される

TICAD8 の

機会を捉え

て、機構に

よ る

TICAD7 以

降のアフリ

カ協力の成

果と、パン

デミック後

のアフリカ

の新しい社

会経済構築

に向けた取

組の方向性

を国際社会

及びアフリ

本企業の海外展開促進にも貢献する。部分開業式典には同国首相も出席し、メトロに試乗

した。式典の模様はバングラデシュ国内で大々的に報道された。バングラデシュでは開業

記念の50タカ紙幣・切手が発行された。 

 

◎ 南アジア連結性向上に貢献【①③】：2022年10月に、クロスボーダー道路網整備事業のカ

ルナ橋が開橋・供用を開始した。バングラデシュとインドを繋ぐ経済回廊におけるクロス

ボーダー道路交通の飛躍的改善が期待される。なお、同橋は景観性に優れたニールセン・

ローゼ橋構造をバングラデシュで初めて採用しており、観光誘致も期待されている。 

 

◎ バングラデシュ初の国際水準の経済特区となるバングラデシュ経済特区（BSEZ）が開業

【①②③】：2022年12月にBSEZが開業、円借款・技術協力・海外投融資と機構のスキー

ムを総動員した支援を実施しており、住友商事も事業会社に参画している。日本の官民の

後ろ盾のある経済特区として多くの本邦企業の投資が期待されており、開業式典では本

邦企業2社の予約締結式典も実施した。 

 

◎ 「ベンガル湾産業成長地帯構想」に基づく総合開発やミャンマー・ラカイン州からの避

難民流入の影響を受ける地域住民の生活の質向上を支援【①③】：2022年6月に円借款「南

部チョットグラム地域開発事業」のL/Aに調印。本事業の対象地域には、2014年に日バ両

首脳によって発表された「ベンガル湾産業成長地帯構想」に基づいて重要インフラを含む

総合開発が進められ、将来的にバングラデシュの成長をけん引することが期待されるコ

ックスバザール県チャカリア・モヘシュカリ地域や、ミャンマー・ラカイン州から流入す

る避難民のホストコミュニティが存在する同県ウキア・テクナフ地域が含まれており、開

発に伴う人口流入や避難民流入による人口増加に伴い、道路状態の悪化や交通渋滞、水処

理・供給のひっ迫、廃棄物増加等による社会サービス低下等が懸念されている。こうした

課題に対処するため、基礎インフラの整備等を行うことにより、地域住民の利便性及び生

活の質の向上を図るとともに、対象地域の経済成長及び格差是正に寄与することが期待

される。 

 

◎ 2022年日本・南西アジア交流年で、本邦・在外での一連のイベントを開催、理解・支持促

進【③】：日印外交70周年、デリーメトロ開業20周年記念式典の開催、バングラデシュ国

交樹立50周年記念セミナー等、各国要人の参加があったイベントを年間通じて本邦及び

南アジア各国にて開催した。積極的な情報発信により、国内外における南アジアに対する

日本の協力への理解・支持促進を図った。日本国内では、広報部と共催で7か国それぞれ

のオンラインセミナーやイベント（グローバルフェスタJAPAN）を実施し、延べ11,000名

以上の参加を得た。 

 

○ 南アジア地域内の親日・知日派グループの形成に貢献： JDSにて6か国から103名、「SDGs

グローバルリーダー」コースを活用して9名、各課題に係る長期研修員76名を受け入れた。

海外拠点・国内拠点も含めた交流プログラムを計画し、ネットワークを強化した。JICAチ

ェアは2021年度に実施済みのブータン、スリランカ、バングラデシュ、パキスタンに加え、

2022年度新たにインド、ネパール、モルディブでも実現し、知日派の裾野拡大に貢献した。 

 

日本外交の強化に寄与する取

組の推進に期待する。 

東南アジアでは、2023年は日

ASEAN 友好 50 周年であり、同

年 12 月に日 ASEAN 特別首脳

会議も予定されていることか

ら、対外発信を含め、関連する

協力の実現に努めることを期

待する。太平洋島嶼国地域は日

本の安全保障にとって地政学

的に重要な地域であり、FOIP

の実現に資する協力が重要と

なっており、他の開発パートナ

ー等とも連携しつつ、島嶼国特

有の開発課題に対する協力の

推進に努めていく。その他、複

合的危機（コロナ禍、ロシアに

よるウクライナ侵略、気候変動

の影響を受ける低所得者層の

拡大、食料・エネルギー価格の

高騰、債務問題の悪化など）の

影響を踏まえ、マクロ経済状況

や社会状況等に注視しつつ、民

間主導の経済活動の活性化、産

業の多角化、域内外の連結性強

化、人材育成等の取組を通じ効

果的な開発事業の実施に努め

ることを期待する。 

新興国との関係強化であり、

これまでの二国間協力の成果

を活用した広域協力の一層の

推進や、他の開発パートナーの

リソースを活用した取組など、

より多くの国に裨益する形を

これまで以上に追求していく

ことを期待する。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者から

の意見聴取等） 

特になし。 
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カに対して

発信する。 

・具体的に

は、「JICA世

界保健医療

イニシアテ

ィブ」を通

じ、包括的

な保健医療

分野での取

組を継続す

る と と も

に、持続可

能な社会基

盤 の 構 築

（ディーセ

ントワーク

の 実 現 、

ACCP 等 を

通じた地球

規模課題へ

の対応）、強

いアフリカ

域内経済の

構築（地域

経済統合、

ビジネス環

境の構築）、

安心・安全

な社会の実

現（平和と

安定・安全

の確保、公

正で包摂的

なガバナン

スの強化）

に向けた事

業を戦略的

に 展 開 す

る。 

・その際、

DX ・ STI

○ 基礎生活分野の改善、デジタル分野、気候変動や防災等：上述したインフラ整備、貿

易・投資環境整備、平和と安定への取組等の実績に加え、基礎生活分野の改善、デジタ

ル分野、気候変動や防災等に係る協力も着実に推進している。 

• インド「ミゾラム州立高度専門がん研究センター設立事業」のL/Aに調印した。がんの

予防・検診・治療・研究・人材育成の中核となる州立高度専門がん研究センターを設立

することで、同州のがん対策の医療体制を強化し、がん患者の死亡率がインド国内で最

も高いミゾラム州において、総合的ながん対策体制のモデル州となることを目指す。 

• ブータンでは、デジタル技術を活用した保健医療データ整備を通じた産業振興・政策立

案を促進する技術協力を開始した。データ基盤への保健データの統合的管理とデータ利

活用を促す環境整備、それらを活用した政府・民間のサービスの検討を通じ、保健医療

の質向上と拡充及び産業振興を支援する。また、現地リソース活用型事業（CEP）及び

UNDP によるモバイル胎児心音計測装置の供与、関連政策アクションを含んだ円借款等

多様なスキームの連携に基づく「遠隔医療の体制構築を通じた母子保健強化プロジェク

ト」（技術協力プロジェクト）を開始した。インド「西ベンガル州における気候変動対

策のための森林・生物多様性保全事業」では、生態系を活用した気候変動対策活動や生

物多様性の保全・再生活動、住民の生計向上活動及び森林局の組織体制強化等を行う。

効果的な森林管理のためにデジタル・トランスフォーメーション（DX：Digital 

Transformation）の推進や日本を含む大学や研究機関との協働を活動内容に盛り込みつ

つ、生態系保全を通じた洪水等の自然災害への対応能力の強化等、気候変動の緩和と適

応を目指していく。 

• その他、「バングラデシュ国防災セクター情報収集・確認調査」においては、同国の経済

成長の要となる産業集積地の防御等について分析を行い、今後バングラデシュ政府が取

るべき防災・気候変動対策を提案したところ、同国政府から高い評価を得ている。 

• さらに、2023 年 3 月には、モルディブ共和国のモルディブ銀行との間で、モルディブの

観光関連事業者向け貸付資金として、海外投融資による 1,300 万米ドルの融資契約に調印

した。本案件はモルディブに対する機構として初めての海外投融資案件である。女性の金

融アクセス向上に向けたアクションプランも作成されており、G7 の開発金融機関が取り

組む女性の経済的エンパワメントのためのイニシアティブである「2X チャレンジ: 女性

のためのファイナンス」にも貢献する。 

 

○ 他ドナー連携：南アジア地域においても、世界銀行、IMF、ADB、UNDP、AFD等の国際

機関、二国間国際援助機関との連携に積極的に取り組んでおり、各種面談や国別協議を通

じて各国のイシューについて協議を重ね、情報交換・連携を進めている。アフガニスタン

では、UNICEF、FAO、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR：United Nations High 

Commissioner for Refugees）と連携し、6件（合計約86億円）の国際機関連携無償を形成・

実施している。パキスタンでは、2022年6月以降に発生した豪雨に伴う洪水被害への対応

として、個別専門家「河川管理アドバイザー」が、国際機関、世界銀行等が中心となりパ

キスタン政府と共に実施した災害後ニーズ確認調査（PDNA：Post Disaster Needs 

Assessment）に参画し、ニーズ確認の段階から各ドナーと連携して対応した。バングラデ

シュでは、ミャンマー・ラカイン州からの避難民支援及びホストコミュニティ支援とし

て、JOCV枠UNV制度（JICAが国連ボランティア(UNV)の派遣にかかる費用を負担する制

度）を活用し、2022年11月にJICA海外協力隊経験者をUNHCR（避難民キャンプ・バシャ
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（ Science, 

Technology 

and 

Innovation）

の活用・推

進、本邦民

間企業や国

際機関等と

のパートナ

ーシップの

強化、アフ

リカ大陸ア

ジェンダへ

の貢献、日

本の開発経

験の共有・

知日派ネッ

トワークの

形成・強化

等の分野横

断的な事項

にも取り組

む。 

・上記を踏

まえつつ、

TICAD8 に

おいて日本

政府が発表

する日本の

貢献策の達

成に向けた

取組を進め

る。 

 

カ 中東・

欧州地域 

・地域の安

定化と人間

の安全保障

の確保、包

摂的な質の

高い成長、

ンチャール島支援）、国際移住機関（IOM：International Organization for Migration）（ホス

トコミュニティの防災支援）へそれぞれ1名派遣した。両機関と協調することで、避難民・

ホストコミュニティに向けた多層的な支援を実施。加えて、バングラデシュ・ダッカにて

機構が支援するMRT5号線北路線とADBが支援するMRT5号線南路線は、「質の高いイン

フラパートナーシップ」及び「JICA-ADB戦略的パートナーシップ」に基づくJICA‐ADB連

携案件として位置づけられている。 

 

（2）事業上の課題及び対応方針 

南アジア地域では、政権交代等に伴う政情不安を抱えている国はもとより、新型コロナウ

イルスの世界的な感染拡大後の経済復興途上でのロシアのウクライナ侵略等によるエネルギ

ー・食料価格の上昇、インフレ率上昇等もあいまって、スリランカやパキスタンをはじめ各国

がマクロ経済の難しいかじ取りを迫られている。また、パキスタンでの洪水に象徴されるよ

うに、激甚化する自然災害に対応するための気候変動対策も喫緊の課題である。複合的危機

によりぜい弱性が露呈した社会経済の回復・基盤強化と強じんで包摂的な発展のため、相手

国のニーズに基づきつつ、国際場裡での議論と日本政府の方針も踏まえ、これら課題の解決

を図るとともに、スリランカやパキスタン等のマクロ経済状況を注視し、日本政府や他ドナ

ー等と連携して必要な協力を実施する。 

また、南アジアではインド、バングラデシュ等大口の円借款供与国がある中、世界的なコモ

ディティ、資機材価格の高騰の影響により、事業費が積算時と比較して大きく上振れする事

例も発生しているところ、各国に対する与信の規模感も踏まえて、適切に新規案件の形成を

行っていく。 

 

No.5-4 中南米・カリブ地域 

同地域の経済発展を一層促進していくため、格差是正にも留意しつつ、協力に取り組んだ。

ホンジュラスでは、長年にわたる治安対策への協力に対し、治安対策の強化に貢献した人物や

組織に与えられるプロセール・ディオニシオ・デ・エレーラ勲章を受章した。 

また、中南米地域協力の核となる人材育成のために、日本研究講座設立支援事業（JICA チ

ェア）として 11 か国 13 校での連続講義や 11 か国での特別講義を実施した。さらに機構初の

試みとして JICA チェア実施大学の教員を本邦に招へいした。 

域内開発パートナーとの連携としては、米州開発銀行（IDB：Inter-American Development 

Bank）との協調による融資案件形成・実施及び国内スタートアップ企業との共創推進事業

（TSUBASA）の実施、中米統合機構‐JICA5 か年計画策定、カリブ共同体（CARICOM：

Caribbean Community）アドバイザーの派遣、太平洋同盟の連携強化、中米地域の移民問題に関

する米国国際開発庁との覚書署名等、連携による多彩な事業展開を推進した。 

 

（1）業務実績 

◎ 長年の地域警察への協力が評価され国家警察より受章【②④】：ホンジュラスでは長年に

わたる治安対策への協力に対し、国家警察より機構がProcer Dionisio de Herrera（プロセー

ル・ディオニシオ・デ・エレーラ）勲章を受章した。同賞は、治安対策の強化に貢献した

人物や組織に与えられるものであり、機構が2009年以降、当国の地域警察活動強化への支

援を通じて行ってきた貢献が表彰された。 
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地域的取組

の推進、紛

争とパンデ

ミックのダ

メージから

の回復等に

留 意 し つ

つ、国の発

展を支える

人材育成、

インフラ整

備、政策・制

度改善を重

点領域とし

て 支 援 す

る。  

・特に、パン

デミック及

びウクライ

ナ・中東の

紛争・地政

学的危機に

より生じた

格差や社会

的・経済的

影響への対

応を強化す

る。また、エ

ジ プ ト で

2022年に開

催 予 定 の

COP27 にお

ける議論を

視野に入れ

つつ、気候

変動対策に

資する案件

形成・調査

を 実 施 す

る。 

・紛争の長

期化により

◎ JICA チェアを通じ、日・中南米連結性強化構想「知恵の連結性強化」に貢献【①③】：日

本研究講座設立支援事業（JICA チェア）の連続講義について、2022 年度において取組を

強化した結果、2021 年度の 7 か国 7 校から、11 か国 13 校に増加した。実施した 11 か国

はメキシコ、コスタリカ、ニカラグア、ベリーズ、ホンジュラス、グアテマラ、ベネズエ

ラ、アルゼンチン、ブラジル、ボリビア、パラグアイであり、そのうちグアテマラ・イス

トゥモ大学では選択必修科目として卒業認定単位となる等、先方大学においても評価さ

れている。また、JICA チェア連続講義の持続性と充実を図るため、機構初の試みとして

JICA チェアのカウンターパート 6 か国 8 名を約 1 週間日本に招へいした。また、9 名の

有識者を 11 か国に派遣して単発の特別講義を実施。大学幹部に加え、政府閣僚等（パラ

グアイ教育省副大臣、コロンビア国家企画庁幹部等）も参加するなど、先方政府から高い

関心が寄せられた。アルゼンチン・ラプラタ大学のセシリア教授がコスタリカ大学での

JICA チェア・オンライン講義を担当するなど、域内における JICA チェア連携の推進に

も成果が出ている。中南米地域は、日系社会の存在を背景として日本に対しての知的関心

度が高く、これらの取組を通じ、日・中南米連結性強化構想「知恵の連結性強化」に貢献

した。 

 

○ 中米統合機構（SICA：Sistema de la Integracion Centroamericana）‐JICA5 か年計画策定、

CARICOM アドバイザーの複数派遣、太平洋同盟の連携強化、ソーシャル・インパクト・

ボンド（SIB）セミナーの実施、IDB との協調融資案件形成・実施等を通じ、域内開発パ

ートナーとの連携枠組みをいかした多彩な事業展開を推進した結果、地域機関のハイレ

ベル・キーパーソンとのコミュニケーションが円滑になり、多数の地域間協力技術協力及

び協調融資案件の形成・実施に寄与した。また、一部は日本の外務大臣による中南米訪問

時に関係国政府に対して言及されるなど外交ツールとしても活用された。 

 

○ 中米地域の移民問題に関し、アメリカ合衆国国際開発庁（USAID：United States Agency for 

International Development）と、連携に係る協議を実施したほか、グアテマラでは MOC に

署名するなど、二国間ドナーとの連携を強化した。 

 

○ JICA開発大学院連携の一環として実施している長期研修員「SDGsグローバルリーダー」

に関し、5名が修士号学位を取得し卒業・帰国した。また、2022年度秋入学では13か国25

名の長期研修員を受け入れ、現在、合計49名の長期研修員（修士課程36名、博士課程13名）

を受入中であり、今後の域内協力のキーパーソンとなり得る層として育成に取り組んで

いる。 

 

○ SDGs達成に貢献し得る革新的なアイデアやビジネスモデル、テクノロジーを有する国内

スタートアップ企業と共に、中南米・カリブ地域での新たな国際協力の形を創る取組であ

るTSUBASAの2022年版を開始した。機構とIDBグループのイノベーションラボである

IDB Labにて、TSUBASA2022のキックオフセミナーを2022年12月に東京、福岡、京都の三

都市で開催した。2023年3月にピッチ審査を通じて対象企業を採択し、3月下旬より支援プ

ログラムを開始した。また、中南米各国との連携をより強化するため、太平洋同盟（メキ

シコ、チリ、ペルー、コロンビア）とTSUBASA採択企業を繋ぐイベントを2023年3月に開

催し、各国のスタートアップ・エコシステムをTSUBASA採択企業に紹介した。 
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深刻化する

シリア難民

問題につい

ては、ホス

トコミュニ

ティ支援及

びJICA留学

生受入を引

き続き実施

する。 

・日本の知

見・経験の

共有を図る

取組も推進

する。JICA

留学生・研

修員受入や

技術協力等

の実施を含

めて、エジ

プトにおけ

る日本式教

育の普及・

定 着 を 図

る。日本の

開発経験を

伝え、相互

理解を深め

る べ く 、

JICAチェア

を拡大・継

続 実 施 す

る。 

・ TICAD7

の公約に基

づき、民間

企業の北ア

フリカ進出

支援を行う

とともに、

2022年にチ

ュニジアで

 

〇 中南米地域各都市との姉妹都市協定を締結している都市や、2020東京オリンピック・パラ

リンピックにおいて中南米地域のホストタウンとなった自治体（鳥取県（ジャマイカウェ

ストモア県姉妹都市）、群馬県甘楽町（ニカラグアホストタウン）、群馬県片品村（ホン

ジュラスホストタウン）、千葉県横芝光町（ベリーズホストタウン）、神奈川県藤沢市（エ

ルサルバドルホストタウン）、広島県（メキシコグアナファト州姉妹都市）、名古屋市（メ

キシコシティ姉妹都市）等）との対話を行い、当該自治体間の連携強化のためのアクショ

ンを検討・実施促進したほか、京都府和束町との間でJICA関西、経済開発部、中南米部で

複数の連携活動を実施し、同町の開発教育、地域ブランディングに向けた取組結果を、同

町との共催による「和束まちづくりEXPO」にて発表するなど、先進的な取組を主導・発

信した。 

 

（2）事業上の課題及び対応方針 

新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな経済的・社会的影響を受けている地域であ

ることに留意し、経済発展を一層促進していくためのインフラ整備、防災・気候変動対策、都

市環境問題や格差是正支援等を重点領域として協力を行う。特に、ウィズコロナ、ポストコロ

ナの社会・経済の復興と発展のための保健医療、教育、観光、農業・水産業、スタートアップ

事業の支援を行うとともに、地球規模課題に対しては水素や地熱によるクリーンエネルギー

支援、気候変動及び防災分野での支援を行う。 

 

No.5-5 アフリカ地域 

2019年の第7回アフリカ開発会議（TICAD7：the 7th Tokyo International Conference on African 

Development）を踏まえた機構の取組を着実に遂行し、日本政府の公約達成に貢献した。また、

2022年8月の第8回アフリカ開発会議（TICAD8：the 8th Tokyo International Conference on African 

Development）に向けて日本政府の公約策定や日本/機構の協力成果の対外発信に貢献するとと

もに、TICAD8への参画を通じてアフリカ各国や関係機関との関係強化や機構のプレゼンス確

保に努めた。さらに、複合的危機に直面するアフリカの課題に対応した事業形成・実施を着実

に進めるとともに、新たにアフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA：the African Continental Free Trade 

Area）と連携協定を締結するなどアフリカ関係機関との連携深化に取り組んだ。 

 

（1）業務実績 

◎ TICAD8 への貢献【①②③④】： 2022～2024 年の 3 年間における日本の官民を挙げたア

フリカ支援策「TICAD8 日本の取組」で発表された 70 項目のうち、42 項目を機構に関連

する項目が占め、アフリカ地域における各開発課題の JICA グローバル・アジェンダの実

現に向けた基盤作りに貢献した。また、TICAD8 開催直前の 2022 年 8 月 22 日～26 日の 5

日間、国内外より約 5,000 名の聴衆の参加を得て、24 件のサイドイベントを国際機関やア

フリカ機関等と共催（オンライン開催）し、機構のアフリカへの取組を幅広く効果的に発

信した。オンライン開催によりアフリカからの参加者が約半数と大きく増加した（参考：

TICAD7（2019 年 8 月横浜開催）では 31 件を対面開催し、約 3,000 名が聴衆として参加）。

TICAD 会期前後には、メディアに向けて積極的に発信し、海外 87 件、国内 196 件の機構

関連の報道がなされた。国際的な影響力を持つグローバルメディアやアフリカメディア

において、農業・食料安全保障や再生可能エネルギー等といったアフリカが直面する課題
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開催予定の

TICAD8 で

日本政府が

発表する日

本の貢献策

の達成に向

けた取組を

進め、北ア

フリカ地域

の新規円借

款案件形成

及び実施を

推進する。 

・日本政府

の「西バル

カン協力イ

ニシアティ

ブ」に基づ

き、防災、

中小企業振

興、環境等

の課題への

各種支援を

実施する。 

に対する機構の取組が好意的に取り上げられた事例も含まれる。このほか、TICAD 期間

中に機構の理事長及び理事によりアフリカ首脳級等との面談を 21 件（ホスト国のチュニ

ジアや AU 議長国のセネガル等の首脳を含む）行い、機構の長年の協力の成果と意義が確

認された。加えて、TICAD8 に合わせ、UNDP、世界銀行、アフリカ連合委員会、アフリ

カ連合開発庁（AUDA-NEPAD：African Union Development Agency）、フランス開発庁（AFD：

Agence Française de Développement）等の国際機関・地域機関との間でプレイベント・サイ

ドイベントを共催したほか、アフリカ開発銀行（AfDB：African Development Bank）との

MOU 、 JETRO-JICA-UNDP- 国連工業開発機関（ UNIDO ： United Nations Industrial 

Development Organization）の 4 者連携に関する MOU を締結した。TICAD8 後も AUDA-

NEPAD との間で、年次協議、AfCFTA 事務局長の本邦招へい・MOC 締結などを行った。 

 

◎ TICAD7 における日本の公約に大きく貢献【①③】：2019～2021 年の 3 年間における日本

のアフリカ支援策「TICAD7 日本の取組」全 48 項目（小項目）のうち、機構が関与する

39 項目について、コロナ禍において目標達成には困難が伴ったものの、概ね公約達成に

貢献した。主要な実績としては、医療・保健分野における 41,000 人以上の人材育成、産

業多角化と雇用創出分野に関わる 39 万人以上の人材育成、663 万人超の子どもたちに質

の高い教育を提供等が挙げられる。AfDB との「アフリカの民間セクター開発のための共

同イニシアティブ（Enhanced Private Sector Assistance for Africa: EPSA）4」における投資環

境改善のための協力（3 年で 35 億ドル）については、新型コロナウイルス感染症の影響

で、アフリカ各国の債務状況が悪化し、新規円借款の形成が困難となったため、当初の目

標額の達成は困難となったが、コロナ禍による社会経済ダメージを克服する緊急財政支

援を柔軟に形成したことにより、一定水準の実績達成に貢献した（26 億ドル）。 

 

◎ 多数の報道により日本のプレゼンス向上に貢献【③④】：2022年8月に開催されたTICAD8

は、新型コロナウイルス感染症の拡大後及びウクライナ危機発生後、初めてのTICADであ

り、混乱期にある国際社会において、アフリカにおける日本及び機構のプレゼンス・付加

価値を示す極めて重要な機会・位置づけであると捉え、グローバルメディア、特にアフリ

カのメディアを通じて海外のオピニオンリーダー層にウィズコロナ・ポストコロナや複

合的危機下でのアフリカにおける日本の協力の役割、意義を示し、日本のプレゼンスを高

めることを目的に広報活動を展開した。この結果、海外メディアにおいて、農業・食料安

全保障や再生可能エネルギー等といったアフリカが直面する課題に対する機構の取組

（理念、活動、成果）が、理事長を含む機構の関係者への個別取材におけるコメントと共

に紹介された。その際、アフリカのオーナーシップや人に焦点を当てた機構の協力が具体

的かつ肯定的に報じられたほか、譲許的な円借款等の特徴を持つ日本のアフリカ協力へ

の期待が示された。 

 

◎ ABEイニシアティブの更なる展開【①③⑤】：TICAD7で宣言されたアフリカの産業人材

を6年間で3千人育成することを目標（機構実施分は1.2千人）としたABEイニシアティブ

（アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ）3.0について、2022年度は162名

の新規の長期研修員を受け入れるとともに、新たな取組として、一般財団法人海外産業人

材育成協会（AOTS）と連携した日本企業理解促進プログラムの導入、LinkedInを活用し

たABEイニシアティブ修了生と日本企業間のコミュニケーションツールの確立、フォロ
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ーアップ予算を活用したKakehashi Africa（ABEイニシアティブ修了生の有志による団体）

と連携した水先案内人育成強化等、ABEイニシアティブ研修員及び修了生と日本企業と

の関係強化に資する各種新規活動を行った。 

 

◎ ウクライナ危機の影響による食料安全保障への脅威に対応した食料増産支援を実施

【③】：ウクライナ危機の影響による食料安全保障への脅威に対し、「アフリカ稲作振興の

ための共同体」（CARD：Coalition for African Rice Development））による 2 億人分のコメ増

産（2030 年までに 5,600 万トン）達成目標に協力したほか、AfDB が発表した総額 15 億

ドル規模の「アフリカ緊急食糧生産ファシリティ」（African Emergency Food Production 

Facility）との協調融資の形成、緊急支援（ナイジェリア、コートジボワール、タンザニア

の 3 か国における総額 3 億ドル規模の気候変動等に耐性のある種子や肥料の購入に係る

財政支援等）を形成し、4,600 万人分の食料（コムギ、メイズ、コメ、大豆）生産に向け

た道筋をつけた。 

 

◎ 新型コロナウイルス及び新たな感染症を見据えた域内協力を推進【①②③】：新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響を踏まえ、JICA 世界保健医療イニシアティブの実現に向けた協

力を展開し、感染症対策に資する大陸横断的な域内協力体制の構築を推進した。具体的に

は、ケニア中央医学研究所（KEMRI）に対し東アフリカ域内の感染症対策拠点強化を目指

した技術協力を開始した。また、アフリカ疾病予防管理センター（CDC：Center for Disease 

Control and Prevention）と連携した感染症対策に関する広域研修をガーナ「野口記念医学

研究所（NMIMR）」、コンゴ民主共和国「国立生物医学研究所（INRB）」において実施し、

健康危機対応能力強化に向けたグローバル感染症対策人材育成・ネットワーク強化

（PREPARE）を推進した。さらに、IOM と連携して防疫を含む国境管理事業や新型コロ

ナウイルス感染症危機対応緊急支援借款（コートジボワール、ボツワナ）も実施し、技術

協力と資金協力による包括的な保健医療分野に対する協力を通じ、域内のユニバーサル・

ヘルス・カバレッジ（UHC：universal health coverage）達成に寄与した。 

 

◎ AfCFTAとの連携により貿易環境の改善に寄与【①②】： AfCFTAとの連携強化を目的に、

2022年12月に業務連携協定を締結した。アフリカの貿易環境の改善を目的として、貿易円

滑化や回廊開発、域内産業バリューチェーンの構築等における2機関の連携を強化し、具

体的な活動を進めていくことを合意した。また、業務連携協定の締結に際してAfCFTA事

務局長を本邦に招へいし、機構のみならず日本政府・民間団体との関係強化を図った。そ

の他、地域統合に関するTICAD8での機構のサイドイベントにおいてAfCFTA事務局から

の参画を得て共同発信を行った。 

 

◎ AUDA-NEPADとの連携により成果をアフリカ全域に展開【①②】： AUDA-NEPADとの

連携を通じて、連結性の強化や「カイゼン」アプローチ及び栄養分野における取組のアフ

リカ全域展開に取り組んだ。連結性の強化については、アフリカ大陸に約120か所点在す

るワン・ストップ・ボーダー・ポスト（OSBP：One Stop Border Post）の質の改善に資する

ソースブック改訂第三版を作成・発行し、域内に展開した。本取組を通じて、国境での手

続き効率化など貿易円滑化の更なる推進、ひいてはAfCFTAの実施促進への寄与も期待で

きる。また、アフリカ・カイゼン・イニシアティブの年次会合を開催し、カイゼンに取り
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組む現地企業を表彰する第4回カイゼン・アワードの実施等を通じて、関係国・企業間で

の優良事例・経験の共有を促進するとともに、AfCFTA推進における産業開発の重要性に

係る意識醸成を図った。また、食と栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA：Initiative for 

Food and Nutrition Security in Africa）の下で、栄養改善のアドボカシーや栄養改善パイロ

ット事業を大陸横断的に実施した。 

 

○ AUDA-NEPADによる「Home Grown Solutions（HGS）アクセラレータープログラム」（ア

フリカ民間企業支援を通じたアフリカレジリエンス強化）に係る支援では、2021年度の東

アフリカでの試行を踏まえ、対象地域を全大陸に拡大し計14社を支援した。対象企業の事

業拡大・ビジネスモデルや経営状況の改善を通じて、社会開発課題解決に資するアフリカ

現地企業が市場より合計約18百万ドルの資金調達を新たに獲得したほか、新たな雇用（約

1,400人）、広範な受益者へのサービス提供（約95万人）、現地生産の強化（約23百万ドル

の製造価値）等に貢献し（注）、コロナ禍におけるアフリカ自身の医療対応力向上及び将

来のパンデミックに向けた強じん性の強化に寄与した。 

（注）括弧内に記載の数字は、HGS事業を開始した2020年以降に支援を行った計19社（2021

年度に追加した14社を含む）の累計実績 

 

○ 政変により二国間協力の実施が困難なブルキナファソにおいて、UNICEF との連携により

教育アクセス、質の改善に向けた無償資金協力により、ぜい弱層に対する支援を実施し

た。また、サヘルの平和と安定に資する UNDP との連携強化方針の確認、IOM との連携

による治安影響を受けやすい地域における警察モデルの普及等、国際機関とのパートナ

ーシップ強化を図った。 

 

（2）事業上の課題及び対応方針 

複合的危機（コロナ禍、ウクライナ戦争、気候変動の影響を受けた貧困層の拡大、食料・エ

ネルギー価格の高騰、債務問題の悪化など）の影響を最も深刻に受けているアフリカに対する

開発協力を拡充していくことが、2030年までのSDGsの達成、TICAD8における公約の着実な達

成と日本開催の次期TICAD9（2025年）に向けた準備、国際社会で存在感を増す新興国との関

係強化（日本が議長国のG7での取組を含む）の観点で不可欠である。これまでの二国間協力

の成果を活用した広域協力の一層の推進や、他の開発パートナーのリソースを活用したJICA

アプローチの面的拡大を通じて、限られた投入量でもより多くの国に裨益する形をこれまで

以上に追求していく。また、AUDA-NEPAD、AfCFTA事務局、アフリカ疾病予防管理センター

（CDC）などアフリカ連合（AU）関連機関との連携を推進し、大陸レベルでの事業展開や発

信強化に努めていく。 

 

 

地域の安定化と人間の安全保障の確保のために、難民支援、戦争からの復興・開発推進、質

の高い成長のためのエネルギー分野、インフラ分野などの取組を実施した。具体的には、対ウ

クライナ緊急人道支援及び復興・開発支援の検討、トルコ・シリア震災支援、シリア難民支援

を実施するとともに、日本の知見・経験を共有するための日本式教育の導入支援をエジプト、

ヨルダン、レバノン等で実施した。 

さらに、チュニジアにおいて開催された TICAD8 に対応し、エジプトにおける UHC 達成の

No.5-6 中東・欧州地域 
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ための開発政策借款、チュニジアにおける貧困・ぜい弱層に対する公的扶助・現金給付を支援

する社会的保護強化支援事業、モロッコにおける基礎教育の制度改善につながる開発政策支

援等を実施した。 

加えて、パレスチナ・西バルカン等で、経済成長の根幹を担う産業振興や雇用促進、投資促

進を目指した協力を積極的に推進し、パレスチナ・ヨルダンにおいては観光振興に資する協力

を実施。西バルカンでは、スタートアップ支援や中小企業の能力強化に対する協力を実施する

とともに、セルビアでは Project NINJA の実施と参加企業へのメンタリングなどを通じた現地

企業の競争力の強化支援を実施した。 

 

（1）業務実績 

◎ ロシアによるウクライナへの侵略により発生した危機に迅速かつ機動的に対応【①③

④】： 

 ロシアによるウクライナへの侵略の影響を受けて財政がひっ迫したウクライナ政府に対

し、世界銀行との協調融資による財政支援（DPL）を実施し、医療・教育・社会保障・公

務員の給与等、国家運営に必要不可欠な支出のため合計780億円の迅速な資金援助を行っ

た（2022年5月L/A調印、2022年6月追加L/A調印）。ウクライナ財務大臣からは日本からの

支援に対する謝意とともに、国民の生活に必要不可欠な公共サービスを提供するための

活用に使うと言及があった。その他、復旧・復興の準備として、2022年4月から被害状況

アセスメント、ロジスティクス状況の調査等に着手した。 

 ウクライナ越冬支援：2022年10月以降のロシアによるエネルギー・インフラに対する攻撃

激化とそれによる深刻なエネルギー不足に緊急的に対応すべく、ウクライナの支援ニー

ズに合致する発電機を中心に日本国内で緊急調達し、ウクライナに輸送した。2022年12月

に第一陣がウクライナに到着するなど、機構全体で迅速な対応を行った。最終的には首都

キーウ、ハルキウ、オデーサ、ミコライウ、ヘルソン等に合計262台（寄贈品4台を含む）

を輸送。侵略後に一時ロシア軍に占領され民間人が多数犠牲となったキーウ近郊のブチ

ャ市にもディーゼル発電機3機と暖房機6機を輸送し、届いた際には、駐日ウクライナ大

使、当該市議会それぞれから「日本は遠いが、今日近くなった。支援をありがとう」と謝

意が示され、日本の報道でも報じられた。 

 令和4年度補正予算を活用した支援：2022年12月に決定された令和4年度補正予算（第2号）

（ウクライナ向け支援として、交付金88.16億円、無償224.4億円）をもとに、ウクライナ

の支援ニーズに合致する分野横断的な支援パッケージを検討の上、案件を形成した。喫緊

の課題である地雷・不発弾除去への対応として、日本が長年にわたり協力を行ってきた

CMACとの協働による、日本製の地雷探査機ALISを活用した研修をカンボジアで実施し

た。また、農業分野では、一時ロシアの占領下にあり戦争被害が大きいハルキウの小規模

種子農家に対する種子アクセス改善支援を実施した。トウモロコシとヒマワリの種子は

現地生産されたものを活用し、現地地場産業の生計・収入向上にもつなげるとともに、世

界の食料安全保障に貢献した。教育分野では、遠隔教育を目的とするデジタル・ラーニン

グ・センター向けの資機材供与の一環として、パソコン200台を先行供与した。ウクライ

ナ公共放送局の地方支局の機能を強化し、国民に正確・公平・公正な情報を継続的に提供

できる体制を構築することを目的とした技術協力プロジェクトを開始した。さらに、①復

旧・復興に向けた基盤整備（地雷・不発弾対策、がれき処理等）、②避難民の帰還に資す

る生活再建（交通、電力・エネルギー、上下水道、教育、保健医療等）及び③基幹産業で



100 

ある農業の回復に必要な資機材等を整備、に必要な機材供与を目指し、2023年3月に無償

資金協力のG/Aの締結をオンラインで実施し、ウクライナ復興担当副首相兼地方・国土・

インフラ発展大臣から日本の協力への謝意が示された。 

 自治体と協力し、国内センターでの避難民の受け入れを実施した。 

 

◎ 隣国モルドバ向けに保健分野で各種スキームを活用しての協力を実施【①③】：ロシアに

よるウクライナへの侵略直後からウクライナ避難民が多く流入・滞在し、国民及び避難民

への医療サービス提供体制が急激にひっ迫しているモルドバに対して、保健医療分野で

の協力を行った。具体的には、侵略開始直後の2021年度末から緊急人道支援・保健医療分

野協力ニーズ調査を開始し、①WHOが運営する緊急医療調整本部にて国際医療支援の総

合調整及び医療情報管理での人的貢献を実施（1次隊～3次隊）、②避難民受入状況や衛生

状況・医療サービスへの影響を調査（1次隊・2次隊）、③現地の災害医療体制強化のニー

ズ調査（3次隊）を実施した。同調査の結果をもとに、2022年度以降、フォローアップ協

力による人工呼吸器や超音波装置等の供与、災害医療管理体制強化のためのセミナー実

施、10億円の無償資金協力による医療機材供与案件の形成や、緊急医療体制構築に対する

協力形成、医療機材維持管理能力強化専門家派遣等を実施した。また、これら協力の一環

としてモルドバ保健省の高官を本邦に招へいし、日本の災害医療体制の紹介や厚生労働

省災害派遣医療チーム（DMAT事務局）の見学等を実施するなど、知見の共有を行った。 

 

◎ トルコ南東部を震源とする地震への対応【①②③】：2023年2月のトルコ南東部を震源と

する地震に対し、地震発生当日に派遣した国際緊急援助隊・救助チーム（74名）に引き続

き、医療チーム（計3チーム、延べ181名）を派遣したほか、自衛隊部隊の派遣及び3度の

物資供与（トルコ向け2回、シリア向け1回）を実施した。さらには、緊急支援から復旧・

復興支援につなげるために、被災状況を把握し、ニーズの把握及び技術的な助言を行うた

めの専門家チーム及び有識者（兵庫県）、保健医療、インフラ分野等の調査団の派遣を行

い、トルコ政府、他ドナー、日本政府と協議を実施した。既存案件、フォローアップを活

用した迅速な支援とともに、早急な復旧・復興に向けた支援パッケージを検討した。制裁

が科されているシリアに向けた物資供与は、シリア赤新月社（SARC）と連携して、被災

者への確実な配布を確保した。トルコ向け、シリア向け緊急援助は双方とも現地で大きく

報道された。また、国際緊急援助隊については、日本の国内メディアでも多く報道される

とともに、SNSでも1500万件を超えるアクセスがあり、多くのエンゲージメントを得た。 

 

◎ TICAD8への貢献【①②③④】：チュニジアにおいて開催されたTICAD8においては、「No5-

5 アフリカ地域」の項目で記載の通り、日本のアフリカ支援策「TICAD8 日本の取組」に

大きく貢献したほか、24件のサイドイベントや機構理事長、理事等による各国首脳級との

会談等を実施した。これらを通じ、多くの首脳から機構の協力に対する謝意が示されたほ

か、国内外で多くの報道がなされた。 

 

◎ 世界的な複合的危機に対応した社会保障支援【①③】：チュニジアに対し、貧困・ぜい弱

層に対する公的扶助・現金給付を支援する円借款「社会的保護強化支援事業」のL/Aに調

印（2023年1月）した。同案件を通じて、同国の社会保障強化・対象世帯の適切な拡大を

支援することにより、新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢等の世界的な複合



101 

的危機を受けて失業率・貧困率が増加するとともに、物価の高騰が発生している同国にお

いて、最も影響を被る貧困・ぜい弱層の生活改善に貢献することが期待される。 

 

◎ エジプトの気候変動対策を支援【①②③】：再生可能エネルギー発電による電力供給の増

加を図るため「コムオモンボ太陽光発電事業（500MW）」（海外投融資）を2022年12月に

署名し、官民による低炭素化社会への貢献が表明された。本事業は国際金融公社（IFC）

との協調融資で行われており、UNFCCC COP27開催地エジプトでの会議成果を受けた機

構として最初の温室効果ガスの排出量削減に寄与する事業でもある。また、エジプトの気

候変動対策に対する機構としての強いコミットメントを示すもので、かつ同事業は

UNFCCC COP27にてエジプト政府が掲げたNexus of Water, Food and Energyのエネルギー

プログラムにおける主要な事業と位置付けられ、同政策の実現への貢献を期待されてい

る。 

 

◎ エジプトUHC【①③】：日本政府がTICAD8などで開発途上国におけるUHC達成の推進を

表明したことを踏まえ、エジプトで同取組を加速した。エジプトでは公的保健医療サービ

スの質が低く、貧困層・ぜい弱層を含む国民の多くが民間の高額な保健医療サービスを選

ぶ傾向が高いことから、結果として人口の3割近くが医療費支払により家計破たんを起こ

していると報告されている。そこで、エジプトに対し世界銀行・AFDと連携して開発政策

借款（440億円）を供与（2023年3月L/A調印）し、実施中の技術協力プロジェクト案件（「国

民皆保険（UHI）政策実施能力強化プロジェクト」、「病院の質向上プロジェクト」）と

の相乗効果を図りつつ、日本の国民皆保険における知見をいかしエジプトのUHC達成へ

の貢献が期待される。 

 

◎ AIを活用して経済活性化を支援【③】：ヨルダンで、AIの利活用を促進するための技術協

力プロジェクト「AIエコシステム促進プロジェクト」の討議議事録（R/D：Record of 

Discussions）に署名し、協力を開始した。経済成長率が低迷し、失業率が高い状況のヨル

ダンにおいて、産官学連携を通じた新興技術（AI）を活用することで多種多様な事業者間

のパートナーシップによる製品やサービス、ビジネス開発に貢献するプラットフォーム

を形成することで、起業家の活動の活性化、ICT産業振興を通じた雇用機会の拡充が期待

される。 

 

◎ 観光開発に協力した都市が世界遺産に登録【②③⑤】：過去に萩市の協力を得て実施した

観光開発の技術協力プロジェクトにおいて、事業対象地であったヨルダンのサルト市が

ユネスコ・世界遺産に登録された。2022年11月に萩市でヨルダン王女も参加し、ヨルダン

に係るイベントを開催した。今後、サルト市のイベントにおける萩市の紹介や高校生同士

のオンライン交流も計画中であり、継続した交流が期待される。 

 

○ イラク「持続可能な都市づくりに向けたエルビル都市開発マスタープラン更新プロジェ

クト」（開発計画調査型技術協力）の一環として、カウンターパートであるクルド地域政

府自治観光大臣を招へいし、日本の各都市の街づくり、下水処理等の知見を共有した。 

 

○ イラクにおいて、円借款「バスラ製油所改良事業（第4期）」（1,200億円、2022年12月L/A
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調印）を実施。石油製品の品質向上と需給ギャップの縮小、環境負荷の低減及び関連技術

の移転への貢献を期待。 

 

○ エジプト：UNFCCC COP27のサイドイベントにおいて、エジプト電力・再生エネルギー省

大臣と機構エジプト事務所長が登壇した。同省がカウンターパートとなって実施した技

術協力プロジェクトを通じて完成した同国初の省エネ報告書を紹介した。大臣のスピー

チでは機構の支援とプロジェクトの成果への感謝が寄せられた。 

 

○ 「西バルカン協力イニシアティブ」に基づく本地域への協力 

 北マケドニアにおける「持続的な森林管理を通じた、生態系を活用した防災・減災（ECO-

DRR）能力向上プロジェクト」及びコソボ、モンテネグロにおける「国家森林火災情報シ

ステム（NFFIS）とEco-DRRによる災害リスク削減のための能力強化プロジェクト」（い

ずれも技術協力プロジェクト）において、パイロット事業として治山や植林などを実施し

た。また、ボスニア・ヘルツェゴビナやアルバニアへの広域展開を目指して各国カウンタ

ーパートとの協議を実施した。 

 セルビアではProject NINJAを実施した。全7社を対象にメンタリングやワークショップ等

を通し、ビジネスモデルの更なる進化と顧客開拓を支援した。西バルカン地域においてIT

産業は大きな雇用創出の可能性を秘めており、その更なる発展を担うスタートアップの

支援により、同地域内での人材活用を促進し、経済競争力向上に貢献することが期待され

る。 

 2008年にセルビアで開始し、長年支援を継続している、西バルカンにおける中小企業メン

ターサービス構築・普及促進に係る後続案件として、個別専門家の派遣を開始した。セル

ビアを中心に、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニアを対象に、メン

ター育成マニュアルの構築と広域での制度確立を目指し、各国カウンターパートとの全

体調整会議等を実施した。 

 

○ モロッコにおいて、円借款「基礎教育の制度改善につながる開発政策支援」のL/Aを2022

年7月に調印した。様々な側面における教育格差是正を支援し、子どもの学習環境の改善

に貢献することを目指す。 

 

○ エジプトにおいて、特別活動等を含む日本式教育を導入したエジプト・日本学校がこれま

でに51校開校し、日本式教育実践のモデルとして教員の能力強化等を図った。また、この

取組を全国の小学校に普及すべく、エジプト側人材の育成など、実施体制構築を支援して

いる。加えて「人材育成事業（エジプト・日本教育パートナシップ）」において、新型コ

ロナウイルスの影響を乗り越え、日本への留学生事業を再開した。特別活動や遊びを通じ

た学びなど日本の取組を学ぶべく、福井大学での短期研修も実施した。 

 

○ 外務省が推進する日本・エジプト・ヨルダン三か国間の連携を通じた周辺ぜい弱国支援に

関連して、エジプトにて実践されている特別活動を含む日本式教育に関心を有するレバ

ノンに対して、エジプト・ヨルダンと連携して紹介セミナーを実施。教育省の担当局長よ

り、今後の活用について前向きな意向が示された。 
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○ JICAチェアの取組 

 ブルガリアのソフィア大学において、第三回となるJICAチェア長期講座が実施された。

2022年度より全15回かつ単位取得型となり、同大学の日本語学科で学ぶ学生の教育プロ

グラムの一環としてJICAチェア教材が利用されることとなった。日本人教授による2回の

特別講義が行われたが、同大学が同国内におけるJICA開発大学院連携プログラムをけん

引していくことが今後も期待される。 

 セルビアのベオグラード大学においては、日本人講師による4回のオンライン講義、日本

関連図書寄贈、教材DVDのセルビア語翻訳を行った。トルコでは3つの大学（首都アンカ

ラの中東工科大学、トルコ中央部のネヴシェヒル・ハジ・ベクタシュ大学、ボアジチ大学）

において、日本政治思想史が専門の日本人教授によるJICAチェア講義を実施した。 

 チュニジアでは、2021年度に続き、国立行政学院にて、将来の同国における行政官幹部候

補生向けのJICAチェアを実施し、チュニジアがホスト国となるTICAD8や日本の政治・行

政制度について講義・議論を行った。 

 その他、ポーランド、イラクなどでの開催を含め、計10か国13大学にて「短期集中講義」

事業または「日本研究講座設置」事業を実施した。 

 

○ シリア難民支援 

 紛争の長期化により深刻化するシリア難民問題については、日本への留学生受入を継続

しており、2021年度に受け入れた10名が2022年度に6つの大学に入学、2022年度は6名が来

日済である。 

 トルコにおいてシリア難民を受け入れている地方自治体を支援する事業として、「地方自

治体インフラ改善事業」、「地方自治体環境改善事業」（いずれも円借款）を実施中であ

る。 

 シリア難民及びホストコミュニティを支援対象とした心理社会支援に関する調査の実施

を決定、準備を開始した。 

 

（2）事業上の課題及び対応方針 

地政学的に不安定な国を多く抱える中東地域では、治安状況が急激に悪化する可能性があ

る。国連機関等とも連携の上、リスクに係る情報収集・分析を基に事業計画の策定・実施、邦

人の渡航が難しい場合には本邦研修、周辺国における第三国研修や国際機関との連携等を効

果的に組み合わせた支援を引き続き検討・実施していく。なお、2022年度は技術協力協定締結

が3か国において締結されたが、依然未了な国もあるため、各種援助手法を柔軟に活用・運用

していく。 

戦争が継続するウクライナに対しては緊急支援から復旧と復興への切れ目のない支援が不

可欠であり、また、避難民を受け入れる周辺国に対しても継続的な協力が不可欠である。国内

南東部で発生した地震により大きな被害を受けたトルコにおいても、復旧、復興に向けた早

急な対応が求められている。かかるニーズに対してこれまでもスピード感のある支援を実施

してきているが、甚大な被害に対しては中長期的な計画に基づいた協力も必要となっている。 

機構の各種スキームを活用しつつ、また他援助機関との協働体制を構築しながら、平時の対応

によらない、柔軟かつ迅速な取組を引き続き検討・推進していくとともに、より良い復興を目

指しインフラ整備や制度強化のための支援を検討していく。また、その実現のために組織的な

対応も必要である。ウクライナ支援室の設置や様々な専門性を有した人材の兼務を通じてウ
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クライナやトルコに対する支援をタイムリーに実施してきており、かかる取組を継続してい

く。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.6 JICA 開発大学院連携・JICA チェアを通じた親日派・知日派リーダーの育成 

業務に関連する政策・施

策 

開発協力大綱、自由で開かれたインド太平洋、「明治 150 年」関連施策 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国際協力機構法第 13 条 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】本取組を通じた親日派・知日派のリーダー育成により、共通の価値や

原則に基づく自由で開かれた秩序の実現への貢献が見込まれ、自由で開かれたインド

太平洋の実現に寄与するため。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和 5 年度政策評価、行政事業レビューシート番号は未定 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成 

目標 

基準値 

（目標値） 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度   2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

【指標6-1】JICA開発大学院連携・

JICAチェアを通じた親日派・知日

派人材の育成数 

6,500 人 1,100 人17  1,819 人 人 人 人 人 

 予算額（千円） 

9,132 

    

         決算額（千円） 8,819     

         経常費用（千円） 8,511     

         経常利益（千円） △19,867     

         行政コスト（千円） 8,511     

         従事人員数 73     

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 3．（6）JICA

開発大学院

連携・JICA

チェアを通

じ た 親 日

派・知日派

リーダーの

育成 

人間の安全

保障を推進

し、法の支

配を始めと

する共通の

価値や原則

2．（2）JICA

開発大学院

連携・JICA

チェアを通

じ た 親 日

派・知日派

リーダーの

育成 

人間の安全

保障の推進

及び法の支

配を始めと

する共通の

価値観や原

（6）JICA開

発大学院連

携・JICAチ

ェアを通じ

た親日派・

知日派リー

ダーの育成 

・JICA開発

大 学 院 連

携・JICAチ

ェアを更に

推進し、日

本国内の大

学との連携

＜主な定量的指標＞ 

（定量的指標及び実

績は上記２．①参照） 

 

＜その他の指標＞ 

【指標 6-2】JICA 開

発大学院連携・JICA

チェア等を通じた育

成人材との継続的な

関係維持・発展に資

する取組の促進状況 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

コロナ禍においても、2021 年度、2022 年度共に毎年 1000 名以上の JICA 留学生の来日

を実現し、2022 年 11 月時点での JICA 開発大学院連携における留学生の在籍者 2,537 名

により、安倍首相（当時）により 2018 年に表明された 2022 年度に「2,000 人が日本で学

んでいる状態」について達成した。留学中に習得した技術や専門分野の研究成果に基づ

き、帰国留学生が機構の他事業とも連携し、自国の開発課題解決に貢献する取組を実践し

た。こうした帰国後の留学生との継続的な関係性の維持・強化を図るために、留学生の来

日以降の就学状況や機構との関係を継続的に記録・管理できるよう、JICA 留学生情報に

関する簡易データベースの構築を開始した。 

JICA チェアは 2021 年度の 46 か国から 2022 年度には 71 か国へ大幅に拡大し、JICA チ

ェアを担当する現地の教授等を日本へ招へいするプログラムを新たに実施し、日本の教

育研究機関等との意見交換等を通じて関係者間での更なる連携強化を図った。プログラ

ムの質の向上のために、放送大学と共同で制作したビデオ教材「日本の近代化を知る 7

章」に加えて、「続・日本の近代化を知る」として第 8 章～第 15 章の制作及び同教材の多

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：評価指標の目標水準を大幅

に上回る成果を上げていることに

加え、以下 4．業務実績のとおり、

「独立行政法人の評価に関する指

針」（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣

決定）及び「外務省所管独立行政

法人の業務実績の基準について」

（平成 27 年 3 月外務省）に掲げ

られた S 評価の根拠となる質的な

成果（法人の自主的な取組による

創意工夫、目標設定時に想定した

以上の政策実現に関する寄与等）

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

（定量的実績） 

【指標 6-1】JICA 開発大学院連携・

JICAチェアを通じた親日派・知日派人

材の育成数について達成度が目標値の

120%以上となっており、着実に目標を

達成している。 

 

（定性的実績） 

【指標 6-2】JICA 開発大学院連携・

JICA チェア等を通じた育成人材と

の継続的な関係維持・発展に資する

取組の促進状況 

 
17 各年度の目標値は、第5期中期計画期間中に漸増させ、中期目標期間全体の目標値6,500人を達成する予定。 
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に 基 づ く

「自由で開

かれたイン

ド太平洋」

の基本理念

への理解を

得ることも

念 頭 に 、

JICA 開発

大学院連携

や「JICA日

本研究講座

設立支援事

業（JICAチ

ェア）」等を

通じて親日

派・知日派

リーダーの

育 成 や 、

SDGs 達成

を含め開発

途上地域の

課題解決を

担う中核人

材の育成の

支 援 を 行

う。その際、

我が国の開

発と ODA

として他国

に協力した

経 験 の 共

有、国内外

の教育機関

との連携強

化、育成人

材との継続

的な関係維

持・強化に

向けた取組

の強化、各

事業との相

則 に 基 づ

く、「自由で

開かれたイ

ン ド 太 平

洋」の基本

理念への理

解を得るこ

と も 念 頭

に、国内外

における親

日派・知日

派のリーダ

ー育成や開

発途上地域

の課題解決

を担う中核

人材育成を

支援する。

協力に当た

っては、我

が国の開発

経験を含む

専門知識を

学ぶ機会を

提供する。

そ の 際 、

JICA 留学

生 等 に 対

し、日本国

内の大学と

の連携を通

じて我が国

の開発経験

や開発協力

の経験を提

供するとと

もに、海外

の大学等研

究機関との

連 携 を 通

じ、JICAチ

ェアとして

を通じて我

が国の開発

経験を含む

専門知識を

学ぶ機会を

提供するこ

とにより、

国内外にお

け る 親 日

派・知日派

のリーダー

育成や開発

途上地域の

課題解決を

担う中核人

材育成を支

援する。 

・特に、コロ

ナ禍におけ

る人の国際

的な移動の

制限はある

ものの、政

府との調整

を 行 い 、

JICA留学生

の来日を実

現させ、安

倍総理（当

時）が発表

した目標の

達成に貢献

する。 

・また、我が

国の開発経

験を伝える

ため拡充し

たコンテン

ツ を 活 用

し、JICAチ

ェアを海外

の大学等研

言語（5 か国語）への翻訳版を制作するなど、コンテンツの拡充を図った。 

 

（1）業務実績 

No.6-1 JICA開発大学院連携による留学生の来日（及び帰国後の成果） 

◎ 「2,000人が日本で学んでいる状態」を達成【①③】： JICA開発大学院連携は、日本

政府が推進する「明治150年」関連施策の一つとして、開発途上国・地域の将来の発

展を担い得る人材を研修員として日本に受け入れ、大学院学位課程において、英語で

の専門分野の教育・研究機会に加え、日本の近現代の発展と開発経験を学ぶ機会を提

供するものである。これによって、留学生が帰国後に母国の発展に効果的に役立てて

もらうことを狙いとし、更には、日本で学んだ開発途上国の人材が、母国で、知日派・ 

親日派のトップリーダーとして活躍し、両国間の関係が中長期的に維持・強化される

ことも期待するものである。2018年に安倍首相（当時）から「5年後を目途に、いつ

も2,000人規模の開発途上国の将来を担う若者たちが日本で学んでいるという状態を

目指す」と表明されたことを受け、本構想の下での常時2,000人が日本で学ぶ状態を

目標として掲げ、2018年度から本格的に推進し、これまで100の本邦大学と留学生受

入に係る覚書を締結した。コロナ禍でも2022年度は長期研修員及びJDS留学生1,050名

が新規来日した。2021年度新規来日者1,128名、2022年度新規来日者1,050名と毎年

1,000名以上の来日を実現し、2022年11月時点でのJICA開発大学院連携における留学

生の在籍者が2,537名になり、安倍元首相による上記の5年後（2022年度）に「2,000人

が日本で学んでいる状態」を達成した。 

 

◎ 留学生が帰国後に日本で学んだ橋梁維持管理技術を展開【③】：「道路アセットマネ

ジメント技術の中核人材育成プログラム」において2021年度に博士号を取得したラ

オスからの留学生が、ラオスに帰国後、現地の技術者を指導する立場となり、本邦で

学んだ橋梁維持管理手法を他橋梁技術者へ展開している。また、橋梁の維持管理を実

施する公共事業運輸省の能力向上を図る「橋梁維持管理能力強化プロジェクト」でも

ラオス側の中心的な役割を果たしており、技術協力プロジェクトの成果発現にも寄

与している。 

 

◎ 留学生が日本で学んだ成果を展開し、表彰を受賞【③④】：ネパールにおいて、現在

選挙管理委員会長官を務める帰国留学生が、帰国後、留学中に学んだ日本での執務室

の在り様を「モデル オフィス コンセプト」として導入し、ネパール政府から表彰を

受けた。また、その帰国留学生は、首相府第二州事務所主席次官として、効果的・効

率的な質の高い公共サービスを人々に提供するため、第二州の行政官人材育成プロ

グラムの設計や資源配分、プログラム実施においても日本で学んだ経験を活用して

いるほか、日本・ネパール間政策対話プログラムにも参加し、二国間関係の強化にも

貢献している。 

 

◎ 留学の成果と技術協力・科学技術協力の相乗効果を発現【③】：コンゴ民主共和国で

は、日本留学中にバイオセーフティレベル3（BSL-3）実験室で病原体を扱うトレーニ

ングを行う機会を得た留学生が、帰国後、所属先の生物医学研究所において技術協力

を満たしており、当該事業年度に

おける中期計画の所期の目標を上

回る顕著な成果が得られていると

認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

 前年度指摘事項については特に

なし。 

 

 

１．JICA 開発大学院連携による留

学生の来日（及び帰国後の成果） 

中期計画の取組を着実に実施し

たことに加え、以下の特筆すべき実

績が認められた。 

・2018 年の安倍総理（当時）が表

明した目標につき、2022 年 11

月時点でのJICA開発大学院連

携における留学生の在籍者が

2,537 名になり、同目標が達成

された。 

・ラオスからの留学生が、帰国

後、橋梁維持管理手法を他橋梁

技術者へ展開した。また、公共

事業運輸省の能力向上を図る

プロジェクトでも、中心的な役

割を果たし、プロジェクトの成

果発現にも寄与した。 

・ネパールにおいて、現在選挙管

理委員会長官を務める帰国留

学生が、日本で学んだ「モデル 

オフィス コンセプト」を導入

し、ネパール政府から表彰を受

けたほか、日本・ネパール間政

策対話プログラムにも参加し、

二国間関係の強化にも貢献し

た。 

・「シリア平和への架け橋・人材

育成プログラム（JISR）」におい

て、日本のスタートアップ企業

へ就職し、シリア在住のエンジ

ニアと日本企業を繋げる役割

を担うなど、日本とシリアの架

け橋を担う修了生を輩出した。 

 

２．JICA チェア  

中期計画の取組を着実に実施し

たことに加え、以下の特筆すべき実

績が認められた。 

・ボリビアでの JICA チェアにお

いては、ガブリエル・レネ・モ

レーノ大学での JICA チェア・
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乗効果の発

現を重視す

る。 

これらの経

験の提供や

講座の設立

等にも取り

組む。加え

て、これら

のプログラ

ムの受講者

との中長期

的な関係性

の維持・発

展や、JICA

グ ロ ー バ

ル・アジェ

ンダへの貢

献、各事業

との相乗効

果の発現等

の成果の発

展及び可視

化に取り組

む。 

究機関との

連携を通じ

て推進し、

拠点数を拡

大する。 

・加えて、

帰国留学生

との関係性

の維持・発

展 に 向 け

て、留学生

データベー

ス等の構築

を 推 進 す

る。 

プロジェクトと連携してバイオセーフティレベル2及び3実験室の標準操作手順の策

定やバイオセーフティ研修の講師を務めるなど、現地事業に活用している。また、「資

源国の行政・研究人材育成（資源の絆）」プログラムでは、ザンビア鉱山鉱物資源開

発省からの留学生が、日本滞在中に同地で実施中の地球規模課題対応国際科学技術

協 力 （ SATREPS ： Science and Technology Research Partnership for Sustainable 

Development）「ザンビアにおける鉛汚染のメカニズムの解明と健康・経済リスク評

価手法および予防・修復技術の開発」を補完するテーマでの研究に北海道大学留学中

に取り組み、帰国後もその成果を活かしSATREPSに参画している。今後、経験を通

じて研究テーマを発展させていくことが期待される。 

 

◎ 本邦企業との連携により留学プログラムを充実化【②③】：2022年3月に機構と包括

連携協定を締結したセイコーエプソン株式会社において、2022年8月及び修了時の

2023年3月にJICA留学生8名を対象としてインターンシップを実施した。JICA留学生

は同社の歴史、理念、技術等から日本の主要産業成長の背景を学び、最終日に「開発

途上国でSDGsを加速するイノベーション」をテーマにビジネスプランを発表した。 

 

◎ 留学生事業により日本とシリアの架け橋を担う修了生を輩出【③⑤】：「シリア平和

への架け橋・人材育成プログラム（JISR）」は、将来のシリアの復興や平和構築に貢

献するとともに、シリアと日本の架け橋となる人材の育成を目的に、日本の修士課程

での教育の機会を提供している。2017 年から 2021 年までに 67 名を長期研修員とし

て受入れ、2023 年 3 月時点で 51 名が修了した。研修修了後シリアへの帰国が困難で

あることから、修士課程での教育の機会に加え、日本語学習機会の提供、年に 2 回の

就職支援セミナー及び企業交流会の開催等を通じて、研修員ごとの希望を踏まえ伴

走して支援を実施した。修了者のうち、日本のスタートアップ企業への就職後に執行

役員に就任し、シリア在住のエンジニアと日本企業を繋げる役割を担い、シリア人に

就労機会の提供を行う者や、ヨルダンで実施する技術協力プロジェクトにコンサル

タントの一員として従事する者、将来シリアでの展開も視野に入れながら、プロジェ

クトマネージャーとしてイラクで子ども向けのプログラミング教育事業に従事する

者など、日本とシリアの架け橋を担う修了生を輩出している。また、修了生 2 名は、

日本の経験をシリア復興にもいかしたいという思いから、広島原爆の経験や東日本

大震災を題材に、復興過程や被災者の証言を紹介するドキュメンタリー映画をアラ

ビア語で制作し、東京外語大学で一般上映するとともに、他アラブ諸国へも日本の復

興の経験を伝えるなど、日本との架け橋の役割を担っている。 

 

○ 帰国後の留学生との継続的な関係性の維持・強化を図るために、留学生の来日以降の

就学状況や、機構との関係を留学終了後も継続的に記録・管理できるよう、JICA 留

学生情報に関する簡易データベースの構築を 2022 年度に開始した。当該データベー

スにより、留学生情報の一元管理による業務効率化、及び関係性の維持・強化による

留学生事業の質的向上を図る。 

 

No.6-2 JICAチェア 

◎ ボリビアの閣僚等がJICAチェアを高く評価【②④】：具体的な各国政府等からの反

ディプロマコースについて、同

国閣僚等から高い評価を受け

た。 

・アフリカ連合委員会向け JICA 

チェアにおいては、計 8 か国か

ら 60 名以上が参加した。参加

者から好評を得たとともに、

AUC コミッショナーからも高

い評価を得た。 

・JICA チェアの実践が進む中南

米地域においては、常設講座の

講師がアルゼンチンからコス

タリカ大学でのJICAチェアの

講師を務めるという中南米地

域内での知見の共有・連携が進

められ、本プログラムを通じた

相互理解が促進された。 

 

３．プログラムの質的な向上 

 年度計画の取組を着実に実施し

た。 

 

（結論） 

以上により、定量指標１項目につ

いて 120%を越える結果を得て、年

度計画において予定されていた取

組も着実に実施されているが、目標

設定時に想定した以上の質的に顕

著な成果が数多く認められるとは

言いがたい。「Ｓ」評価には至らない

ものの、中期目標における所期の目

標を上回る成果は得られていると

認め、「Ａ」評価とする。 

具体的には、コロナ禍でも 1,000

人/年以上の JICA留学生の来日を実

現し、総理による表明内容の実現に

貢献した。JICA チェア（日本研究講

座設立支援事業）については、71 か

国に拡大したほか、提供するプログ

ラムの質の向上にも取り組む等、親

日派・知日派リーダーの育成につい

て、所期の目標を上回る顕著な成果
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応として、ボリビアでのJICAチェアにおいては、ガブリエル・レネ・モレーノ大学で

のJICAチェア・ディプロマコースについて、ボリビア側からの評価が非常に高く、継

続を求めるレターがJICA事務所宛てに多数寄せられている。また、経済・財務大臣、

副大臣からも日本の生産性、技術、経済発展を学ぶことの意義は大きいという認識の

下で、JICAチェアの継続・拡大に対する大きな期待が寄せられており、同大学とJICA

との間で日本研究講座のコンテンツの充実化のための共同研究を開始している。 

 

◎ AUCからも高く評価【②④】：アフリカ連合委員会（AUC）向けJICA チェアにおい

ては、AUC教育担当コミッショナー（大臣級）、AUC教育担当部局職員に加え、アフ

リカ各地のAUC傘下の研究機関やPan African Universityホスト大学の教授・学生等、

計8か国から60名以上が参加した。日本側からはアフリカ連合日本政府代表部特命全

権大使も参加し閉会挨拶した。講義後には予定時間を大幅に超過するほどの活発な

質疑応答が行われ、参加者から好評を得た。AUCコミッショナーからは本取組の意義

について述べられるとともに、感謝が寄せられた。 

 

◎ 本邦招へいプログラムにより相互理解を促進【③】：JICAチェアの実践が進む中南

米地域においては、中南米諸国のJICAチェア担当教授等を日本へ招へいし、日本の教

育研究機関等を訪問し、情報収集・意見交換を対面で行うことで、関係者間の更なる

連携強化を図る取組を2022年度に初めて実施した。招へいを通じ、各国でのJICAチェ

ア強化、JICAチェアと留学生事業の連携強化、域内のJICA チェア連携の推進を図っ

た。具体的には、ブラジル・サンパウロ大学でのJICAチェアの受講者から戦略的に

JICA開発大学院連携における留学候補生を選定するといったJICAチェアと留学生事

業を効果的に連携させる事例や、中南米地域におけるJICAチェアの常設講座の講師

がアルゼンチンからコスタリカ大学でのJICAチェアの講師を務めるという中南米地

域内での知見の共有・連携が進められている。 

 

○ 開発大学院連携における講義等の内容に国外から高評価を得たことを契機に、日本

の開発経験を学ぶ機会を国外にも広げるため、開発途上国各国のトップクラスの大

学等を対象に、「日本研究」の講座設立支援を行うプログラム「JICAチェア」を2020

年度から本格的に実施している。2021年度の46か国から、2022年度末までに71か国へ

大幅に拡大した（日本研究講座設置事業21か国、短期集中講義50か国）。特に2022年

度は、新型コロナウイルスによる影響は残るものの、より円滑かつ双方向の講義を実

施するため、対面での講義の実施を推進し、延べ30名の大学関係者等が現地に出張、

講義を実施した。 

 

 

No.6-3 プログラムの質的な向上 

○ プログラムの質の向上のために、放送大学と共同で制作したビデオ教材「日本の近代

化を知る7章」に加えて、「続・日本の近代化を知る」として第8章～第15章の制作及

び同教材の多言語（5か国語）への翻訳版を制作するなど、コンテンツの拡充を図っ

た。上記に加え、各グローバル・アジェンダにおける日本の開発経験に関するビデオ

教材（鉄道ネットワーク、上水道、農村開発、社会保障の4分野）を開発し、中南米

が得られた。 

 

 ＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞ 

JICA開発大学院連携・チェアにつ

いては、これまでの開催国における

継続的な実施と他国への拡大や、先

方政府や大学との連携を継続し、現

地にて創意工夫を図りながら、協力

を促進することを期待する。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意

見聴取等） 

・JICA 開発大学院連携 

コロナ禍において、２０２２年１

１月時点でのJICA開発大学院連携

における留学生在籍者数が 2,537

名となり、「2,000 人が日本で学んで

いる状態」を達成したことは高く評

価できる。一方で、無償資金協力に

おける若手行政官の日本への留学

による学位取得「人材育成奨学計画

（JDS）」や、機構全体の受入れ研修

員・留学生 24,722 人、累計 70 万人

（2021 年度数値）との関係性につ

いても記述があるとありがたい。今

後ともこのような信頼に基づく知

日派・親日派人材の重層的ネットワ

ークの更なる強化を期待したい。 
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地域やフィリピンにおけるJICAチェアの講義において活用した。地域理解プログラ

ムについて、2022年度は12国内拠点で実施し、延べ834名の留学生が参加。「阪神・

淡路大震災からの復興」をテーマに震災当時に副知事・防災監を務めた関西国際大学

教授等の協力を得て実施したプログラムでは、震災後に兵庫県がより強じんな災害

に強い住みやすい街づくりを推進し復興を遂げてきた歴史と世界に伝える取組につ

いて伝えることで、参加した留学生からは「災害等の情報をいち早く得てそれを伝え

るシステム/姿勢が自国では不足していると感じており、学校だけでなく市民に対す

る防災教育をどのようにすべきかを帰国後も考え実践していきたい」といった声が

寄せられた。また、「セイコーエプソン株式会社の地域に根差した発展の経緯を歴史

から学ぶ」プログラムでは、諏訪地域の歴史から同社発展の経緯や同社の事業マイン

ドを学び地域に根差した取組を理解する機会を提供し、活発な質疑応答が飛び交い、

講義・視察内容に対する参加者の関心・評価は非常に高いものであった。こうした各

地域でのプログラムに関して、2022年度より各地域に在学する留学生のみならず、全

国の留学生にも提供を開始し、新たな学び、経験、人脈を得る機会の拡充を試みてい

る。その他、地域理解プログラムを通じて、地域の日本人高校生（沖縄）や大学生（九

州）と留学生との意見交換の機会を設けることで当該地域での多文化共生にも資す

るような取組も実施している。 

 

○ 2022年度入学者を対象に第1回目のJICA留学生ネットワーキングセミナーをオンラ

インで開催し、約630名が参加した。JICA留学生としての意識付けを行うとともに、

日本留学の効果発現のために「SDGs時代におけるJICA留学生に期待される役割」、

「異文化理解促進」をテーマに講義及びグループワークを実施した。同セミナーにお

いて、各留学コースを主管する機構内の部署の企画によるプログラムも実施し、各地

域における機構事業の説明のほか、JICA留学生との意見交換を通じてネットワーク

の構築、強化を行った。また、ABEイニシアティブ、SDGsグローバルリーダーコー

ス、イノベーティブ・アジア等のインターンシップ実施対象者向けには企業交流会を

開催、企業延べ48社、研修員延べ191名が参加し、日本企業とJICA留学生とのネット

ワーキングの機会を創出した。 

 

○ JICA開発大学院連携のウェブサイトに加えて、SNSのアカウント（英語）を2022年度

に立ち上げ、JICA開発大学院連携やJICAチェアの意義や参加者からの評価等につい

て対外的な発信を強化することで、留学生事業やJICAチェアへの関心層や候補者層

の拡大を図っている。 

 

（2）SDGs達成に向けた貢献 

各国の発展を担う人材であり多様な分野での活躍が期待されるJICA留学生の受入れと

能力向上を実施し、SDGsのあらゆる分野の達成に貢献した。 

 

(3) 事業上の課題及び対応方針 

JICAチェアについては、これまでの開催国における継続的な実施と他国への拡大に向

け、実施体制の整備が課題である。これに対し、先方政府や大学との協議を継続し、現地

での更なる創意工夫の促進を図っていく。 
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４．その他参考情報 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.7 民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢献 

業務に関連する政策・施

策 

開発協力大綱、インフラシステム海外展開戦略 2025（旧名称：インフラシステム輸

出戦略） 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国際協力機構法第 13 条 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】開発協力大綱等の政策目標では、民間の技術・資金との連携強化を通

じた開発課題の解決を重視しており、本取組の貢献度が大きいため。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和 5 年度政策評価、行政事業レビューシート番号は未定 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成 

目標 

基準値 

（目標値） 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度   2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

【指標7-1】協力準備調査、中小企

業・SDGs ビジネス支援事業を活

用した法人・団体数 

490 

法人・団体 

60 

法人・団体18 

87 

法人・団体 
    

 予算額（千円） 

9,155 

    

【指標 7-2】開発途上地域の課

題解決及び海外展開につなげ

るためのコンサルテーション

企業数 

4,420 

法人・団体 

800 

法人・団体19 

1,021 

法人・団体 
    

 決算額（千円） 

4,671 

    

         経常費用（千円） 4,172     

         経常利益（千円） △413     

         行政コスト（千円） 4,172     

         従事人員数 151     

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 3．（7）民間

企業等との

連携を通じ

た開発課題

の解決への

2．（3）民間

企業等との

連携を通じ

た開発課題

の解決への

（7）民間企

業等との連

携を通じた

開発課題の

解決への貢

＜主な定量的指

標＞ 

（定量的指標及

び実績は 1.①参

照） 

＜主要な業務実績＞ 

民間企業等と連携して開発途上国の課題解決を促進する観点から、中小企業・SDGsビジネ

ス支援事業においては企業にとっての利便性向上、事業化率の向上、開発インパクトへの更

なる貢献を図った試行的制度改編を実装化し、制度改編下における新規の事業を初採択し

た。当該取組において本邦スタートアップ企業の参加も促進した。既に採択済みの案件につ

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：評価指標の目標水準を大幅に

上回る成果を上げていることに加

え、以下 4．業務実績のとおり、「独

評定 Ｓ 

 
18 第5期中期計画期間前半の制度改善を踏まえて後半年度の目標値を増加させ、中期目標期間全体の目標値490法人・団体を達成する予定。 
19 各年度の目標値は、第5期中期計画期間中に漸増させ、中期目標期間全体の目標値4,420法人・団体を達成する予定。 
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貢献 

開発途上地

域が直面す

る多様な開

発課題の解

決に向け、

民間部門主

導の成長を

促進するこ

とで開発途

上国の経済

発展を一層

力強くかつ

効果的に推

進する。ま

た、そのこ

とが日本経

済の力強い

成長にもつ

な が る よ

う、他の政

府関係機関

等とも緊密

に連携し、

事業の各段

階に対応し

た多様な連

携事業（協

力 準 備 調

査、中小企

業・SDGsビ

ジネス支援

事業、海外

投融資等）

や、開発協

力への民間

企業の裾野

拡大に係る

取組を通じ

て、民間企

業等が有す

る技術、製

貢献 

民間企業

等と、中小

企 業 ・

SDGs ビジ

ネス支援事

業、協力準

備調査（海

外投融資）、

海外投融資

といった事

業の各段階

に対応した

多様な連携

事業や、開

発協力への

民間企業の

裾野拡大に

係る取組を

他の政府関

係機関等と

も緊密に連

携して実施

する。その

際、JICAグ

ローバル・

アジェンダ

との整合性

確保による

開発効果の

増大、機構

全体で一層

の民間企業

との連携を

促進するこ

とに留意す

る。資金動

員を含む外

部関係機関

との連携強

化により海

外投融資等

献 

・開発途上

地域が直面

する多様な

開発課題の

解 決 に 向

け、他の政

府関係機関

等とも緊密

に連携し、

事業の各段

階に対応し

た多様な連

携事業（協

力 準 備 調

査、中小企

業・SDGsビ

ジネス支援

事業、海外

投融資等）

を通じて、

民間企業等

が有する技

術、製品、シ

ステム、資

金等を活用

した開発協

力を推進す

る。 

・特に、民

間企業のニ

ーズ等を踏

まえた不断

の 制 度 改

善・体制の

見直しによ

っ て 、

SDGs 達成

への貢献に

積極的に取

り組む企業

への連携事

 

＜その他の指標

＞ 

1.①に掲げたも

の以外には、特

になし 

 

＜評価の視点＞ 

いてもコロナ禍やウクライナ情勢等を踏まえた事業環境の変化に対して必要な対応を行い

つつ調査を進め、開発途上国におけるビジネス化を促進した。また、海外投融資においては、

風力発電、経済特区開発、スタートアップ企業支援等多様な分野の課題解決に資する事業へ

の投融資契約を締結するとともに、初めてパレスチナ向けの案件を契約し、ぜい弱地域への

支援を進めた。 

 

（1）業務実績 

No.7-1 民間企業等 

◎ 過去最大の海外投融資を承諾【①②③】： 2022年度の直接新規出融資承諾実績は21件、

約1,267億円に上り、再開後の海外投融資として過去最多の承諾件数、最大の承諾金額を

達成した。特に、ウズベキスタン「ザラフシャン風力発電事業」やラオス「モンスーン

風力発電事業」などエネルギー・トランジションを後押しする再生可能エネルギー関連

事業を多数実施した。また、低所得者層、中小零細企業や農民などのぜい弱層・ジェン

ダー平等推進支援やスタートアップ支援といった複合危機下での重要課題への対応と

して、アフリカ・アジア「フィンテック金融包摂支援投資事業」、インド「農業セクタ

ー金融包摂支援事業」、コスタリカ「中小零細事業者金融包摂強化事業」などを実施し

た。さらに2022年度は、タイ、アゼルバイジャン、ウズベキスタン、パレスチナ、ネパ

ール、ラオス、コスタリカ、モルディブ、エクアドルの9か国に初の海外投融資を供与す

るなど、国・地域の多様化による分散を一層推進した。 

 

◎ 中小企業・SDGsビジネス支援事業の試行的制度改編により契約・ビジネス化を加速【③

⑤】：中小企業・SDGsビジネス支援事業の試行的制度改編を実施し、支援メニューの見

直し、機構と採択企業の契約関係の見直し等により、利便性向上、ビジネス化の一層の

促進、開発インパクトへの貢献を促進した。具体的には契約関係の見直しにより、採択

通知から約１か月での採択企業と機構の契約締結を可能とし、また、経理処理の合理化

を図るなど利便性向上を実現した。また、企業によるビジネス化を加速する観点から、

開発途上国におけるビジネス化に知見のあるコンサルタントを配置しつつ、機構と当該

コンサルタントが相互の強みをいかして、連携して採択企業を支援する体制を構築し

た。加えて、採択企業のビジネスが開発途上国の課題解決に貢献するロジックを明確化

するためのマニュアルを作成するとともに、採択企業向けの研修を実施した。これらの

制度改編を行いつつ、新メニューの案件47件を含め59件の新規案件を採択した。スター

トアップ企業の利用促進も図り、結果として、大学発のベンチャー企業で養殖コオロギ

を活用した循環型食料生産システムを目指す株式会社エコロギー（東京都新宿区）等の

案件採択に至った。 

 

◎ 企業共創プラットフォームにより企業の参画を推進【①③⑤】：ビジネス化促進のため、

民間企業、金融機関、支援機関等の知見共有・交流の「場」として、企業共創プラット

フォームを本格的に稼働した。週１回程度の定期的なメールマガジンを発信し、登録約

3,000社に向け合計37号配信を行った。当該メールマガジンでは、中小企業・SDGsビジ

ネス支援事業に限定せず広く機構全般の民間連携事業の紹介を行うとともに、他機関か

らの情報についても配信も行い、支援機関同士の連携にもつながっている。また、企業

同士での意見交換・連携を目的に、カンボジアのインフラ分野ビジネスに取り組む企業

立行政法人の評価に関する指針」

（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決

定）及び「外務省所管独立行政法人

の業務実績の基準について」（平成

27 年 3 月外務省）に掲げられた S

評価の根拠となる質的な成果（法人

の自主的な取組による創意工夫、目

標設定時に想定した以上の政策実

現に関する寄与等）を満たしてお

り、当該事業年度における中期計画

の所期の目標を上回る顕著な成果

が得られていると認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

（1） 前年度評価時指摘事項 

これまでのODA を通じたインフ

ラ輸出に係る教訓を活かした取組

を通じ、本邦企業による質の高いイ

ンフラ投資を引き続き推進ありた

い。その観点から、海外投融資のニ

ーズは大きく、更なる実施体制の強

化など、新型コロナの影響を踏まえ

た効果的な取組・事業促進に向けた

工夫などを期待する。 

 

（2） 対応 

海外投融資について、機構内外のパ

ートナーとの連携を推進しながら、

本邦企業等による投資を推進する

取組も含めて、多様な分野や対象国

の課題解決に資する事業への投融

資に取り組んだ。インフラを含む本

邦企業ビジネスの開発途上国への

導入促進に向けては、中小企業・

SDGs ビジネス支援事業において契

約関係の見直し、ビジネス化に知見

を有するコンサルタントの配置等

を含む試行的制度改編を実施し、ビ

ジネス化促進に向けた体制強化を

行った。 

 

＜評定に至った理由＞ 

（定量的実績） 

【指標7-1】協力準備調査、中小企業・

SDGs ビジネス支援事業を活用した法

人・団体数及び【指標 7-2】開発途上

地域の課題解決及び海外展開につ

なげるためのコンサルテーション

企業数の２項目全てについて達成

度が目標値の 120%以上となってお

り、着実に目標を達成している。 

 

（定性的実績） 

１．民間企業等 

年度計画の取組を着実に実施し

たことに加え、以下の特筆すべき実

績が認められた。 

・2022 年度の直接新規出融資承

諾実績は 21 件、約 1,267 億円

に上り、再開後の海外投融資と

して過去最多の承諾件数、最大

の承諾金額を達成した。特に、

ウズベキスタンやラオスなど

エネルギー・トランジションを

後押しする再生可能エネルギ

ー関連事業を多数実施し、ま

た、低所得者層、中小零細企業

や農民などのぜい弱層・ジェン

ダー平等推進支援やスタート

アップ支援といった重要な課

題に対する取組を促進した。 

・中小企業・SDGs ビジネス支援

事業の試行的制度改編により

契約・ビジネス化を加速した。

その結果として、スタートアッ

プ企業の利用促進につながり、

大学発のベンチャー企業で養

殖コオロギを活用した循環型

食料生産システムを目指す会

社等の案件採択に至った。 

・ビジネス化促進のため、民間企

業、金融機関、支援機関等の知

見共有・交流の「場」として、
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品、システ

ム、資金等

を活用した

開発協力を

推進する。

その際、民

間部門の活

動が開発途

上国の経済

成長を促す

大きな原動

力となって

いることを

踏まえ、連

携強化に向

けた人材育

成の推進、

インフラ輸

出を含む我

が国企業の

現地での活

動の促進及

び本邦地域

経済の活性

化を重視す

る と と も

に、採択さ

れた案件の

進捗管理の

徹 底 も 含

め、民間企

業のニーズ

等を踏まえ

た不断の制

度改善・体

制の見直し

を行う。 

の支援を拡

大するとと

もに、我が

国民間企業

のニーズ等

を踏まえた

機構の民間

企業等との

連携に係る

制度改善及

び人材育成

を行い、イ

ンフラ輸出

及び我が国

企業の現地

での活動の

促進、ひい

ては我が国

地域経済の

活性化にも

つながる事

業を形成・

実施する。 

また、我が

国中小企業

等の海外展

開の促進を

通じ、開発

途上地域の

開発課題の

解決を推進

する。さら

に、顧客志

向に基づく

制度改善に

より参画企

業の裾野を

拡大すると

ともに、採

択された案

件の進捗管

理 を 徹 底

業の裾野拡

大・連携強

化に取り組

む と と も

に、採択さ

れた案件の

進捗管理を

徹底し、民

間連携を通

じた JICA

グ ロ ー バ

ル・アジェ

ンダの推進

等により、

開発インパ

クトをさら

に創出する

事業を展開

する。また、

連携強化に

向けて人材

育成を推進

し、インフ

ラ輸出を含

む我が国企

業の途上国

での活動が

円滑に行わ

れるよう支

援するとと

もに、地方

創生に資す

る取組も促

進する。 

の交流会、タイ進出企業交流会、関西地域での水環境分野企業交流会、一般財団法人海

外産業人材育成協会（AOTS）と共催での「途上国ビジネス」×「人材育成」セミナー兼

交流会等を開催した。加えて、2021年度に実施した中小企業・SDGsビジネス支援事業の

事後モニタリング調査の結果を分析し、「JICA事業後のビジネス化に向けて最低限押さ

えなければいけない12のポイント」として取りまとめるとともに、上記タイ進出企業交

流会でもパネルディスカッションにおいて活用した。イベント参加者からは「タイでの

ビジネス展開において、どのような事前準備や計画策定が重要なのか、また成功のため

のポイントやコツについて、経験者から貴重なお話を伺うことができ、大変勉強になっ

た」などとコメントがあり、総じて参加者の満足度は高い結果となった。さらには、2023

年1～2月にウガンダICTビジネス・スタディツアーを主催し、航空券は参加企業負担の

下で6社が参加した。参加者からは事後アンケートにて「普段会えないような人々や行

けない場所に行くことができ大変満足であり、事業展開のきっかけも作れた」等、機構

が有する現場やステークホルダーとの繋がりを生かしたツアー内容を評価する声が複

数あった。 

 

◎ 出資を通じ外国資金を呼び込む経済特区開発に貢献【①②③⑤】：バングラデシュの産

業高度化・多角化のために住友商事及び同国政府が行う経済特区開発事業への出資を実

施した。出資を通じて経済特区の円滑な開発・販売を支援し、本邦企業をはじめとした

外国企業による投資を推進するもの。海投出資に先立ち、円借款による周辺インフラ整

備や、同国政府からの出資部分に対するバックファイナンス、技術協力を通じた入居企

業へのワンストップサービスの制度構築を実施しており、機構の総合力を発揮した協力

となっている。 

 

◎ 太平洋島嶼国で初となるPPP事業に貢献【①③⑤】：同国唯一の国際空港において、海

外投融資「パラオ国際空港ターミナル拡張・運営事業」により建設された新ターミナル

が全面開業した。太平洋島嶼国で初となるPPP。双日、日本空港ビルデング株式会社

（JATCO）、海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）、大成建設のオールジャパンで

の支援で、ターミナル建設と併せて日本の民間企業のノウハウをいかした空港運営・維

持管理技術を導入した。 

 

◎ 多数の大規模風力発電事業により温室効果ガスの削減に大きく貢献【①③】：海外投融

資再開以降、ウズベキスタンで初の民間企業による風力発電案件である海外投融資「ザ

ラフシャン風力発電事業」を承諾。また、ラオスにおいても初の風力発電案件である海

外投融資「モンスーン風力発電事業」を承諾した。他にも、アゼルバイジャン、エジプ

ト、ベトナムで民間事業者による再生可能エネルギー発電事業を承諾し、2022年度の海

外投融資による再生可能エネルギー事業向けの支援規模は設備容量約2GW規模であり、

機構が掲げる温室効果ガス排出削減目標の達成に大きく貢献した。 

 

◎ 開発途上地域における金融アクセス拡大に貢献【①③】：海外投融資「フィンテック金

融包摂支援投資事業」及び海外投融資「アフリカ新興企業イノベーション支援事業」を

承諾した。これらの案件により、アフリカ、アジアの開発途上地域における金融アクセ

ス拡大に取り組むスタートアップ企業を支援、第8回アフリカ開発会議（TICAD8：the 8th 

企業共創プラットフォームを

本格的に稼働し、企業の参画を

促進した。 

・海外投融資再開以降、ウズベキ

スタンで初の民間企業による

風力発電案件である海外投融

資、また、ラオスにおいても初

の風力発電案件である海外投

融資を承諾した。他にも、アゼ

ルバイジャン、エジプト、ベト

ナムで民間事業者による再生

可能エネルギー発電事業を承

諾し、2022 年度の海外投融資

による再生可能エネルギー事

業向けの支援規模は設備容量

約 2GW 規模であり、温室効果

ガス排出削減目標の達成に大

きく貢献した。 

・海外投融資「フィンテック金融

包摂支援投資事業」及び「アフ

リカ新興企業イノベーション

支援事業」を承諾し、アフリカ、

アジアのスタートアップ企業

を支援し、開発途上地域におけ

る金融アクセス拡大に貢献し

た。 

・パレスチナにおいて初となる

海外投融資案件を承諾し、パレ

スチナ銀行を通じた中小零細

企業の成長を支援した。 

 

２．中小企業等 

年度計画の取組を着実に実施し

たことに加え、以下の特筆すべき実

績が認められた。 

・秩父ケミカル株式会社が、タイ

にて実証事業により、バンコク

都から独自にプラスチック製

雨水貯留構造体大型案件の受

注に成功し、公園の地下空間に

設置を予定している。 

・株式会社日本標準がモロッコ
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し、開発ニ

ーズと中小

企業等の製

品・技術等

とのマッチ

ング強化、

製品・技術

の開発協力

事業等での

活用促進及

び事業化に

向けたビジ

ネス展開支

援を行う。

その際、他

機関との連

携 を 強 化

し、相乗効

果が発揮さ

れるよう留

意する。 

Tokyo International Conference on African Development）で掲げた「スタートアップ支援を

含む社会課題解決型ビジネス支援」に貢献する。 

 

◎ パレスチナ初の海外投融資により中小零細企業の成長を支援【③】：パレスチナにおい

て初となる海外投融資案件「中小零細事業者支援事業」を承諾した。本案件は、新商品

である転換条項付き永久劣後融資の第一号案件として先導性の高い案件である。技術協

力と連携し、借入人であるパレスチナ銀行を通じた中小零細企業の発展に対してより大

きなインパクトの創出を目指す。 

 

○ 機構が2019年に出資した日本のスタートアップで、「民間版の世界銀行」を目指して世

界各地でマイクロファイナンス事業を展開している五常アンドカンパニーは、新たにタ

ジキスタンでの事業も加わり、同社グループ会社の顧客数は150万人を超え（女性の顧

客割合は95％）、2019年と比べて3倍以上に拡大している 。同社は更なるインパクトの

増大を目指しビジネスを展開している。 

 

No.7-2 中小企業等 

◎ 実証事業の結果、中小企業が大型案件を独自に受注【③④⑤】：東京所在の中小企業で

ある秩父ケミカル株式会社が、気候変動の影響で顕在化してきている都市洪水対策とし

て、公園や駐車場等の地下空間を活用した雨水貯留構造体（製品名：ニュープラくん）

をタイ国内でビジネス展開する実証事業「浸水被害の軽減に寄与するプラスチック製雨

水貯留構造体の普及・実証・ビジネス化事業」を実施した。新型コロナウイルスの影響

下ではあったが、オンラインでの営業が実り、バンコク都から独自に大型案件の受注に

成功し、公園の地下空間に設置を予定している。 

 

◎ 学力向上の成果が認められ、副教材として採用【③④⑤】：株式会社日本標準がモロッ

コの小学校で算数副教材Switch on!（整数・小数の暗算・筆算）の実証を行う「算数教育

における児童の基礎学力を保障する学校教材の普及・実証・ビジネス化事業」を実施し

た。同国教育省が本事業を通じた副教材による学力向上の成果を認め、大臣通達として

授業内での計算練習を導入し、日本標準社の教材が副教材としての使用が認可された。

小学生1人に対し年間450円程度の副教材購買用予算が教育省から割り当てられること

となった。 

 

◎ 日本型の音楽教育が評価され現地政府がリコーダー1,500本購入【③④⑤】：ヤマハ株式

会社が、エジプトでリコーダーを使用した日本型の音楽教育を通じて子どもの非認知能

力の育成を推進する「初等教育への日本型器楽教育導入案件化調査」を実施した。オー

ルインワンパッケージ（楽器・教材・教員養成・政府教育機関への協力）で、エジプト

日本学校（EJS）教員への指導者研修を実施し、EJSパイロット校9校に展開した。EJS40

校へ同音楽授業を導入することが決まり、教育・技術教育省予算で1,500本のリコーダー

が追加購入された。日本への社会還元として、日・エの小学校との交流や非認知能力の

育成についての講演にも取り組んでいる。 

 

◎ 農業共創ハブを通じ企業・研究機関の参画を推進【③④⑤】：JICA筑波が農業技術、農

の小学校で算数副教材の事業

を実施し、同国教育省の大臣通

達として授業内での計算練習

を導入し、日本標準社の教材が

副教材としての使用が認可さ

れた。 

・ヤマハ株式会社が、エジプトで

リコーダーを使用した子ども

の非認知能力の育成を推進し、

日本型の音楽教育が評価され

現地政府がリコーダー1,500 本

を購入に結びついた。 

・JICA 筑波が新たな農業協力を

目指し、民間技術の開発途上国

への動員と人材育成を目的と

した「農業共創ハブ」を通じ、

JIRCAS/T-PIRC、ソフトバン

クテクノロジー社、本田技研工

業株式会社など、企業・研究機

関の参画を推進した。 

・スタートアップ企業 IOS 株式

会社は、カンボジアにて地雷除

去ロボットのビジネス化に取

り組んでおり、カウンターパー

トからの信頼も厚く、NHK ニ

ュースで取り上げられるなど、

地雷除去への貢献が期待され

る取組を進めた。 

・株式会社京都科学が、UHC 達

成に向けた人材育成の事業に

より」、エクアドル中央大学な

どが医療シミュレーション教

育の普及によるUHC達成に向

けた医療人材育成を実施しエ

クアドル国内に大きく展開し

た。 

・株式会社ジェイ・シー・ビー・

ジャポンが、モロッコにおい

て、高品質なアルガンオイルの

調達から加工、販売までを行う

ビジネスモデルの実証を実施

し、ぜい弱な女性たちの雇用創
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業分野の開発人材及び農業分野の開発事業を生み出す拠点になることを目指し、民間技

術の開発途上国への動員と人材育成を目的として開始した「農業共創ハブ」で企業の開

発途上国展開に向けた様々な取組を実施した。新規農業技術に係る「共創セミナー」を

2回（2022年7月、10月）実施し、14企業・研究機関等と研修員100名以上をマッチングし

た。マッチングを通じて、民間企業人材に開発途上国の農業農村開発分野が抱える課題

や現状を共有し、民間企業の人材育成に貢献し、また製品開発やビジネス展開の足掛か

りの機会を提供した。参加企業からは、インターネット情報では得られない開発途上国

の具体の課題や人脈形成につながったなど好評を得ている。また、国立研究開発法人国

際農林水産業研究センター（JIRCAS）/つくば機能植物イノベーション研究センター（T-

PIRC）とのe-kakashi（ソフトバンクテクノロジー社）を用いた連携事業を実施し、開発

途上国向けの製品の導入を図った。さらに、本取組に参画している本田技研工業株式会

社が2022年4月にタンザニアにおいて耕うん機、背負い式動力噴霧器、刈り払い機のデ

モンストレーションを実施し、その性能について評価を得るなど、機構が本邦企業と多

様な関係者の間の共創のハブとなる取組を強化している。 

 

◎ ドローンを用いたリモートセンシング技術により工期短縮・コスト削減に貢献【③⑤】：

株式会社スカイマティクスがドローンを用いたリモートセンシング技術・画像解析技術

をカンボジアのインフラ事業における計測に導入するための「ドローンを用いたリモー

トセンシング技術をインフラ計測に導入するための案件化調査」を実施した。インフラ

事業管理におけるデジタル技術の活用により、工期短縮・コスト削減に貢献する事業と

して、同国公共事業運輸省より高い関心を得ている。 

 

◎ スタートアップ企業がカンボジアの地雷除去に貢献【③⑤】：東京都所在のスタートア

ップ企業 IOS株式会社は、カンボジアにて地雷除去ロボットのビジネス化に取り組んで

おり、「地雷除去作業員の安全を守り、作業を効率化する地雷除去ロボットDMRの配備

に係る案件化調査」が2021年度に終了した後も独自にカウンターパートであるカンボジ

ア地雷対策センター（CMAC：Cambodian Mine Action Centre）との調整を続け、2022年

7月に性能評価試験に合格した。2022年11月には実際の地雷原での試験運用を開始し、

初のロボットによる地雷除去に成功。同月プノンペンで開催された日本供与の地雷除去

機展示会にも出展されるなど、カウンターパートからの信頼も厚く、2022年12月以降は

機構の広報発信をきっかけにNHKニュースで取り上げられるなど、国内でも注目を集め

ている。また、これらの取組を更に推進するため、ビジネス化実証事業が提案され、2023

年2月に採択された。 

 

◎ 実証事業にて紹介したe-ラーニングシステムが正式に採用【③】：株式会社シーイー・

フォックスがタイの大学でe-ラーニングとオンラインによる対面授業のブレンド型教育

システムを実証する「設計エンジニア育成eラーニングシステムを中心とした産学連携

教育プログラムの普及・実証事業」を実施した。実証で使用した同社製e-ラーニングシ

ステムは、実証を行った大学で正式に採用された。同大学の正規講座として開講され、

日本人講師の派遣も行われている。今後タイ国内の他大学への普及を目指している。 

 

◎ 実証事業の成果がエクアドル国内に大きく展開【③⑤】：株式会社京都科学が、エクア

出に貢献した。 

 

（結論） 

以上により、定量指標２つ全てが

120%を越える結果を得ているこ

と、年度計画において予定されてい

た取組を着実に実施しているほか

特筆すべき定性的な成果が多数見

られること、それら成果には質的に

顕著な成果が多く認められること

から中期計画における所期の目標

を上回る顕著な成果が得られてい

ると認め、「S」評価とする。 

具体的には、再生可能エネルギ

ー・脆弱層支援等複合危機対応に資

する案件を含む過去最大の海外投

融資の承諾をはじめとして民間企

業との連携を着実に進めたことは、

開発協力大綱やSDGsでも重視され

ている民間資金の活用や、インフラ

システム海外展開戦略等、本邦企業

による質の高いインフラ投資を推

進するものであり、政府公約・政策

の実現に大きく貢献したと言える。

加えて、ウズベキスタンやパレスチ

ナなどにおいて、初の海外投融資案

件の承諾等、気候変動分野において

もその活動を拡大している点は評

価できる。更に、アフリカのスター

トアップ支援だけでなく、教育や女

性の雇用創出に貢献している取組

も評価できる。加えて、ビジネス支

援事業の試行的制度改編や、企業共

創プラットフォームの本格稼働な

ど、ビジネス化の促進支援の取組の

ほか、新たな農業協力を進める

JICA 筑波における農業共創ハブの

取組など、機構の自主的な取組によ

る工夫も認められる。 

これらの取組は民間企業等との

連携を通じた開発課題解決への貢

献及び経済成長促進に寄与すると
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ドル中央大学をカウンターパート機関として、シミュレータの実証活動を行う「ユニバ

ーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC：universal health coverage）達成に向けた人材育成の

ためのシミュレーション教育普及・実証・ビジネス化事業」を実施した。その結果、エ

クアドル中央大学は、本事業期間中に、同国の医療事情に即した99の医療シミュレーシ

ョン教育シナリオを作成し、シミュレーター実習を行う科目が43増える予定である。ま

た、エクアドル中央大学をはじめとする国内20の大学、医療機関からなるシミュレーシ

ョンネットワーク準備委員会が発足した。医療シミュレーション教育の普及によるUHC

達成に向けた医療人材育成を目指している。 

 

◎ 実証事業により女性の雇用創出に貢献【③⑤】：株式会社ジェイ・シー・ビー・ジャポ

ンが、アルガンオイルの産地であるモロッコ（シディイフニ市）において、高品質なア

ルガンオイルの調達から加工、販売までを行うビジネスモデルの実証を行う「女性の雇

用創出のためのアルガンオイル生産・販売ビジネス （SDGsビジネス）調査」を実施し、

収入機会及び社会的立場においてぜい弱な女性たちを雇用している。同社は年間10トン

程度のアルガンオイルを調達しているほか、調査期間を通じて110人の女性がアルガン

オイルの加工作業で雇用された。アルガンオイルの精製過程においては、同国で実施さ

れた地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS：Science and Technology Research 

Partnership for Sustainable Development）とも連携している。現地での売上の一部を活用

し、雇用している女性たちに対して基礎教育・職業訓練（クッキー作り等）を開催して

いる。 

 

○ アイ・ティ・イー株式会社が、インドにおいて鉄道やトラックによる貨物輸送へのアイ

スバッテリー（産業用蓄冷剤）システムの導入に関する調査を行う「コールドチェーン

構築を目的としたアイスバッテリーシステム（IBS）の普及・実証・ビジネス化事業」を

実施した。本事業後にアイスバッテリーのビジネス展開を図ることで、広範なコールド

チェーンを構築し、食料廃棄率の低下、生産者の所得向上を目指している。内閣官房健

康・医療戦略室実施の「インドにおけるUHC達成に向けた解決方策に関する調査業務」

内でのカンファレンス出席企業にも選定されるなど、高く注目されている。 

 

○ 大紀産業株式会社が、タマネギの産地であるスーダンにおいて、高品質な乾燥品を衛生

的に製造できる電気乾燥機の実証を行う「農産物乾燥加工技術導入を通じた タマネギ

の付加価値創出に向けた普及・実証事業」を実施した。現地女性農家組合による工場運

営も行われているほか、同国で実施中の技術協力とも連携している。現地カウンターパ

ートからの期待も高く、ビジネス展開による更なる乾燥加工技術の普及を目指してい

る。地元の岡山県でも同社の海外展開の取組は注目されている。 

 

（2）SDGs達成に向けた貢献 

民間ビジネスとの連携により、中小企業・SDGsビジネス支援事業、海外投融資事業を通じ

て、貧困削減、農業、保健医療、教育、ジェンダー平等、水・衛生、エネルギー、経済成長

と雇用、インフラ・産業化・イノベーション、持続可能な都市、持続可能な消費と生産、気

候変動等幅広いSDGs達成に向けた事業を推進した。 

 

ともに、我が国企業の現地での活動

の促進等による本邦地域経済の活

性化などに貢献する。また、開発協

力大綱に掲げる「質の高い成長」と

それを通じた貧困削減に貢献する

ものであり、政府公約・政策実現に

大きく貢献する等、所期の目標を大

きく上回る顕著な成果が得られた。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 

より質の高い事業や、企業による

開発途上国の課題解決に貢献する

ビジネスの実現を促進するため、引

き続き、民間企業等との連携に係る

制度改善及び人材育成を行うとと

もに、他の公的機関や金融機関とも

連携することを期待する。中小企

業・SDGsビジネス支援事業では、更

なる事業化率の向上や、開発インパ

クトの拡大など、 顧客志向の制度

となるよう引き続き改善を期待す

る。 

海外投融資の実施体制を強化し、

他の政府関係機関や国際機関を含

む関係機関等とも緊密な連携を期

待する。また、参画する中小企業等

の裾野を拡大し、地方の中小企業を

含む日本の民間資金や技術を活用

した事業を展開し、様々なアクター

との一層の連携強化を期待する。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意

見聴取等） 

官民連携パートナーシップ

（PPP）は複雑な契約合意と長期的

な約束が原則的に含まれている。交

渉、構築、管理は Transaction Cost

－－所謂、処理のコストがかかる。

公共部門から民間部門への移転時、

パートナー間のリスクを正確に評

価する指標が必要。この点、説明責
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（3）事業上の課題及び対応方針 

より質の高い事業の実施や機構事業後の企業による開発途上国の課題解決に貢献するビ

ジネスの実現を促進することが課題であり、引き続き、機構の民間企業等との連携に係る制

度改善及び人材育成を行うとともに、他の公的機関や金融機関とも連携することにより対応

する。 

中小企業・SDGsビジネス支援事業の更なる事業化率の向上や、開発インパクトの拡大が課

題であり、 顧客志向の制度となるよう引き続き改善を行う。 

 

任と透明性の改善が求められる。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.8 多様な担い手と開発途上地域の結びつきの強化及び外国人受入・多文化共生への貢献 

業務に関連する政策・施

策 

開発協力大綱、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ、外国人材の受入れ・

共生のための総合的対応策 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国際協力機構法第 13 条 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】外部主体との連携の強化を通じて開発成果の向上を図ることは、業務・

組織全般の見直しで指摘している重要項目のため。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和 5 年度政策評価、行政事業レビューシート番号は未定 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成 

目標 

基準値 

（目標値） 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度   2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

【指標8-2】外国人材受入支援・多

文化共生社会構築に向け、JICA海

外協力隊経験者、国際協力推進員、

JICA 国内拠点等を通じた支援対

象団体・企業数 

200 団体・

企業 

40 団体・企

業 

49 団体・企

業 
    

 予算額（千円） 

24,900 

    

【指標 8-4】NGO 等活動支援

事業への参加人数 
2,500 人 500 人 952 人     

 決算額（千円） 
20,014 

    

【指標 8-7】教育関係者を対象に

した開発教育指導者研修等の

参加人数 

6.1 万人 1 万人20 11,706 人     

 経常費用（千円） 

18,399 

    

【指標 8-8】日系社会研修参加人

数  
700 人 100 人21 152 人     

 経常利益（千円） 
△4,300 

    

         行政コスト（千円） 18,399     

         従事人員数 148     

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 3．（8）多様

な担い手

と開発途

上地域の

結びつき

の強化及

び外国人

材受入・多

文化共生

2．（4）多様

な担い手と

開発途上地

域の結びつ

きの強化及

び外国人材

受入・多文

化共生への

貢献 

（8）多様な

担い手と開

発途上地域

の結びつき

の強化及び

外 国 人 受

入・多文化

共生への貢

献 

＜主な定量的指

標＞ 

（定量的指標及

び 実 績 は 上 記

２．①参照） 

 

＜その他の指標

＞ 

【指標 8-1】JICA

＜主要な業務実績＞ 

No.8-1 JICAボランティア事業（JICA海外協力隊） 

（1）業務実績 

◎ 積極的な広報により応募者数がコロナ前の水準に回復【③⑤】：ウェブ広告及びテレビCMで

キャッチコピー「世界を変える力は、日本を変える力になる」を打ち出すとともに、海外で培

った隊員経験を帰国後にご自身の職業の中で活かし、活躍されている元隊員にスポットを当

てた広報を展開した。また、同様の主旨で東京センターが作成した動画「世界で見つけたわた

しの物語」（3本）は、YouTubeで2022年2月公開以降、累計22.2万回以上の再生回数を記録し

た。効果測定調査では、募集認知経路の約40％はテレビCMと答えるなど依然テレビCMによ

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る

成果を上げていることに加え、以下 4．業

務実績のとおり、質的な成果、成果の最大

化に向けた取組において、目標水準を上回

ると判断されることから、当該事業年度に

おける中期計画の所期の目標を上回る成

果が得られていると認められる。 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 

（定量的実績） 

【指標8-2】外国人材受入支

援・多文化共生社会構築に向

け、JICA海外協力隊経験者、

国際協力推進員、JICA 国内

拠点等を通じた支援対象団

 
20 各年度の目標値は、コロナ禍の影響を踏まえ設定しており、中期目標期間全体で目標値6.1万人を達成する予定。 
21 各年度の目標値は後半年度に増加させ、中期目標期間全体で目標値700人を達成する予定。 
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への貢献 

国 内 の

多様な担

い 手 や

JICA 海外

協力隊が

有する強

みや経験

を活かし、

人・知恵・

技術・資金

を結集し

つつ、国民

等による

開発協力

への参加

を促進す

る。その

際、開発協

力の担い

手の裾野

拡大、地域

活性化及

び外国人

材の適正

な受入並

びに多文

化共生社

会の構築

への貢献、

開発協力

への各層

の理解向

上、日系社

会との連

携強化を

重視する。 

ア  JICA

ボランテ

ィア事業

（JICA 海

外協力隊） 

ア  JICA

ボランティ

ア 事 業

（JICA 海

外協力隊） 

国民の参

加と、開発

途上地域の

住民との相

互理解を促

進しつつ、

草の根レベ

ルの活動を

通じて開発

途上地域の

課題解決に

貢献するた

め、ボラン

ティア事業

（JICA 海

外協力隊）

を 実 施 す

る。本事業

の多様なス

テークホル

ダーである

地方自治体

や大学等教

育機関、民

間企業と連

携して、参

加から帰国

後の社会還

元までを通

した持続的

な事業の実

現 に 努 め

る。また訓

練、派遣、

帰国後支援

の一連のプ

ロセスを通

ア JICA ボ

ランティア

事業（JICA

海 外 協 力

隊） 

・国民の参

加と、開発

途上地域の

住民との相

互理解を促

進しつつ、

草の根レベ

ルの活動を

通じて開発

途上地域の

課題解決に

貢献するた

め、JICA ボ

ランティア

事業（JICA

海 外 協 力

隊）を実施

する。 

・特に、新型

コロナの影

響下におい

て安全と健

康に十分配

慮 し な が

ら、国内に

おいて派遣

や訓練を待

つ関係者を

優 先 し つ

つ、隊員の

派遣を促進

する。また、

かかる派遣

促 進 に 加

え、2024 年

度にコロナ

前の水準で

海外協力隊の派

遣、帰国隊員に

よる社会還元の

促進及び参加者

の裾野拡大に向

けた取組状況 

【指標 8-3】地方

自治体との連携

に係る取組の促

進状況 

【 指 標 8-5 】

NGO/CSO 連携

や事業実施能力

の強化に係る取

組の促進状況 

【指標 8-6】開発

途上国の研究機

関と共同で新た

な知見や技術の

獲得に向けた研

究の推進状況 

 

＜評価の視点＞ 

る認知効果は高く、また、動画広告やバナーなどウェブを通じた広告により、JICAボランティ

ア事業を認知する層が増えた。これらの広告を見た3人のうち1人が何らかのリアクション（協

力隊について調べた、説明会やイベント等に参加した等）を示すなど、事業認知につながる広

報を実施した。募集説明会では参加者の8割が経験者による体験発表や、座談会など直接、経

験者から話を聞くことで応募への気持ちが高まったと回答している。このように様々な媒体

で訴求力のある広報に加え、対面型、オンライン型での説明会で直接、経験者からの生の声を

届け、応募への不安を払拭できるような機会を提供することで、依然として新型コロナウイル

スの影響が大きいものの、長期ボランティアへの応募者は2,535名となり、コロナ前の水準に

回復した。 

 

◎ 新規派遣を推進しJICA is Backをアピール【③】：新型コロナウイルスの影響による様々な

制約が残る状況ではあるものの、隊員の渡航を再開し、66か国に613名の新規隊員派遣を実

現した。なお、渡航再開（2020年11月）以降、1,059名を派遣（内246名帰国済）し、2023年3

月末時点で813名派遣中。2022年度4次隊訓練開始（2023年1月）以降、リモート/健康観察期

間を廃止し、状況に即したコロナ対策を講じつつ、事業の正常化に向けて効率的な集合型派

遣前訓練を実施した。また、新型コロナウイルスの影響により任期途中で帰国、または訓練

後派遣前に派遣延期となった隊員を特別登録者として制度化し、再派遣を促進した。2022年

度は特別登録者640名（2022年4月時点）中、引き続き渡航を希望していた499名のうち413名

に対して渡航可能な案件の紹介を1度以上行い、その結果338 名が渡航同意に至った。 

 

◎ グローカル・プログラムによりボランティア・自治体の双方に貢献【③④⑤】：JICA海外協

力隊合格者のうち希望者を対象に実施するグローカル・プログラムを実施し、合格者に対し、

自治体等の地域活性化・地方創生等の取組にOJTとして参加する機会を提供した。2022年度

は9つの自治体で55名が参加し、2021年度の実績（5つの自治体、8名）から大幅に増加した。 

“よそ者”として新しい環境に飛び込み、地域住民と関係を築きながら課題解決に取り組む過

程は、任国派遣後の活動実践に近く、参加者からは「求められている事と自分がしたい事/出

来る事との擦り合わせをする経験ができた」、「課題発見能力や課題解決能力が鍛えられた」、

「日本国内の課題を知り学ぶ機会となった」といった報告が多くあり、派遣前訓練の一環と

しての高い効果がみられた。受入自治体からは、町民と非常に近い関係で町づくり、地域創

生等に協力する姿に感謝の声をいただいている。また、地域の子どもが海外を知ることは未

来に繋がるとして多文化共生、開発教育においても高い評価を得ている。  

 

◎ 「算数学び隊」「森と海の保全隊」等により国際的な課題の解決を促進【③】：希望する隊

員に対し、機構課題部が、課題的な知見・経験の観点から隊員を支援し、課題への対応を強

化する取組を開始した。2022年度は、自然資源の減少・劣化防止・回復に係る普及啓発活動、

環境教育やエコツーリズム、アグロフォレストリー等に取り組む「森と海の保全隊」、小学

生の算数学力向上のための算数ドリル等の導入や算数授業改善を目指す「算数学び隊」など

8つの課題グループに31か国132名の派遣中隊員が登録した。登録隊員に対しては、各分野の

メールマガジンの共有や、セミナー・意見交換会などを実施した。  

 

◎ 「水の防衛隊」がデジタル技術を活用した井戸の維持管理に貢献【③④】：コミュニティ開

発（水の防衛隊）隊員が、ICT技術の導入が進んでいるルワンダにおいて「日本生まれのQR

 

＜課題と対応＞ 

（1） 前年度評価時指摘事項 

上記評価を踏まえ、引き続き開発現場の

様々なニーズの把握や状況に応じた迅速

な対応を確保するため、国内の大学・研究

機関、ボランティア、地方自治体、NGO 等

が有する強みや経験を活用し事業を推進

することを期待する。なお、コロナ禍にも

かかわらず成果を得ることができたが、留

学生（長期研修生）や協力隊員事業の実施

は限定的であり、事業規模の拡大を含め更

なる改善を期待する。また、外国人材受入

れ・多文化共生に係る側面支援を始めとし

て、多様な担い手との連携強化を通じ、隊

員の帰国後の活躍を含め、国内の課題解決

にも貢献していくことを期待する。 

 

（2） 対応 

留学生受入について、水際対策を踏ま

え、計画通り、国内の大学、研究機関、自

治体、企業等との連携の下、事業を推進し

た。留学生向けの共通プログラムは、オン

ライン開催に加え、感染対策を行った上

で、対面での開催も行い、留学生間及び留

学生と機構とのネットワークの強化を図

った。 

JICAボランティア事業では、日本国内

の様々な団体が持つ強みや経験を活用す

るため、各団体との連携を一層強化した。

具体的には熊本県立大学との覚書を締結

し、大学院に在籍する者を隊員としてイン

ドネシアに派遣予定。また、愛媛県、岩手

県（陸前高田市、釜石市）、群馬県（甘楽

町）等の自治体とも協力覚書を締結し、派

遣前の隊員が地方創生等の活動に参加す

る「グローカル・プログラム」等を通じて

隊員に実務経験の機会を提供するともに、

帰国後の社会還元の促進を行った。引き続

き、これらの活動実績を適切に広報するこ

とで、連携団体を通した参加者拡大にも繋

げていく。帰国後の活躍をサポートする観

体・企業数及び【指標 8-4】

NGO 等活動支援事業への

参加人数、【指標 8-8】日系

社会研修参加人数の３項

目については、達成度が目

標値の 120%以上、【指標 8-

7】教育関係者を対象にし

た開発教育指導者研修等

の参加人数の残り１項目

については、目標値の

100%以上となっており、

着実に目標を達成してい

る。 

 

（定性的実績） 

１．JICA ボランティア事

業（JICA 海外協力隊） 

【指標 8-1】JICA 海外協力

隊の派遣、帰国隊員による

社会還元の促進及び参加

者の裾野拡大に向けた取

組状況 

 中期計画の取組を着実

に実施したことに加え、以

下の特筆すべき実績が認

められた。 

・積極的な広報（ウェブ

広告及びテレビ CM、

YouTubeなど）により

長期ボランティアへ

の応募者は 2,535 名

となり、コロナ前の水

準に回復した。 

・新型コロナウイルス

の影響による様々な

制約が残る状況では

あるものの、隊員の渡

航を再開し、66 か国

に 613 名の新規隊員

派遣を実現し、JICA 

is Back をアピールし

た。 
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国 民 の

参加及び

開発途上

地域の住

民との相

互理解を

促進しつ

つ、草の根

レベルの

活動を通

じて開発

途上地域

の課題解

決に資す

る支援を

行う。その

際、地方自

治体、OV

（ Old 

Volunteer

）会、大学

等多様な

ステーク

ホルダー

との連携

及び本事

業への参

加促進、帰

国隊員に

よる協力

隊経験の

社会還元

や事業の

成果発信

を重視す

る。 

イ 外国

人材受入・

多文化共

生 

外 国 人

じて、多文

化共生社会

や地方創生

支援、双方

向の国際協

力等、将来

国内外で活

躍できる人

材を育成す

る。参加者

が有する日

本の技術・

知見を活用

した開発途

上国での課

題解決に加

え社会還元

を推進する

ことによる

事業の成果

を広く発信

し、国民の

開発協力へ

の理解と参

加意欲を高

める。 

イ 外国人

材受入・多

文化共生 

外国人材

から「選ば

れる日本」

に向けて、

外国人材の

適正な受入

及び地域に

おける多文

化共生社会

構築に向け

た取組を支

援する。そ

ある派遣中

隊 員 数

2,000 人 を

実現できる

ように募集

や派遣前訓

練を計画的

かつ柔軟性

をもって実

施する。そ

の際、募集・

選考プロセ

スでの積極

的なデジタ

ルツール活

用により、

感染防止対

策 と 効 率

化・利便性

の強化を両

立 し て い

く。また派

遣前・派遣

中隊員の支

援や、帰国

隊員とのネ

ットワーク

強化におい

てもデジタ

ル技術を活

用し、事業

全体の DX

を一層推進

していく。 

・また、国内

における外

国人材の受

入や多文化

共生社会の

実現、地方

創生の推進

も念頭に、

コード」を活用した井戸の管理方法を提案した。故障時に村人がQRコードから故障した井戸

を報告でき、職員が直接訪問しなくても井戸の状態が分かる仕組みを構築した。現在、活動

している地域をモデル地区とし、運用上の課題の確認や解決に向けた方策の考案、住民に対

して導入を兼ねたトレーニングを行っている。活動地域の関係者からは高い評価が寄せら

れ、ルワンダ政府高官も高い関心を示している。 

○ 新型コロナの感染状況を踏まえつつ、対面での募集説明会を再開した。全国で会場型説明会

を171回開催、オンライン型説明会を49回開催した。その結果、長期派遣への応募者数が年

間で2,535名となり、コロナ禍で半減した応募者数がコロナ前の水準に回復した。また、各地

の国際協力推進員等のパートナーと連携して実施した説明会では3,000人を超える参加者が

あり、2024年度中の派遣中隊員数2,000名の実現に向けて着実に広報を実施した。また、選考

プロセスにおいて、引き続きITマッチングの活用による複数職種応募の実現と、面接のオン

ライン化を行い、ICTを活用した効率的な運用を定着させた。

○ 年間を通じて各地で協力隊セミナー（JICAボランティア事業の理解促進と応募勧奨のため、

特に途上国からのニーズの高い分野・職種を中心に実施しているもの）、協力隊ナビ（JICA

海外協力隊について自由に意見交換をする座談会）を実施し、戦略的に職種を絞った参加者

層の取り込みを推進した。また対面の国際協力イベントとして、グローバルフェスタ、ワー

ルドコラボフェスタ、ワンワールドフェスティバル、国際協力キャリアフェアに参加したほ

か、新しい試みとしてツーリズムエキスポ（日本観光振興協会、日本旅行業協会が主催する

総合観光イベント、4日間の開催で124,074人が来場）、秋田CARAVAN MUSIC FES 2022（主

催シンガーソングライター高橋優氏が毎年実施する野外音楽フェス、2日間の開催で15,000人

が来場）に参加した。いずれもブースを出展し、協力隊の事業紹介、活動紹介等を実施した。

また、ツーリズムエキスポでは、会場に至る通路においてデジタルサイネージ（平面ディス

プレイによる電子広告）によるポスター、CM放映等の公衆型広報を実施、MUSIC FESでは

会場全体へのCM放映を実施した。MUSIC FESではTwitter 427、 YouTube 142、 Facebook 92

の新規フォロワーを獲得し、興味関心層の拡大に取り組んだ。 

○ 国内における外国人材の受入や多文化共生社会の実現、地方創生の推進に加え、帰国隊員の

社会還元を推進すべく、国内の各種団体等との連携を強化した。熊本県立大学と覚書を締結

し、大学院在籍者のインドネシア等への派遣に向けて2023年度1次隊として派遣手続きを行

っている。愛媛県や岩手県（陸前高田市、釜石市）、群馬県甘楽町でも協力の覚書を締結し、

ボランティア事業（特にグローカル・プログラム）を通じた帰国後の社会還元を見据えた人

材育成、地方創生や多文化共生への直接的な貢献などを推進した。これによるJICA海外協力

隊の再ブランディングを進め、応募者拡大に取り組んでいる。

○ 派遣中隊員や帰国隊員のネットワーキングと派遣中隊員の隊員活動支援を目的に立ち上げ

たLinkedInでの課題別グループで、グループごとにオンライン座談会を実施し、14グループ

で計44回、412名の隊員が参加した。座談会では隊員同士の知見交換や、ゲストとして国際協

力専門員や元隊員が加わり、活発な情報交換が行われた。また、職種別に作成した隊員向け

の動画教材71件をLMS（学習管理システム）上で公開し、派遣前・派遣中隊員を対象に提供

することで、隊員の活動の質向上に関する取組を推進した。

点からは、JICAボランティア事業参加者

同士の繋がりを強化するためのLinkedIn

の運用を本格化するとともに、奨学金制度

や無料職業紹介事業の実施により、帰国後

隊員支援の基盤を強化した。 

また、多様なパートナーと連携した外国

人材受入支援・多文化共生の取組を推進し

た。ILO駐日事務所、日本経済団体連合会

（経団連）、公益財団法人日本国際交流セ

ンター（JCIE）、地域の出入国在留管理局

や自治体等、国際機関及び国内の多様なア

クターと連携し、国内外での情報発信強化

や、適切な外国人材受入れの取組を促進し

た。 

NGO連携の観点では、NGO-JICA協議

会・NGO-JICA勉強会及び能力強化研修等

の実施、現地情報等を提供することで、

NGO等が有する強みや経験を活用した事

業の推進を図った。また、各種会議をオン

ラインとリアルのハイブリッド方式とす

ることで、地方部に在住する団体等も会

議・研修に参画しやすくなり、各種会議・

研修への参加促進に繋がった。 

開発教育では、多文化共生の推進に向け

て、地域の外国人コミュニティ、NGO・

NPO、JICA海外協力隊経験者や研修員等

の多様な関係者の協力を得て、教育委員会

との連携も深めつつ、教員等を対象にした

研修を積極的に開催するなど、国内の課題

解決への貢献も念頭に事業を実施した。 

日系社会では、日系サポーターの継続・拡

大を目指し、外国人集住都市において外国

人材受入れを効果的に進めていく。 

・JICA 海外協力隊合格

者が派遣前訓練の一

環としてのグローカ

ル・プログラムに参加

し、地方の地域創生、

多文化共生、開発教育

などボランティア・自

治体の双方に貢献し

た。

・コミュニティ開発（水

の防衛隊）隊員が、

ICT 技術の導入が進

んでいるルワンダに

おいて「日本生まれの

QR コード」を活用し

た井戸の管理方法を

提案し、ルワンダ政府

高官なども高い関心

を示した。 

２．外国人材受入・多文化

共生 

 中期計画の取組を着実

に実施したことに加え、以

下の特筆すべき実績が認

められた。 

・外国人材受入・多文

化共生に向け、以下の

ような外国につなが

りのある子どもへの

教育を推進した。 

- 中部センター

では「海外にル

ーツを持つ児

童・生徒の教育

を考えるフォ

ーラム2022」を

教育委員会や

学校、地域団体

と協働して実

施し、全国から

178名が参加し




